
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

はじめに 

 

 平成 7年 1月 17日に発生した「兵庫県南部地震」により、未曾有の被害をもたらした

阪神淡路大震災から 16年後の平成 23年 3月 11日、「東北地方太平洋沖地震」が発生し

ました。地震に伴う巨大津波では、広い地域で甚大な被害が発生し、この東日本大震災

では多くの人命が失われました。 

 我が国は、自然災害が多発する地域に位置しており、これまでも地震や台風といった

自然の猛威は私たちの生命や生活を脅かしてきました。現在においても、大阪では、上

町断層帯地震、生駒断層帯地震、有馬高槻断層帯地震、中央構造線断層帯地震、東南海・

南海地震、南海トラフ巨大地震等の発生やそれに伴う液状化とともに、内水氾濫、河川

氾濫、高潮、暴風等が懸念されています。 

 本市においては、「大阪市地域防災計画」により、震災、風水害に備えた、災害予防計

画、災害応急対策、災害復旧計画を策定するとともに、各局が関係機関・地域等と連携

をとり、大災害に対しての備えを行っています。学校園においても、災害発生時におけ

る幼児・児童・生徒の生命・身体の安全を確保するために、「警備及び防災計画」を作成

し、平素から防災組織を整え、施設・設備の安全管理に万全を期すとともに、『子どもの

安全を守るための防災指導の手引き（平成 8年度作成、適宜改訂）』を活用し、幼児・児

童・生徒に対して、災害に関する知識や避難行動等について指導を行っています。 

 大阪市では、平成 26年 10月に「大阪市地域防災計画」を修正し、「大阪市防災・減災

条例」を制定し、平成 27年 2月 1日に施行し、平成 27年 2月 25日に「市民防災マニュ

アル」と「水害ハザードマップ」を改訂するなど、防災に対する危機意識が高まり、防

災管理や防災・減災教育の見直しが進められています。 

以上のような経緯を踏まえ、教育委員会では、「減災」（災害は止められないが、人間

の英知によって被害の低減は可能）、「レジリエンス(resilience)」（どんなに苦境にあっ

ても立ち上がる力）、「共感」（人と人がつながろうとする意志）という考えを柱とした各

学校園における防災・減災教育のさらなる充実に向け、「子どもの安全を守るための防

災・減災指導の手引き」を改訂いたしました。科学的知見（自然、社会、人文）、災害に

向かう態度や具体的行動を計画的・継続的に学習できるよう、「防災・減災教育モデルカ

リキュラム」を第７章に盛り込み、内容の充実を図りました。 

大阪市が進める分権型教育行政を活用した防災・減災教育は、「地域」「家庭」「学校」

の連携をより強くし、災害発生時には組織的な対応による大きな減災効果に繋がります。

各学校園におきましては、本市で予想される災害や規模、災害に対する本市の施策等を

ふまえ、掲載した指導事例等を参考にし、地域の実情をふまえて区と連携し、幼児・児

童・生徒の実態にそった防災・減災教育を実施していただきますようお願いいたします。 

 

平成 27年 9月 

 

大阪市教育委員会 
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 第１章  

これまでの大阪市における自然災害について 

≪平成26年度常設展示目録（大阪市公文書館） 

「大阪の災害～復興と防災のあゆみ」より引用≫ 

 

 

大阪は、河川等を使用した水運の要所であり、大阪湾を中心に対外貿易や商工業が発達し、「水の

都」と称されてきました。しかし、その一方で大阪湾の最奥部に位置することから高潮や津波の被害

を受けやすく、また、淀川をはじめとする河川の氾濫に悩まされてきました。例えば延宝２（1674）

年には洪水により旧淀川、旧大和川の堤防が決壊し天満橋、京橋等が流失しました。明治18（1885）

年にも旧淀川で大洪水が発生し、新淀川の開削へと繋がりました。 

また、水害のみならず、太平洋側沖合の南海トラフ沿いで発生する巨大地震にも襲われていました。

江戸時代、安政南海大地震（1854年12月）では大きな揺れと津波の被害に見舞われたことが記録され

ています。 

大阪市に大きな被害をもたらし、その後の施策に影響を与えた北の大火・南の大火、大阪を襲った

三大台風といわれる室戸台風・ジェーン台風・第２室戸台風、平成７（1995）年の阪神・淡路大震災

です。加えて他都市で発生した大災害に対する市の対応として東日本大震災での救援活動にも焦点を

あてました。 

 

 

１．明治の２大大火―北の大火と南の大火 

 

「大火」と言えば江戸を思いおこしますが、江戸時代や明治時代の大阪でも何度も大火に見舞われ

てきました。大阪の市街地は家屋が密集し、道路の幅も狭いため、火災が発生すると大火となりやす

かったためです。 

明治以降の大阪で、最大の大火となったのが北の大火です。明治42(1909)年7月31日午前４時ごろ、

北区空心町（現天満橋１丁目付近）にあったメリヤス製造販売業者の家から出火しました。出火原因

は、消し忘れた中庭のランプが破裂し、周囲に積まれていたメリヤスの原料品に引火したことです。

火災発生時、連日の炎天で家屋が乾燥していたことに加えて強い東風が吹いていたために、炎はまた

たく間に燃え広がりました。炎は勢いを増しながら、丸一日かけて曽根崎・堂島一帯を焼き尽くし、

福島紡績会社の外柵に至ってようやく鎮火しました。被災区域は51か町・約1.2ｋ㎡、焼失戸数は１

万1365戸に及びました。 

８月１日の深夜、大阪市は中之島公会堂に臨時救護団を組織し、仏照寺をはじめとする５つの救護

団出張所を開設して被災者の収容と救援物資の配布に努めました。被災直後の混乱がある程度落ち着

きを見せると、明治41年３月に新築されたペスト患者の隔離施設である大阪府立木津川隔離所を借用

して、生業への復帰が困難な被災者の半永久的な救護を目指しました。収容者の健康管理の徹底や、

職業あっせんなど収容者の自立を支援するほか、所内に木津川学園校舎として尋常小学校と幼稚園を

開設するなどしました。 

北の大火は建築規則の制度化を大きく促進させ、明治42年８月に「大阪府建築取締規則」が公布さ

れました。また、曽根崎・堂島一帯が壊滅するという甚大な被害を受けて、同年11月の市会で消防設

備の充実を図ることが決議されたほか、消防制度も見直されました。同43年、政府は「大阪市消防規
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程」を制定しました。これにより、従来警察組織の中に位置づけられていた消防業務が独立し、東西

南北の４消防署と２消防分署が設置されました。 

こうして消防制度が躍進するも、大阪市はまたも大火に見舞われます。それが明治45年１月16日に

起きた南の大火です。午前１時ごろ、南区難波新地４番町の湯屋・百草湯の煙筒から噴出した火の粉

が、強風によって貸座敷・遊楽館の３階の屋根に引火し、約10時間に渡る火災となりました。被災区

域は約0.3ｋ㎡、焼失戸数4779戸（全焼4750戸）、死者４名となりました。この大火では、北の大火

と比較して、より近代的な消防設備の導入が進んでいましたが、伝達系統の未熟さ、周辺の建物の高

さ、道路幅の狭さが大火となった要因と考えられました。 

２つの大火は、消防設備の不十分さと消火活動を妨げる狭い道路、消火用水の不足といった火災警

備上の課題を認識させました。焼け跡の整理は市区改正の好機とされ、当時進められていた市電敷設

計画を変更し、道路が拡幅されました。 

 

 

２．室戸台風と小学校の近代化 

 

大阪市は、西は大阪湾、南は大和川を隔てて堺、北は神崎川を隔てて尼崎と接続し、古来水陸交通

の要衝でした。さらに、豊富な水量をもつ淀川から分岐した大小の河川・運河が市内を縦横に走るた

め、水運の便がよい「水の都」として発展しました。しかし、上町台地を境にして、市内東部は地盤

が高く、西部にいくにつれて次第に低くなり海に連なるという地形は、台風時に高潮の被害を受けや

すいという特徴を持っています。 

 昭和９(1934)年９月21日、高知県室戸岬で911.9hPaを記録した超大型台風・室戸台風が近畿地方を

直撃しました。大阪では、午前８時前後の約20分間、最大瞬間風速60m／秒以上を記録する暴風雨が

猛威をふるいました。台風にともなって発生した高潮によって、西大阪を中心とする市域面積の約

27％、市内戸数の約25％が浸水しました。とくに学校・港湾施設が壊滅的な被害を受け、港湾機能は

一時麻痺、市内の小学校の70％以上が倒壊または大破するという凄惨な状況でした。通学・通勤時間

と重なったこと、多くの木造校舎が倒壊したことにより、児童・教職員に多数の犠牲者が出ました。

当時、大阪市では新市域における人口激増にともなう学齢児童の増加のために、教室不足に悩まされ

ていました。さらなる児童の増加に備えて、昭和８年に小学校新増築計画が立てられ、事業が進めら

れていたところにこの台風の惨禍にあいました。 

 大阪市は災害当日に臨時救護本部を設置し、翌22日には臨時市参事会で風水害応急処理費50万円を

決定するなど、迅速な対応に努めました。他都市や公私団体などの救援もあり、被災者の救援・復旧

作業は急速に進展しました。また、抜本的な復興策として、大阪港復興費2991万円、校園復興費4491

万円をはじめとする総額１億504万円の復興予定計画を決定しました。 

 校園復興においては、鉄筋コンクリート建築と昭和３年以降に築造された耐震木造建築の小学校校

舎だけが被害を免れたことを受けて、被災小学校の校舎を全部鉄筋コンクリート造にする復旧計画を

立てました。初等教育施設として万全を期すこと、災害発生時の避難所とするために、少なくとも一

校に一棟は鉄筋コンクリート造の校舎を建設することとしました。しかし、復興予定計画の実現に必

要な国庫補助金が得られなかったため、復旧校舎の８割を鉄筋コンクリート造、２割を耐震木造にす

る方式がとられることになりました。 

 当初の計画どおりに国庫補助費が認められなかったために、後退を余儀なくされた大阪復興計画で

したが、室戸台風は、南港防波堤の築造など昭和７年に決定された大阪港修築計画の実現を促進し、
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学校校舎の鉄筋化など教育施設の近代化を進めるきっかけとなりました。また、深刻な高潮被害の原

因となった西大阪の地盤沈下も強く認識されるきっかけとなりました。 

 
 

 

 

 

３．ジェーン台風 

 

昭和20(1945)年９月、終戦直後の大阪を枕崎台風が襲いました。西大阪一帯の高潮被害を受けて、

大阪市は大阪府と共同して応急的な復旧工事にとりかかり、昭和21年度までに西大阪一帯に高さ３～

3.5ｍの防潮堤が構築されました。しかし、敗戦直後の物資窮乏のなかで構築されたため、戦災で焼

け落ちたがれきまじりの土砂を使用した盛土堤にすぎないものでした。そのため、同22年度からは継

続事業としてその補強工事および排水施設の設置がされることになりました。 

 昭和25年９月３日、戦災からの復興に向かっていた大阪を巨大台風・ジェーンが襲いました。大阪

到達時の中心気圧970.3hPa、最大瞬間風速44.7m／秒を記録したジェーン台風は、発生当時、同９年

に襲来した室戸台風に次ぐ規模で、大阪市に戦後最大の被害をもたらしました。ジェーン台風に起因

する高潮によって大阪湾の最高潮位は※O.P.＋3.85mに達しました。これにより海水が各河川に逆流

し、河川水位が上昇して先に築かれた防潮堤を越えて西大阪一帯に猛烈な勢いで流れ込みました。防

潮堤は高潮とそれにともなう漂流物で破壊され、全市面積の約30％が浸水、最大水深は2.5mにもなる

深刻な高潮被害をもたらしました。 

西大阪地域の恒久的な高潮対策の確立が急務となり、ただちに国・大阪府の協力を得て、昭和25年

度から「総合高潮対策事業」が計画実施されました。「総合高潮対策事業」は、「西大阪高潮対策事

業」を基幹とし、港湾地帯の整備や工業用水道の建設、国鉄構内の防潮堤施設の設置などを含む広範

な事業でした。「西大阪高潮対策事業」は、高潮や地盤沈下に関する理論的な調査研究をふまえて計

画されました。その内容は、①西大阪地域の河川・運河・海岸沿い124kmにO.P.＋3.0～6.5mの防潮堤

を築造、②港湾一帯を全面的に盛土、③防潮効果向上のため、利用頻度の少ない河川は廃川とし、利

用頻度の高い河川に防潮水門を新設、④全面的な排水施設の整備拡充（ポンプ場20か所新設、橋梁35

か所かさ上げ）で、総事業費は221億円に及びました。 

室戸台風による大阪市内校園舎被害状況 
（昭和９年９月）（『新修大阪市史』第７巻より） 
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 昭和34年３月、およそ９年の歳月を経て「西大阪高潮対策事業」が一応の完成をみました。さらに、

同年９月に発生した戦後最大の台風・伊勢湾台風を参考に、同35年から10か年計画の「大阪港特別高

潮対策事業計画」を策定し、実施しました。 

 

※O.P. ―大阪湾最低潮位（Osaka Peil） 

Peilは「水位」「基準面」を表すオランダ語であり、O.P.は大阪湾の最低潮位からの高さを示す

単位です。明治７（1874）年に観測された大阪港の最低潮位をO.P.±0. 0mと定義しています。

港湾・河川管理の際の基準となり、特に洪水や高潮を想定した防波堤・防潮堤整備などの防災計

画を推進する上での基準として用いられます。 

 

 

４．第２室戸台風と防潮対策 

 

昭和36（1961）年９月８日、マーシャル諸島近海で発生した台風は、16日午前９時過ぎに室戸岬に

到達しました。日本上陸後の経路が昭和９年の室戸台風とよく似ていたことから「第２室戸台風」と

名付けられたこの台風は、大阪到達時の中心気圧937.3hPaと室戸台風を上回り、戦後最大といわれる

伊勢湾台風に匹敵するレベルでした。また最大瞬間風速50.6m／秒を記録する暴風により樹木や家屋

の倒壊が報告され、城東消防署では勤務実施中の望楼が倒壊しています。 

台風は午後１時過ぎに兵庫県尼崎市・西宮市間に再上陸しました。この頃から各地で高潮によって

防潮堤が決壊し、消防局職員が逃げ遅れた人々を船艇で救助しました。同日午後７時には大正区・此

花区等11区に災害救助法が適用され、動員された１万5000名の市職員によって本格的な援護活動が始

まり、排水作業や食糧輸送等が行われました。 

16日夜から乾パンや毛布の配給が始まり、避難所では被害の少なかった区の婦人会等による炊き出

しが行われました。市全体で1065か所の避難所が設けられ、44万名が収容されました。大阪市全体の

被害は、死者7名、負傷者589名、床上浸水6万787戸、床下浸水4万6448戸、家屋倒壊3347戸、浸水地

域は西淀川・港・此花・福島等10区にわたり、その面積は31ｋ㎡ にも及びました。 

昭和25年のジェーン台風以降、市は防潮堤建設とともに地盤沈下対策を進めていましたが、地下水

の揚水量は減らず地盤沈下は進みました。そのため、室戸・ジェーン両台風では被害のなかった中之

島地区までもが浸水被害を受けることとなりました。地盤沈下が高潮の被害を増大させる要因となっ

ていたのです。 

第２室戸台風の被害を受けて、市は新たな地盤沈下対策と防潮堤整備を開始しました。地盤沈下対

策では、市会において地下水くみ上げの全面禁止に関する条例案の立案を要請する「市会議長宣言」

が出されたことにより、「大阪地盤沈下総合対策協議会」が結成されました。同協議会が政府や国会

に立法化を働きかけたことにより、昭和37年には「工業用水法の一部を改正する法律」と「建築物用

地下水接取の規制に関する法律」が成立しました。これによって地下水の揚水が厳しく規制され、同

40年には西大阪における地盤沈下は終息しました。このように第２室戸台風は単なる自然災害として

だけではなく都市災害としての高潮の問題という側面を持っていました。 

第２室戸台風の後、地盤沈下により低くなった防潮堤を回復させるため、昭和36年度から同39年度

にかけ「緊急３ヵ年計画」が策定されました。道頓堀川等の防潮堤の改修や橋梁のかさ上げ、さらに

は堀江等の排水施設改修が行われ、防潮対策が完了しました。 

続く昭和40年からは、大阪市、大阪府、そして国によって伊勢湾台風級の超大型台風による高潮に
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十分対処できる恒久的施設の建設を目指す「大阪高潮対策恒久的計画」が策定されました。この計画

によって淀川以北では従来通りの防潮堤を、以南では防潮水門が設けられました。防潮堤のほか、排

水機場等の完成により高潮に対する第一線の防潮ラインが完成しました。以降これを超える高潮は発

生していません。 

 

 

５．阪神・淡路大震災 

 

平成７（1995）年１月17日午前５時46分に発生した阪神・淡路大震災は、淡路島北部を震源とする

活断層の直下型地震で、阪神地域を中心に発生当時としては戦後最大規模の被害をもたらしました。

大阪市内でも震度４を記録し、兵庫県に近い西淀川区、此花区、淀川区を中心に全市域で電気・水道・

交通網といったライフラインの寸断や建物の倒壊の被害が起こりました。 

大阪市は火災の鎮火、建物に閉じ込められ

た人々や下敷きになった人々の救助、ライフ

ラインの復旧活動を急ぎました。そして、西

淀川区、淀川区等10区に延べ32か所の避難所

を開設して被災者を収容し、２月11日までに

延べ3571名が滞在しました。また、住宅の全

壊・半壊等により元の住宅に住むことができ

ない被災者へ市営住宅（400戸）や応急仮設住宅（兵庫県民向け270戸を含む711戸）の提供を行いま

した。 

大阪市は、市内の被害地域での活動と同時に、発生当日の午前10時15分には、消防局から消防隊を

被災地の神戸市へ、続いて救助隊・救急隊を西宮市、芦屋市に派遣しました。また、神戸市等被災都

市と連携し、食糧や飲料水、応急医薬品等の救援物資の搬送、医療チームの派遣、応急給水や水道復

旧のための職員の派遣等緊急を要する救援活動に尽力しました。被災地への職員派遣は、平成７年６

月末まで実施され、延べ２万1685名の職員が災害応急・災害復旧活動に従事しました。 

また、弁天ふ頭に停泊した民間フェリーやインテックス大阪等に休息所を開設し、多くの被災者を

受入れました。被災者への対応は市職員だけでなく市民ボランティアの手によって行われました。こ

のボランティアへの注目や地域による救助活動が行われたことによって「共助」という言葉もクロー

ズアップされました。 

阪神・淡路大震災は、これまで関西で大きな地震は起こらないと言われてきた中で発生しました。

ライフラインの途絶により平常の市民活動や救援活動が困難になるという都市のもろさが露呈した

ことで、都市の安全性を考え直す契機となりました。大阪市では、市民が安心して生活し活動できる

都市を作るため「大阪市地域防災計画策定委員会」を設置、震度７の直下型地震を想定し「地域防災

計画」の抜本的な見直しを進め、平成９年度に「大阪市地域防災計画(震災対策編）」が策定されま

した。地域防災計画の中では、災害に強い「都市空間づくり」「都市施設づくり」「人と組織づくり」

「防災体制づくり」「情報ネットワーク基盤づくり」という５つの指針を掲げました。そしてそれぞ

れ避難所の整備や、防災知識の普及、情報伝達・収集のための通信施設の整備等個別の計画が作られ

ていきました。 

 

 

 

発生日時 
  平成７年１月 17日 

   午前５時 46分  

震源 

位置 
    北緯   34.4度  

東経  135.0度   

深さ       14.3㎞  

規模       Ｍ7.2  



第 1章 これまでの大阪市における自然災害について 

 

6 

 

６．東日本大震災と他都市への救援活動 

 

平成23（2011）年３月11日午後２時46分に発生した東北地方太平洋沖地震は、関東大震災（Ｍ7.9）

や昭和８年３月の昭和三陸地震(Ｍ8.1)を上回るＭ9.0、最大震度７という規模で、日本観測史上最大、

世界的にも1900年以降史上４番目の超巨大地震となりました。 

この地震の特徴の１つとしてあげられるの

が、広範囲で発生した津波です。最大で10ｍ

を超える高さの津波が押し寄せた地域もあり、

東北地方から関東地方の太平洋沿岸が壊滅的

な被害を受けました。東京電力福島第一原子

力発電所も津波の被害を受け、全電源を喪失

し放射性物質を漏えいさせる原子力事故へと

発展しました。今もなお、大勢の被災者が住みなれた土地を離れ避難生活を余儀なくされています。 

東日本大震災の強い揺れは、震源から遠く離れた大阪市内でも震度３を記録しました。高層ビルの

上部では※長周期地震動により地上を超える揺れが長く続きました。また、全国的に大津波警報、津

波警報、または津波注意報が発令され大阪湾の水門も閉鎖されました。11日午後９時２分には60㎝の

津波を観測しています。地震の揺れによりエレベーターに閉じ込められるなどの事故が発生しました

が、小規模な被害にとどまりました。 

大阪市は、地震発生当日に、被災地支援を開始するため「大阪市災害対策本部」を立ち上げました。

緊急消防援助隊をはじめとする応急実働部隊を派遣すると共に、災害用食糧・飲料等を被災地へと送

りました。また、国や日本水道協会等全国組織の要請を受けて職員派遣も行いました。福島第一原子

力発電所にも、緊急消防援助隊を派遣しています。地震当日から被災地に派遣された職員は、廃棄物

処理支援や応急給水支援を中心に1906名（延べ２万4673名）、現在も区画整理事業等で20名が被災地

で活動をしています（平成26年６月30日現在）。 

市は現地での被災地支援に加え、大阪市内おいて支援活動を行ってきました。市役所や区役所に募

金箱を設置し受付けた義援金は、平成26年６月30日時点で総額10億8207万6985円に上り、日本赤十字

社を通じて被災者に届けられました。募金に加え支援物資の提供も受付け、毛布やタオル、ウェット

ティッシュ等が被災地へと送られました。 

また、大阪市は、津波で家屋を失った被災者や、原発事故で帰宅できない避難者に対し、インテッ

クス大阪に一時避難所を設置したり（延べ17世帯28人）、市営住宅や職員公舎等で受入れを実施しま

した。 

 

※長周期地震動―地震で発生する周期が数秒以上のゆっくりとした揺れのこと。特に高層建築物が

共振しやすく急速に振動が増幅し大きな被害を出す恐れがあります。 

 

 

 

 

 

（平成26年度常設展示目録_大阪市公文書館「大阪の災害～復興と防災のあゆみ」より引用） 

 

発生日時 
  平成 23年 3月 11日 

   午後 2時 46分  

震源 

位置 
    北緯  38.1度  

東経  142.9度   

深さ       24㎞  

規模       Ｍ9.0  



第 1章 これまでの大阪市における自然災害について 

7 

 

７．大阪市のおもな災害（市制施行～平成26年） 
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（平成26年度常設展示目録_大阪市公文書館「大阪の災害～復興と防災のあゆみ」より引用） 
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第 2章 

災害と本市で想定される被害 

≪市民防災マニュアルより（大阪市危機管理室）≫ 

１．地震・津波 

 

★ 地震による揺れと被害 

震度４ 
・ほとんどの人が驚く 
・電灯などのつり下げ物は大きく揺れる 

震度５ 弱 
・大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる 
・棚にある食器類や本が落ちることがある 

震度５ 強 
・物につかまらないと歩くことが難しい 
・固定していない家具が倒れることがある 

震度６ 弱 
・立っていることが困難になる 
・壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある 

震度６ 強 
・はわないと動くことができない。飛ばされることもある 
・耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる 

震度７ 
・耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある 
・耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる 
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○ 地震に備えて【大阪市ＨＰ】 

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-3-0.html 

○ 災害想定(震度分布・液状化予測)【大阪市ＨＰ】 

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-4-0.html 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-3-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-4-0.html
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○ ”津波・水害から命を守るために”水害ハザードマップ【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000299877.html 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000299877.html
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２．風水害 

 

 

○ ”津波・水害から命を守るために”水害ハザードマップ【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000299877.html 

 

 

  ※ 津波については、前ページを参照 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000299877.html
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（市民防災マニュアル_大阪市危機管理室より引用） 

 

○ 防災【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-0-0.html 

○ 市民防災マニュアル【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011873.htm 

○ 防災ポータルサイト（私たちの防災）【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000104403.html#020 

○ 各区の防災マップ【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000139402.html 

○ マップナビおおさか（浸水想定区域図など）【大阪市ＨＰ】 

  http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/index.html 

 

○ 気象庁ホームページ【気象庁ＨＰ】 

  http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

○ 気象庁_知識・解説【気象庁ＨＰ】（気象、航空気象、地球環境・気候、海洋、地震・津波、火山） 

  http://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.html 

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011873.htm
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000104403.html#020
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000139402.html
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/menuknowledge.html
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◆資料１ 防災施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民防災マニュアル_大阪市危機管理室より引用） 
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第３章  

本市の主な災害対策 

≪市民防災マニュアルより（大阪市危機管理室）≫ 

 

１．大阪市防災・減災条例 

～ 自助・共助・公助で命を守る ～ 

 

（市民防災マニュアルより引用） 

 

 

○ 大阪市防災・減災条例を制定しました【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000291154.html 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000291154.html
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２．大阪市の防災計画 

 

（市民防災マニュアルより引用） 

 

 

○ 大阪市地域防災計画 <震災対策編>【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011958.html 

○ 大阪市地域防災計画 <風水害等対策編>【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011992.html 

○ 大阪市地域防災計画＜資料編＞【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000042642.html 

○ 「区地域防災計画」の作成を進めています【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html 

○ 「区地域防災計画」の作成を進めています【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html 

 

 

３．大阪市からの避難情報 

 

（市民防災マニュアルより引用） 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011958.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011992.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000042642.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html
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（市民防災マニュアルより引用） 

 

 

○ 防災行政無線のサイレンパターンについて【大阪市ＨＰ】 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000245605.html 

○ 大阪市防災行政無線システム【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011830.html 

○ 大阪市防災情報システム【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011882.html 

○ 大阪市での備蓄【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011847.html 

 

○ 防災に対する大阪市の取り組み【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-7-0.html 

 

○ 大阪市防災会議条例【大阪市ＨＰ】 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011853.html 

○ 大阪市防災会議【大阪市ＨＰ】 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011795.html 

 

○ 災害に強いまちづくりをめざして！～建設局からのお願いと取組み～【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000149376.html 

 

 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000245605.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011830.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011882.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011847.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/700-7-3-7-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011853.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011795.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000149376.html
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◆資料２ ボランティア  

 

 

ボランティア活動 

阪神大震災では、ボランティアによる支

援活動に注目が集まりました。 

大阪市では昭和 57（1987）年に設立され

た大阪市ボランティアセンターや各区ボラ

ンティアビューローに登録した人たち、ま

た、それ以外の人々によって被災地や南港

に設けられた一時避難所等で支援活動が行

われました。 

被災地では、こうべ市民福祉交流センター

（神戸市中央区）での支援物資の仕分け・

搬出作業が行われ、ボランティアセンター

からは延べ 1361 人が派遣されていました。 

 また、大阪市内ではインテックス大阪に

設けられた一時避難所やフェリーを用いた

休息所での食事の準備などに従事していま

した。 

大阪市にボランティア登録した人は平成７

年３月末の時点で 1 万 8034 名でしたが、そ

のうち震災ボランティアとして登録した人

は 3149 名とその関心が高かったことがう

かがえます。 

 

（平成 26年度常設展示目録_大阪市公文書館 

「大阪の災害～復興と防災のあゆみ」より引用） 

（市民防災マニュアルより引用） 
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第 4章  

災害時の学校園の役割 

 

１．大阪市地域防災計画 

地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。）第 42 条の規定に基づき、大阪市防災

会議が作成する計画であり、本市域の震災にかかる災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関す

る事項を定めることにより、本市、指定地方行政機関、自衛隊、大阪府、大阪府警察、指定公共機関、

及び指定地方公共機関等防災関係機関がその有する全機能を迅速・有効に発揮し、また相互に協力する

とともに、市民等及び事業者による自主防災活動との連携、支援を含め、防災活動の総合的、計画的か

つ効果的な実施を図り、本市域、並びに市民等及び事業者の生命、身体、財産を保護することを目的と

しています。 

 大阪市では、平成 26年 10月 14日に大阪市防災会議を開催し、南海トラフ巨大地震による広範囲にわ

たる津波浸水、及び甚大な人的・物的被害想定を踏まえ、「減災」を基本理念に、命を守ることを重点と

して、「大阪市地域防災計画」を修正しました。 

 

※ 修正された「大阪市地域防災計画」より、主に学校園に関連のある部分を抜粋

し、以下にまとめました。なお、白抜きは地域防災計画のページを記載しました。 

 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P35‐54  

第２部 災害予防・応急対策 第１章 活動体制 第１節 組織体制 

本市は、市域において災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、災害応急対策を行

うための組織及び動員体制を整備する。 

１－２ 災害対策本部  

防災対策の推進を図るため必要と認めるときは、災害対策本部を設置する。 

（１）設置基準 ア 大阪市災害対策本部（以下「市本部」という。） 

（ア）本市域において震度５弱以上（気象庁発表）を観測したとき 

（イ）本市域に特別警報が発表されたとき 

（ウ）本市域に災害救助法（昭和 22年法律第 118号）の適用を要する被害が発生したとき 

（エ）大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき 

（オ）その他市長が必要と認めたとき 

「大阪市災害対策本部」の部の名称、分掌事務                別表１ 

名称（部長） 部に属する部局 分掌事務 

教 育 部 

 

（教育長） 

教育委員会事務局 □児童生徒の避難誘導及び受入に関すること 

□児童生徒の被災状況の把握に関すること 

□被災児童生徒の応急教育及び学用品提供に関すること 

□学校、教育機関施設の防災及び整備、復旧に関すること 

□避難所開設及び運営への協力に関すること 

□本部長の特命事項に関すること 
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◆ 震災対策編［本編］P71‐73  

第２部 災害予防・応急対策 第１章 活動体制 第６節 通信の整備 

６－１ 有線通信 

（４）市立学校ネットワークの活用 

避難所や活動拠点となる施設に対して、情報通信のネットワークの構築は、的確な災害応急対策活

動を実施する上で極めて重要なことである。それら相互の情報連絡体制を強化するため、災害時の「教

育用ネットワーク」を行政間の連絡に利用するなど非常時の多ルート通信網の一つとして活用してい

く方策を検討する。 

６－２ 無線通信 

（３）同報系無線の活用  

災害時においては、有線電話の輻輳や不正確な情報によって、流言飛語等が引き起こされる可能性

がある。市民等への周知を図るため、市街地及び避難場所等、不特定多数の人が集中する地域に対し、

同報系無線を使用し、流言飛語防止のための広報を活発に行うとともに、的確な地震関連情報、生活

関連情報を伝達する必要がある。 

同報系無線については、既に防潮堤・護岸等での整備を行ってきているが、さらに、一時避難場所

となる公園や津波等地域の危険性を考慮し、屋外受信拡声機の適正な配備体制を進めており、今後も

小学校、各局施設、防潮堤護岸の新設等に応じて適宜配置を行い、災害発生時における避難勧告、指

示等の情報を市民等へ伝達する。また、公共施設などについては、屋外子局（屋外拡声局）の増設及

び屋内子局の（戸別受信機）設置を検討していく。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P88‐91  

第２部 災害予防・応急対策 第２章 協働・協力体制 第９節 自主防災活動 

多様な災害時においても災害による被害を防止し、軽減するため、市民等の自主的な活動、すな

わち市民等自らが出火防止、消火活動、被災者の救出救護、避難誘導等を行うことができる体制を

整備する。 

また、地域コミュニティの活性化により、市民等が「自分たちの地域は自分たちで守る」という

防災意識を持ち、災害発生時には、地域の人々が互いに協力しあい、助け合い、行動できるよう、

「地域防災の輪」として自主防災組織の育成を図るとともに、この「地域防災の輪」の中心となっ

て消火活動や救出救護活動などを実施する「地域防災リーダー」の研修・指導を実施する。 

９－１ 自主防災組織の活動 

（１）自主防災組織の確立 

小学校区程度の範囲で地域活動協議会などを中心とし、地域に居住及び勤務する広範な人員で構成

する等、地域を網羅した自主防災組織を確立し、組織の責任者、活動内容などを定め、災害時の安否

確認、救護、初期消火、避難行動要支援者支援、津波避難、警報情報等の収集・伝達など自助、共助

の取組みを組織的に行うことができるよう防災訓練などを実施し、その実行力の確保に努める。 
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◆ 震災対策編［本編］P103‐106  

第２部 災害予防・応急対策 第４章 活動拠点等の確保  

第１４節 都市施設の防災機能の強化 

災害時に種々の災害応急対策活動を迅速、的確に実施するためには、災害後ただちに被害情報を把

握し、それをもとに指揮命令を発することができる体制を確保するとともに、災害応急対策活動の最

前線拠点となる施設において機能の充実を図る必要がある。 

そのため、防災上必要な機能を持った種々の防災活動拠点を整備し、さらにそれら相互の連絡、支

援がスムーズに行えるよう、ネットワーク化を図ることとする。 

災害時に種々の災害応急対策活動を迅速、的確に実施するため、防災活動拠点として各々の施設を

以下のように位置付ける。 

○コミュニティ防災活動拠点 

基本的役割：市民等への情報、物資、水、医療等のきめ細かな提供に関する機能 

主な施設等：災害時避難所、一時避難場所（小学校、中学校、公園等） 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P120‐124  

第２部 災害予防・応急対策 第５章 避難安全確保 第１７節 避難対策 

１７－３ 避難の誘導・移送 

（２）避難の誘導 

ア 避難勧告・指示が出された場合、大津波警報、津波警報が発表された場合又は火災等が発生し

危険と判断された場合は、区本部職員、自主防災組織などが警察官等と連携し、周囲の状況を勘

案し災害に応じた適切な避難場所に誘導する。 

イ 地下施設、病院、学校、社会教育施設、社会福祉施設等の施設管理者は、利用者、児童等を安

全に避難誘導する。 

ウ 誘導の順序は避難行動要支援者を優先する。 

１７－４ 津波からの避難対策 

（２）学校・病院、大規模施設等の津波避難誘導 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、津波発生時に施設内の利用者

等を安全に避難させるため、体制を整備する。 

学校においては、避難方法、保護者への連絡、避難所に指定された場合等の応急対応策について、

あらかじめ学校ごとに取りまとめ、緊急時に備える。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P120‐124  

第２部 災害予防・応急対策 第５章 避難安全確保 第１８節 避難施設 

１８－２ 避難所 

避難所とは、災害により住宅に留まる事が出来ない市民等が、一時的に避難生活を行う場所であり、

災害時避難所、福祉避難所として整備を図る。 

なお、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮するとともに、

避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等について、 
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事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

（１） 災害時避難所 

ア 災害時避難所の要件 

（イ）学校を災害時避難所とする場合は、下記の有効率から有効面積を算出し、有効面積 1.6 ㎡に

つき１人として受入可能人数を算出するものとする。 

・普通教室   有効率 70％ 

・廊下     有効率 50％ 

・屋内運動場  有効率 80％ 

イ 災害時避難所の整備方針 

（ア）耐震性の向上 

災害時避難所の大多数を占める小中学校の校舎の耐震性を強化するため、昭和 56 年以前に建

築された校舎について耐震診断の結果に基づいて、計画的に建替及び耐震改修を促進する。 

（イ）防災機能の充実 

小中学校の校舎の建替えにあたっては、防災機能の向上に配慮したものとするよう努めるとと

もに、「人にやさしいまちづくり要綱」に基づき、福祉的な整備を推進する。また、防災資機材

及び備蓄物資の配備を推進する。 

（ウ）環境整備 

必要に応じて、避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の設備の整備に努めるとと

もに、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ、電話等の機器の整備を図る。 

「避難者受入業務実施細目」  

第３ 避難者の受入 

１ 災害が発生した時は、区本部長は災害の種類、気象関係等を特に考慮し、適切な避難所

を選定のうえ避難者を災害時避難所に受入れる。 

区本部長は、災害発生と同時に行う避難に備えるため、あらかじめ振興町会ごとに適当

な一時避難場所を定めておき、学校長、自主防災組織等の責任者に臨機の処置をとらせる

とともに、警察官等の協力を得て避難を行い、災害時避難所に受入する。  

第４ 避難所の運営管理  

１ 避難所主任は、学校長、警察官、自主防災組織等の協力を得て避難所の管理に任ずる。 

第７ 受入者の事後処置  

区本部長は、区内避難所における避難者には次の各号によりこれを処置する。  

(1) 自宅又は縁故先に復帰し得るものは、速やかに復帰させる。 

(2) ７日以上を経過し復帰することのできない者については、危機管理部長の指示を受け受入

期間の延長もしくはその指示する施設へ誘導する。なお、この場合、教育施設に関しては学

校教育の再開に支障のないよう努めるものとする。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P147‐150  【すべてを抜粋】非常 

第２部 災害予防・応急対策 第６章 学校等 

第２３節 文教対策 

災害発生時における幼児、児童、生徒の身体の安全、文教施設の保全応急教育の実施その他必要な

事項を定め、もってこれらの円滑な遂行を図り文教対策の万全を期す。 

学校は、児童・生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、毎年防災計画を作成するとと

もに、適宜危機管理発生時対処要領（危機管理マニュアル）の見直しを行い、校内防災体制の確立に

努める。 

２３－１ 学校園の災害発生時の対策 
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学校は、保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルー

ルをあらかじめ定める。また、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発

生時における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設との連絡・連携体制の構築を行う。  

（１）授業時間中の対応 

ア 教職員は、災害発生時、直ちに、幼児、児童、生徒（以下「児童等」という）の安全確保の

ため、必要な措置を講ずるとともに、負傷した児童等の応急手当や医療施設への連絡等の救

護措置を行う。 

イ  校園長は、あらかじめ定められた休校基準に従い休校措置の判断を行い、教職員をして児童

等の保護者に連絡し児童等を下校させる。下校に際しては、保護者の不在、通学路・居住地

区の危険性の情報収集を行い、安全の確認ができない場合は学校園に児童等を保護する。 

（２）授業時間外の対応 

ア 校園長は、あらかじめ定められた休校基準に従い休校措置の判断を行い、教職員をして児童

等の保護者に連絡するとともに、児童等の状況について確認を行う。 

イ 教職員は、あらかじめ定められた計画により学校園に参集し、必要な対応を行う。 

２３－２ 教育施設の応急対策 

（１）施設の管理 

施設の長は、被害を最小限に防止するために、消火器、防火シャッター等防災器具及び防災施設

の定期点検、災害時に転倒及び落下するおそれのある物品等の防止対策を講じておくとともに、特

に火災・盗難の予防、停電断水等の事故に対する措置を行う。 

（２）被害状況の報告 

施設の長は、児童等や利用者の人的被害状況、施設等の物的被害状況及び初動体制を把握

のうえ、教育部、こども青少年部が別に定める要領によりその状況を教育部、こども青少年

部に速報する。 

（３）応急復旧工事の施行 

教育部長、こども青少年部長は、被害状況報告を受け、被害の甚大な施設及び重要な施設につい

て現地調査を行い、その結果によって応急復旧工事を立案する一方、応急復旧工事を速やかに実施

する。 

２３－３  応急教育の実施 

（１）校園長は、校園施設の全部又は一部が損壊し、もしくはその他の事由により教育を実施する施

設の確保が困難となった場合には、次の応急教育の措置を図る。 

ア  校園施設が使用できない場合は、仮設教室（プレハブ）を建設する等代替施設の確保に努め

る。 

イ  屋内運動場、特別教室等校園施設の一部が使用できるときは、それら施設を活用する。 

（２）この場合、児童等を守るため被災校舎、通学路等の安全確保を行うとともに、教職員の確保に

努める。 

（３）災害による授業の中断などで、授業内容の進度に遅れが生じ、計画された教育課程の実施に支

障が出た場合、授業形態の工夫や年間指導計画の見直し等を行い、学力の確保に努める。 

２３－４ 教材の調達及び配給対策 

（１） 校園長は、児童生徒の教科書及びその他学用品に被害があった場合、教育部、こども青少年

部が別に定める要領により速やかに報告する。 
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（２） 教育部、こども青少年部は、前記の報告に基づき、補給必要数を確認して調達配給する。 

また、災害救助法が適用された場合は、被災児童生徒に対して、同法の規定に基づく学用品の

給与を行う。 

２３－５ 児童・生徒の健康管理 

市教育委員会及び校園長は、被災児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所等の専門機関

との連携を図りながら、健康診断、教職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。 

２３－６ 学校給食対策 

学校長は、学校の給食施設等に被害があった場合には、次の事項に留意して給食実施の可否につい

て教育部と協議のうえ決定するとともに、学校長、大阪府教育委員会及び大阪市教育委員会は、速や

かに学校給食用物資の確保、給食施設等の復旧などの措置を講ずる。 

（１）被害状況を点検のうえ、できうる限り給食を実施するよう配慮する。ただし被害が甚大で給

食の実施が困難な場合は適切な措置を施し、早期に再開できるように努めること。 

（２）災害時避難所が開設されている学校は、給食施設が避難者炊出し用に利用される場合には、

学校給食と避難者炊出しとの調整に留意すること。 

そのほか、学校長は災害により学校給食の運営が極めて困難となった場合及び給食用物資に著

しい被害があった場合は、速やかに別に定める要領により教育部あて報告すること。 

２３－７ 教職員の確保対策 

校園長は、教育部に対し教職員の被害状況報告を別に定める要領により、速やかに提出する。 

教職員の被災により、授業の継続に支障をきたすおそれがある場合には、応急措置として次より教

職員の補充や教育部の職員を派遣するなど円滑な学校運営が確保できるよう必要な措置を講ずる。 

（１）条例定数の範囲内で、できうる限りの専任教職員の補充を行う。 

（２）他の校園に要請し、被災していない教職員を兼務させる。 

（３）非常勤講師の配属を行う。 

（４）上記の措置によっても、なお、補充が十分でないときは、教育部勤務の教職員を臨時に補充

する。 

２３－８ 災害時避難所として開設された場合の措置 

（１）避難所の管理運営 

ア  教育施設が避難所等として開設された場合は、避難者受入業務実施細目に基づき、区本部長

が任命配置した要員（避難所主任及び係員）が避難所の管理にあたる。避難所主任の到着前

において、学校長はその業務を代行し、市民等への緊急的な対応を行う。 

イ  教職員は、自主防災組織とともに、避難所の運営に協力する。 

（２）避難所内での応急教育の実施 

教育施設の教育機能の早期回復のため、教育施設内に避難者がいる場合でも、学校長が可能であ

ると判断し次第、一部の教育を再開する。 

第２４節 文化財の応急対策   

２４－１ 文化財の応急対策 

指定文化財の所有者又は管理責任者が被災状況を調査し、その結果を府教育委員会に報告する場合

に、市教育委員会はこれに協力する。 

市教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するため、府教育委員会とともに所有者又は管理責

任者に対し、応急措置をとるように指導・助言を行う。  
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◆ 震災対策編［本編］P151 非 

第２部 災害予防・応急対策 第７章 防災教育・訓練  

第２５節 防災知識の普及・防災教育 

防災知識の普及啓発は、幼児期からその発達段階に応じ学校教育及び社会教育等、あらゆる機会を

通じて、市民等の防災意識の高揚と災害初動対応スキルの習得に努める。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P152-154 非 

第２部 災害予防・応急対策 第７章 防災教育・訓練  

第２５節 防災知識の普及・防災教育 

２５－２ 市民等に対する防災知識の普及啓発 

（２）普及啓発の方法 

ア 防災啓発施設（阿倍野防災センター）等を活用した防災知識の普及 

市民等の地震に関する防災知識と行動力を高めるため、防災啓発施設・起震車を活用した地震

の模擬体験、地震や津波の発生メカニズムの展示、防火・防災に関する知識の習得、津波発生時

（大きな長い揺れが継続した場合）にとるべき行動、消火技術、応急手当技術などの実践的な行

動力の体験を通じて防災知識の普及啓発を図る。 

イ 講演会、説明会等による防災知識の普及 

防災とボランティアの日、防災の日、春・秋の火災予防運動、高齢者防火推進週間、津波防災

の日など、年間を通じて機会をとらまえ、講演会、説明会、座談会等を実施して、市民等の防災

知識の普及を図るほか、視聴覚教材や各種の訓練施設を使用して体験的に防災行動能力の向上を

図る。 

ウ 印刷物による防災知識の普及 

（エ）市民防災マニュアルの利活用 

市民等が自発的・主体的に防災活動に取り組むことができるように作成した「市民防災マニュ

アル」を全戸配布することで広く市民等に周知を図るとともに、市民等を対象とした研修会やワ

ークショップなどでも積極的に活用し、市民等の防災意識の高揚を図り、地域における自主防災

活動の活性化に努める。また、小中学校等において教職員に配布し、防災教材としても利活用を

図る。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P156‐158  【すべてを抜粋】非 

第２部 災害予防・応急対策 第７章 防災教育・訓練  

第２５節 防災知識の普及・防災教育 

２５－３ 乳幼児・児童・生徒等に対する防火・防災教育 

防災意識を高め、それを次世代へ着実に継承していくためには、学校園における防災教育が重要で

ある。学校園は、児童・生徒の安全を守るとともに、今後、地域防災の主体を担い、防災活動に大き

な役割を果たすことができる人材を育成するよう、各教科、道徳、特別活動等の指導における副読本

等の教材・資料の作成、避難訓練や応急措置等の充実を図り、乳幼児・児童・生徒の発達段階や学校

園等の実態に応じた防災教育を実施する。 
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（１）学校園等における安全教育 

「防災に関する指導については、教育活動を通して計画的・継続的に実施し、さまざまな災害発生

時における危険と正しい備え、安全に避難する方法など防災教育の基礎となる基本的な知識が身につ

くよう適切な指導に努める。」、「自然災害等の危険に際しては、『減災』の考え方を踏まえ、幼児・

児童・生徒が状況に応じて、自らの命を守り抜くため主体的に行動するとともに、他の人や地域社会

の安全に貢献できるよう資質や能力を養うように努める。」（平成24年度学校教育指針より）という

立場で実施するとともに、地域社会の一員としての自覚の育成に努める。 

ア 学校園等での安全教育 

各校園及び保育所等においては、各教科・道徳（小・中）・日常の保育での安全に関する

学習、特別活動の学級活動（ホームルーム活動）や学校行事など、全教育活動等を通じて安

全教育を実施する。 

（ア） 安全学習 

火災、地震やその他の二次災害発生時に適切に対処できる知識や技能（気象、地震、津

波についての正しい知識、防災情報の正しい知識、身の安全の確保方法、避難場所・避難路・

避難所、避難方法、家族・学校との連絡方法、災害等についての知識、ボランティアについ

ての知識・体験）の習得をめざし、保健や理科その他関連する教科や領域等で安全学習を行

い児童・生徒の発達段階に即した内容に配慮して実施する。 

（イ） 安全指導 

児童・生徒等が日常生活の中に存在するいろいろな危険に気付き、的確な判断のもとに

適切に対処し、事故が起こった場合に適切に対応できる実践的な態度や能力の育成をめざし、

計画的、継続的な安全指導を、主としてホームルーム、学校行事等の特別活動において実践

する。 

（ウ） 体験学習 

児童・生徒等が、より現実に近い状況を認識できるよう、各消防署や阿倍野防災センタ

ー等の施設を活用したり、防災関係機関との連携や緊急地震速報等、防災に関する科学技術

の活用を図った体験学習を取り入れるなど、防災教育の充実を図る。 

イ 学校園等への防災指導 

校園及び保育所等の乳幼児・児童・生徒に対し、安全教育の一環として避難訓練等の指導

や各種催し、自主防災組織やボランティア等との連携等により、防災意識の普及啓発に努め

るため、以下の防災指導を継続して実施する。 

（ア）災害時の心得について安全教育の一貫として各種訓練を実施 

（イ）小学校の児童に図画の出品を依頼し、一般防災知識を普及啓発 

（２）乳幼児・児童・生徒向け防火・防災教材の作成 

乳幼児・児童・生徒の発達段階や本市の地域的条件に応じた防災教材の利用により、効果的な

校園及び保育所等における防災教育を実施する。 

ア 従来から実施している小学校４年生向けの防火に関するパンフレット、文部科学省等の

作成する防災教材を配付し、防火・防災教材としての活用を継続する。 

イ 市民防災マニュアルを配布し、各校園及び保育所等が実施する安全教育への活用に資する。 

（３）「防災指導の手引き」の作成・配付 

「子どもの安全を守るための防災指導の手引」を作成し、各校園に配付し、本市で予想される
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災害や、その規模、本市の施策等を踏まえ、教職員が有効な防災教育を実施するよう努め、防災

教育の充実を図る。 

「防災指導の手引」の内容は、「幼稚園用」、「小学校用」、「中学校用」、「高等学校用」

及び「特別支援学校用」とし、随時内容を見直して追加配付を行う。 

（４）教職員等に対する防災教育の実施 

校園（所）長、校園及び保育所等の防火管理者、教職員等に対して、防災研修会、講演会等を

実施し、教職員等の防災知識の普及、防災技術の習得を図る。 

災害時の校園及び保育所等の避難計画等の作成指導、救命指導、市地域防災計画の研修、その

他防災に関する講習会等を実施する。 

教育委員会は、地震・津波に関する正しい知識や各校の実践的な防災教育の事例を含む研修を

実施する。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P214-154 非 

第２部 災害予防・応急対策 第９章 市街地の防災性の向上 

第３１節 民間建築物の耐震化・不燃化 

■大阪市耐震改修促進計画 

東南海･南海地震及び上町断層帯地震による人的被害や経済被害の軽減を図るため、平成 27 年度

における住宅及び特定建築物※の耐震化率 90％を目標に、耐震化の促進に取り組む。なお、災害対

策の拠点となる区役所や消防署、及び避難所に指定されている小中学校等の災害時に重要な役割を

担う市設建築物については、平成 27 年度までの耐震化の完了をめざす。 

※特定建築物とは、多数の者が利用する、一定規模以上の学校、病院、百貨店、事務所などの建

築物、危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物、地震によって倒壊した場合においてそ

の敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物をい

う。 

３１－１ 耐震化の促進に向けた取り組み 

耐震改修や建替支援として以下の取り組みを進める 

 （５） 病院等の不特定多数の人が利用する建築物及び、学校、福祉施設等の避難上配慮を要する

人が利用する建築物のうち、大規模なもの等、耐震診断が義務付けられている建築物に対する

補助、耐震診断結果の報告の受理及び公表などを通じ、耐震化を促進。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P250-260 非 

第２部 災害予防・応急対策 第１５章 生活物資 第４４節 生活物資の確保 

災害により一時的に都市機能が不全になることを想定し、避難所等における市民の最低限の生活

を維持することを目的に、以下の５つの観点から生活物資を確保する。 

１）飲料水等の確保 

２）生活雑用水の確保 

３）食料の確保 

４）生活必需品の確保 
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５）し尿処理に関する事前準備 

４４－１ 飲料水等の確保 

災害後、生命維持の上から最低限必要な飲料水を最優先して確保する必要がある。また、長引く

避難生活や都市機能の復旧に伴い、日増しに需要の高まる生活用水等の供給体制を確立するととも

に、供給体制を補完する方策として、流通備蓄等からの調達を図る。 

災害後の飲料水及び生活用水の確保は次の考え方に基づき実施する。 

１）災害直後         備蓄により飲料水を確保 

２）災害後３日間       生命維持のための必要最低限の水を確保 

３）災害後４日目以降     生活用水、都市活動用水を順次確保 

４）災害後１ヶ月を目途    通常量の確保 

具体的には以下の施策を実施する。 

（１） 災害直後に備えた施策 

災害時の断水に備え、生命維持に最低限必要な飲料水の量を１人１日３リットルとし、水ボトル

の備蓄を行う。 

（２） 災害後３日間に備えた施策 

災害後３日間、１人１日最低３リットルの水を確保するために、以下の施策による施設・資器材

の整備を行う。                  

イ 拠点応急給水用資器材の整備 

災害に伴う断水区域への円滑な応急給水を確保するため、広域避難場所、小・中・高校等

の災害時避難所、近隣の都市公園において、仮設水槽の設置による拠点応急給水を行うもの

とし、この拠点応急給水に必要な以下の資器材を、各小学校区あたり１セットを最低限の目

安として整備する。 

・仮設水槽（４m３） 

・布製給水タンク（２m３） 

・ポリ容器（10リットル入りハンディタイプ） 

・ポリ袋（３リットル入りハンディタイプ）  

（３） 災害後４日目以降のための施策 

生活用水等の需要の高まる４日目以降は、広域避難場所への給水ルートを優先的に復旧した後、

当該地点周辺の消火栓を水源とし、仮設給水栓（可搬式応急給水設備）を設置して対応する。以後、

同様に災害時避難所、近隣の都市公園、重要施設への給水ルートを復旧し、仮設給水栓を順次設置

する。このため、こうした拠点応急給水の拡充に必要な仮設給水栓を、各小学校区に１基を最低限

の目安として整備する。 

４４－２ 生活雑用水の確保 

災害後一定の期間を経過すると、水洗トイレ等の生活雑用水の急激な需要増が想定される。この

ため、水道による生活用水の供給体制を補完する観点から、生活雑用水を確保することは有効であ

り、施設・資器材の整備が必要となる。  

下水処理場、農業用井戸及び学校のプールの水を近隣の地域に利用可能にするための施設・資器

材の整備等を図っていく。 

 （３）プールの水の利用 

市内の学校のプールの水について、水質の状況により生活雑用水等への利用を検討する。 
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４５－１ 応急給水 

（１） 応急給水の実施 

ウ 応急給水の方法 

（ウ）災害時避難所となる学校では、受水槽及び高架水槽が設置されているので、その水につい

ても活用を図りながら、応急給水拠点の早期開設に努める。 

（エ）災害時避難所では、飲料用水缶詰を備蓄しており、それを活用する。 

４５－２ 食料の供給 

（ウ）給食施設の活用 

炊き出しを行う場合、学校等の給食施設については、施設管理者と十分協議のうえその活用

を図る。 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P289-292 非 

第３部 災害復旧・復興対策  第１節 災害復旧対策 

１－１ 公共施設の災害復旧対策 

被災した公共施設の災害復旧については、単に原形復旧にとどまらず、再度の災害発生を防止す

るため、応急復旧終了後被害の程度を十分検討して、必要な施設の新設又は改良等を行うものとす

る。 

災害復旧事業の対象事業は次のとおりとする。 

 (１１) 学校教育施設災害復旧事業 

１－２ 災害復旧事業に伴う国の財政援助及び助成 

(１) 法律により国が負担又は補助する事業 

対象となる事業  根拠となる法律及び条項 

公立学校の施設の復旧  公立学校施設災害復旧費国庫負担法  第３条 

(２) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象となる事業 

対象となる事業 適用条項 

公立学校施設災害復旧事業 第３条 

公共土木施設、公立学校施設、農地及び農業用施設等の小災害に係

る地方債の元利償還金の交付税の基準財政需要額への算入等 

第24条 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P303-304 非 

付属（東海地震編）警戒宣言発令時における対応計画 第２節 事前の対策 

第１節 広報・教育 

防災関係機関等は、平常時から警戒宣言が発せられるときに防災関係機関が実施する対策、市民

等が取るべき措置等を各機関が実施する事業を通じて広報を行うと共に、職員及び児童、生徒、保

護者に対し防災教育を実施する。 

２ 職員及び児童、生徒等への教育事項 

・東海地震について 

・教職員の取るべき措置 
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・児童、生徒等の下工事等の安全措置 

・学校に残留する児童、生徒の保護方法 

 

 

◆ 震災対策編［本編］P310-304  

付属（東海地震編）警戒宣言発令時における対応計画 第４章 警戒宣言時の応急対策 

第４節 応急対策 

(２) 各部、各区本部の応急対策 

部・区本部 主な応急対策 公共施設等応急対策・対応措置 

教 育 部 

(教育委員会 

事務局) 

○児童・生徒の

安全保護に関

すること 

 

○所管施設の

応急対策に関

すること 

＜学校＞ 

○警戒宣言・大規模地震関連情報等の内容を周知するとともに、不安動揺の発生

を防止するため適切な指示を行う 

○通常の授業を打ち切り、帰宅時の注意事項にかかる応急処置を実施し、臨時休

校とする（発令中は休校とする） 

○校外活動は即時帰校し、在校時と同様の措置をとる 

○備品などの転倒・落下防止、消火器、施設整備を点検する 

○薬品は保管庫等に保管する 

＜中央図書館等市民利用施設＞ 

○｢市民利用施設の管理｣に準じた措置をとる 

 

 

◆風水害等対策編 ［本編］ P52  

第 2 部災害予防・応急対策 第５章 避難・安全確保 第１７節 避難対策 

１７－６ 防災訓練の実施・指導 

防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等を通じ、積極的かつ継続的に防災訓練等を実施するとと

もに、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく

実施又は行うよう指導し、市民等の風水害発生時の避難行動等の習熟を図る。また、水災に的確に対

処する危機管理方策の習熟を図るため、水害を想定し、実践型の防災訓練を実施するよう努めること

とし、訓練の実施に当たっては、ハザードマップを活用しつつ行う。 

 

 

◆風水害等対策編 ［本編］ P95-30 

第 2 部災害予防・応急対策 第９章 市街地の防災性向上  

第３１節 市街地の浸水防止対策 ３１－２ 下水道施設の整備 

(１) 計画の目的 

集中豪雨等の大雨による浸水被害を最小限に抑えることを目的とし、これに必要な下水道整備等の

対策を計画的に実施する。 

(２) 計画の内容 

ウ 流出抑制対策の推進 

調整池や下水道管のネットワーク化、貯留施設（学校のグランドや公園等の公共施設内で検討）

等の整備を図り、浸水対策を進めるとともに、その一方で、緑地の増加や道路の透水性舗装の整備、

民間開発等の雨水排出抑制の強化、個人レベルの流出抑制策（各戸貯留、浸透ます等）等の流出抑

制対策を検討する。 
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○ 大阪市地域防災計画 <震災対策編>【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011958.html 

○ 大阪市地域防災計画 <風水害等対策編>【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011992.html 

○ 大阪市地域防災計画＜資料編＞【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000042642.html 

○ 「区地域防災計画」の作成を進めています【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html 

○ 「区地域防災計画」の作成を進めています【大阪市ＨＰ】 

  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html 

 

 

 

２．「警備及び防災計画」について 

○大阪市立学校管理規則（抜粋） 

昭和 35 年 5 月 30 日 

(教)規則第 7 号 

大阪市立学校管理規則を次のように制定する。 

大阪市立学校管理規則 

 

(警備及び防災計画) 

第 10 条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に届け出なければならない。 

 

○学校管理規則施行細目（抜粋） 

昭和 35 年 5 月 30 日 

(教育長)達第 1 号 

大阪市立学校管理規則(昭和 35 年大阪市教育委員会規則第 7 号)第 15 条の規定に基づき、大阪市立学

校管理規則施行細目を次のように定め、昭和 35 年 5 月 30 日から実施する。 

大阪市立学校管理規則施行細目 

 

６ 警備及び防災計画について 

警備及び防災の計画には、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。 

(規則第 10 条) 

ア 非常変災に処する避難訓練の実施 

イ 電気配線及び火災報知機の定期検査並びにその他の火気施設の点検 

ウ 施設及び設備の保全のための責任者の確立 

エ 連絡方法 

オ 校舎内外の巡視経路 

 

 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011958.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011992.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000042642.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000215356.html
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３．学校保健安全法（抜粋） 

（昭和三十三年四月十日法律第五十六号）最終改正：平成二〇年六月一八日法律第七三号 

 

第三章 学校安全   

 

（学校安全に関する学校の設置者の責務）  

第二十六条   学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、

事故、加害行為、災害等（以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。）により児

童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（同

条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。）において適切に対処することができるよう、

当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。  

 

（学校安全計画の策定等）  

第二十七条   学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の

安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、

職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければな

らない。  

 

（学校環境の安全の確保）  

第二十八条   校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支

障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は

当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。  

 

（危険等発生時対処要領の作成等）  

第二十九条   学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、

危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領（次

項において「危険等発生時対処要領」という。）を作成するものとする。  

２   校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時にお

いて職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。  

３   学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及

び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係

者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合に

おいては、第十条の規定を準用する。  

 

（地域の関係機関等との連携）  

第三十条   学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携

を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関

係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の

関係者との連携を図るよう努めるものとする。 
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４．過去の事務連絡など 

（１）「非常災害時動員基準ならびに在庁・現場担当について」及び「『指導部・学校園』非常災害時電

話連絡網」の送付について 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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（２）平成２７年４月１ 

６日付、非常変災時等の措置について 
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（２）平成２７年４月１６日付、非常変災時等の措置について 

事 務 連 絡 

平 成 2 7 年 4 月 1 6 日 

 各 校 園 長 様 

 

初 等 教 育 担 当 課 長 

 

非常変災時等の措置について（通知） 

 

標題について、下記の点にご留意いただき、幼児・児童・生徒の身体の安全、文教施設の保全等に万全を

期していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．午前 7 時の時点で「暴風警報」「暴風雪警報」もしくは「特別警報」が発表されているときは、臨時休

業とすること。（高等学校は、各校で定めた時点による） 

 

２．気象情報等の報道に注意し、幼児・児童・生徒の安全を期するとともに、施設・設備の保全に配慮する

こと。 

 

３．暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報以外の警報（大雨警報等）の発表により、校園長の判断で臨時

休業または、校時変更の措置をとった場合は、事由をあげ、速やかに指導部各校種担当宛に電話で報告

すること。 

 

４．地震等により、午前 7 時現在、ＪＲ大阪環状線、及び大阪市営地下鉄（ニュ－トラムを含む）の双方が

全面運休している場合、学校園を休業する。 

 

５．幼児・児童・生徒の身体の安全、文教施設の保全等にかかわっては、平成 26 年 10 月大阪市防災会議発

行の「大阪市地域防災計画」の内容ならびに別紙１～４を参照し、万全を期すこと。 

 

６．被害があった場合は、速やかに別紙「学校園関係被害状況報告書」にとりまとめ、各校種担当までメー

ル（Beeネットポータル）で報告すること。 

  ※ 被害が無い場合は、報告は不要。 

 

７．非常変災等により市内各学校への市民の避難が予想される場合は、区役所からの連絡により避難所を開

設する必要があること、また、夜間・休日においては、区役所が学校に連絡をして円滑に避難所開設を

する必要があることから、避難所に指定されている学校においては、区役所等との連絡体制を確保のう

え、ご協力をお願いする。 

 

８．問い合わせ先 

（１）収容避難所の開設に関すること 

    各区役所 

（２）幼稚園 

    こども青少年局子育て支援部幼稚園運営企画グループ  

電話６２０８－８１６６ 

指導部初等教育担当 幼稚園教育グループ 

    電話６２０８－９１７６ 

（３）小学校 

指導部初等教育担当 小学校教育グループ 

    電話６２０８－９１７７ 

（４）中学校 

    指導部中学校教育担当    電話６２０８－９１８７ 

（５）高等学校 

指導部高等学校教育担当   電話６２０８－９１８９ 

（６）特別支援学校 

指導部インクルーシブ教育推進担当    

電話６２０８－９１９３ 
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別紙１ 

非常変災時の児童・生徒の安全確保のために 

状況 学校がとるべき措置等 

年度当初お

よび近々台

風の接近な

どが予測さ

れる場合 

○ 学校が臨時休校等の措置をとる場合等について保護者や児童・生徒に以

下のことを事前に周知する。 

・ 午前７時の時点で暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報が発表されて

いる場合については、休校とする。 

・ 地震等により、午前７時現在、ＪＲ大阪環状線、及び大阪市営地下鉄（ニ

ュ－トラムを含む）の双方が全面運休している場合、学校を休校とする。 

・ 暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報が発表されていなくても、気象

状況により、校区や通学路の安全等が確保されない場合は、学校長の判

断で臨時休校とする場合がある。 

・ 登校時から下校時までに、暴風警報、暴風雪警報が発表された場合、居

住地域や通学路の安全、保護者の在宅が確認された場合は集団下校等の

方法で下校させるが、確認ができない場合は児童・生徒を学校において

待機させる。 

・ 登校時から下校時までに、特別警報が発表された場合、ただちに災害か

ら命を守る行動をとる。 

・ 暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報が出ていないときでも、登校の

安全が危ぶまれる場合は、保護者の判断で、安全が確保されるまで自宅

にて待機してもらう。 

○ 台風の接近が予測される場合については、保護者に特に気象情報に気を

つけるように注意喚起する。 

※ 特別警報の発表時には、ただちに災害から命を守る行動をとる。 

（特に、浸水の中の避難行動は非常に危険であり、冷静な判断のもと周囲の状況に応

じた対応をすること。） 

午前７時に

暴風警報、暴

風雪警報が

発表されて

いる場合 

○ 休校措置をとる。 

○ 校区の状況を確認する。 

○ 暴風警報、暴風雪警報の発表を知らずに登校してきた児童・生徒の安全

確保に努める。 

○ 登校してきた児童・生徒の自宅周辺や通学路の安全と保護者等の在宅確

認をし、教職員引率のもと下校させる。 

○ 保護者等が在宅していない場合は、事前に把握している緊急連絡先に連

絡し、保護者等に学校まで迎えに来てもらうよう依頼し、直接保護者等

に引き渡すまで学校で待機させる。 

授業時間帯

に暴風警報、

暴風雪警報

の発表や大

地震の発生

があった場

合 

○ 校内にて児童・生徒の安全確保に努める。 

○ 校区の状況や通学路の状況を確認する。 

○ 児童・生徒の自宅周辺や通学路の安全と保護者等の在宅が確認できた児

童・生徒については、教職員引率のもと下校させる。下校開始時刻につ

いては、校長判断とする。 

○ 保護者等が在宅していない場合は、事前に把握している緊急連絡先に連

絡し、保護者等に学校まで迎えに来てもらうよう依頼し、直接保護者等

に引き渡すまで学校で待機させる。 
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別紙２ 

非常変災時の幼児の安全確保のために 

状況 幼稚園がとるべき措置等 

年度当初お

よび近々台

風などの接

近が予測さ

れる場合 

○ 幼稚園が臨時休園等の措置をとる場合等について保護者に以下のことを

事前に周知する。 

・ 午前７時の時点で暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報が発表されて

いる場合については、休園とする。 

・ 地震等により、午前7時現在、ＪＲ大阪環状線、及び大阪市営地下鉄（ニ

ュ－トラムを含む）の双方が全面運休している場合、休園とする。 

・ 暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報が発表されていなくても、気象

状況により、居住地域や通園路の安全等が確保されない場合は、園長の

判断で臨時休園とする場合がある。 

・ 登園時から降園時までに、暴風警報、暴風雪警報が発表された場合、居

住地域や通園路の安全を確認し、保護者等に連絡をとり、幼稚園まで迎

えに来てもらうように依頼する。幼児については、直接保護者等に引き

渡すまで幼稚園で待機させる。 

・ 登園時から降園時までに、特別警報が発表された場合、ただちに災害か

ら命を守る行動をとる。 

・ 暴風警報、暴風雪警報もしくは特別警報が出ていないときでも、登園の

安全が危ぶまれる場合は、保護者等の判断で安全が確保されるまで、自

宅にて待機してもらう。 

○ 台風の接近が予測される場合については、保護者等に特に気象情報に気

をつけるように注意喚起する。 

※ 特別警報の発表時には、ただちに災害から命を守る行動をとる。 

（特に、浸水の中の避難行動は非常に危険であり、冷静な判断のもと周囲の状況に応

じた対応をすること。） 

午前７時に

暴風警報、暴

風雪警報が

発表されて

いる場合 

○ 休園措置をとる。 

○ 幼児の居住地域の状況を確認する。 

○ 暴風警報、暴風雪警報の発表を知らずに保護者と登園してきた幼児につ

いては、安全を確認のうえ、保護者とともに降園させる。 

保育時間帯

に暴風警報、

暴風雪警報

の発表や大

地震の発生

があった場

合 

○ 園内にて幼児の安全確保に努める。 

○ 幼児の居住地域の状況や通園路の状況を確認する。 

○ 保護者等が在宅していない場合は、事前に把握している緊急連絡先に連

絡し、保護者等に幼稚園まで迎えに来てもらうよう依頼し、直接保護者

等に引き渡すまで幼稚園で待機させる。 
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在  　籍  　数  人

死　亡　者　数  人

行方不明者数  人

重　傷　者　数  人

軽　傷　者　数  人

教　職　員　数 教諭等　　　  　人 給食調理員 　 　 人 管理作業員　  人 事務職員　   　人 計　　 　　　人

死　亡　者　数 教諭等　　　  　人 給食調理員 　 　 人 管理作業員　  人 事務職員　   　人 計　　 　　　人

行方不明者数 教諭等　　　  　人 給食調理員 　 　 人 管理作業員　  人 事務職員　   　人 計　　 　　　人

重　傷　者　数 教諭等　　　  　人 給食調理員 　 　 人 管理作業員　  人 事務職員　   　人 計　　 　　　人

軽　傷　者　数 教諭等　　　  　人 給食調理員 　 　 人 管理作業員　  人 事務職員　   　人 計　　 　　　人

出　勤　者　数 教諭等　　　  　人 給食調理員 　 　 人 管理作業員　  人 事務職員　   　人 計　　 　　　人

ガ　　　　　  ス 

水　　　　   道 

下　  水  　道 

電　　　　   気

電　　　　   話 

校　　　   　舎 

体　  育  　館 

プ　　ー　　ル 

給　食　施　設 

屋 上 タ ン ク 

塀 

そ　  の  　他 

開　設　日　時 

避　難　者　数 

教
　
　
職
　
　
員

施
　
設
　
・
　
設
　
備
　
等

 

 

 

 

 

 

 

２次災害（火災等）の発生状況

休校の措置の判断 

学校園関係被害状況報告書（教育委員会報告用）

被　　　害　　　状　　　況　　　等

平成　　年　　月　　日（　　）

午前・午後　　時　　分現在

園
児
・
児
童
・
生
徒
等

区　　　　分 

区   名（　　　　　　　　　区）

校園名（　　　　　　　 学校・園 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難
所

特　記　事　項  
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◆資料３ 安否確認 

 

     

 

 

（文部科学省 学校防災マニュアル《地震・津波災害》作成の手引きより引用） 
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◆資料４ 避難協力など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 学校防災マニュアル《地震・津波災害》作成の手引きより引用） 
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第５章  

災害時の心のケアと応急手当 

１．災害時における心のケア 

（１）事件・事故災害時における心のケアの意義 

事件・事故災害の発生により、子どもたちの心身の健康に大きな影響を与えることがある。事件

や事故、大きな災害に遭遇し、「家や家族・友人などを失う」、「事故を目撃する」、「犯罪に巻き込

まれる」などの強い恐怖や衝撃を受けた場合、不安や不眠などのストレス症状が現れることが多い。

こうした反応は誰にでも起こりうることであり、時間の経過とともに薄らいでいくものであるが、

場合によっては長引き、生活に支障を来すなどして、その後の成長や発達に大きな障害となること

もある。そのため、日ごろから子どもの健康観察を徹底し、情報の共有を図るなどして早期発見に

努め、適切な対応と支援を行うことが必要である。 

心のケアに関しては、学校保健安全法第 29条において「学校においては、事故等により児童生徒

等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の

健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者

に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第 10条の規定を準用する。」と規定

されている。 

 

（２）学校における心のケアの基本的な体制 

① 学校の役割 

学校は、子どもの心のケアを危機管理の一環としてとらえ、危険等発生時対処要領（危機管理マ

ニュアル）の中に位置付け、教職員がそれぞれの役割を果たすことが必要である。平常時から心の

ケアを担当している校内組織が円滑に機能していることが、事件・事故災害発生時の迅速な対応に

つながる。 

② 専門家・専門機関等の協力  

学校においては、平素から、地域にどのような専門家・専門機関等が地域資源としてあるか把握

しておき、受診先及び相談機関として協力が得られるような連携を図っておく。 

③ 保護者との連携 

学校においては、平素から、保護者と連絡調整しながら、専門家、専門機関等の協力を得ること

について理解や協力が得られるような連携を図っておく。 

（学校安全参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（文部科学省）より引用） 

 

≪関係機関連絡先≫ 

・こども相談センター（総合相談窓口）      ０６－４３０１－３１００ 

・大阪市こころの健康センター（こころの救急相談）０６－６９４５－５０００ 

・大阪市総合医療センター            ０６－６９２９－１２２１ 

 

○ 学校安全参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（平成 22年 3月文部科学省） 

  http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm
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２．応急手当 ≪市民防災マニュアルより（大阪市危機管理室）≫ 
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○ 「どうしよう…」こんなときは（大阪市消防局） 

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/category/716-1-9-2-0.html 

43 43 

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/category/716-1-9-2-0.html


第５章 災害時の心のケアと応急手当 

 

42 

 

◆資料５ 避難場所など  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民防災マニュアル_大阪市危機管理室より引用） 

○ 「津波避難施設」の確保を進めています【大阪市ＨＰ】 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000138173.html 

○ 広域避難場所・一時避難場所・災害時避難所・避難路ってなんだろう？【大阪市ＨＰ】 

 http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000012054.html 

 

44 44 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000138173.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000012054.html
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第６章 

 

防災・減災教育のあり方 
≪学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開より引用（文部科学省）≫ 

 

１. 学校安全の構造と学校防災 

学校安全は、「安全教育」「安全管理」「組織活動」の三つの主要な活動から構成され、「生活安全」

「交通安全」「災害安全」の三つの領域からなっている。学校安全の一領域である災害安全は、学校

安全の構造に準じて、次の図のように整理することができる。 

 

（１）防災・減災教育 

防災・減災教育には、防災・減災に関する基礎的・基本的事項を系統的に理解し、思考力、判断力

を高め、働かせることによって防災・減災について適切な意志決定ができるようにすることをねらい

とする側面がある。また、一方で、当面している、あるいは近い将来予測される防災・減災に関する

問題を中心に取り上げ、安全の保持増進に関する実践的な能力や態度、さらには望ましい習慣の形成

を目指して行う側面もある。防災・減災教育は、児童生徒等の発達の段階に応じ、この２つの側面の

相互の関連を図りながら、計画的、継続的に行われるものである。 

このことを、教育課程の領域に即して考えてみると、主として、前者は体育科・保健体育科をはじ

めとして、社会科（地歴・公民）・理科・生活科などの関連した内容のある教科や総合的な学習の時間

などで取り扱い、後者は、特別活動の学級（ホームルーム）活動や学校行事などで取り上げられるこ

とが多い。なお、道徳教育は、生命の尊重をはじめ、きまりの遵守、公徳心、公共心など、安全な生

活を営むために必要な基本的な内容の指導を行うこととされており、安全にとって望ましい道徳的態

度の形成という観点から、防災を含む安全教育の基盤としての意義をもつ。 

学習指導要領では、その総則において、安全に関する指導について規定されており、学校において

は、児童生徒等の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行われるよう、関連す

る教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等における教育内容の有機的な関連を図りながら行う

必要がある。また、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において安全に関する活動の実

践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう、開かれた学校

づくりや家庭や地域社会と連携した防災活動の展開に努め、地域ぐるみの防災・減災教育を推進する

ことも重要である。 
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（２）防災管理 

防災・減災教育を効果的に推進することと併せて、防災管理の徹底を図ることが重要である。学校

における防災管理は、学校長のリーダーシップの下、自然災害の発生を想定し、事故の原因となる学

校環境の危険を速やかに除去したり、災害発生時や事後に適切な応急手当や安全措置がとれる体制を

確立したりするなど、児童生徒等の安全を確保することを目指して行われるものである。平常時から

の児童生徒等一人一人の心身の状態の把握や個に応じた安全に関する指導、想定される被害等を踏ま

えた避難経路の確保並びに施設・設備等の安全点検及び改善措置を行うとともに、危険が予想される

場合に教職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成し、災害発生時や事後の

体制整備等について、研修等により教職員の共通理解の徹底を図ることが大切である。 

（３）災害安全に関する組織活動 

防災・減災教育及び防災管理を円滑に行い、その充実を図るために重要となるのが、災害安全に関

する組織活動である。校内の教職員の防災教育及び防災管理における役割を明らかにするとともに、

平常時及び災害発生時の防災体制の確立を図る必要がある。大きな災害の後には専門家と連動した心

のケアにも配慮しなくてはならない。 

また、すべての教職員の安全に関する意識や知識・技能を向上させるため、学校安全計画に校内研

修等を位置付け、事前、発生時、事後の三段階の危機管理に対応した研修を行うことが必要である。 

さらに、地域への学校の教育活動の理解や地域との情報交換など、日ごろから開かれた学校づくり

に努め、保護者や地域住民、教育委員会や防災担当部局、消防署や自主防災組織など地域の関係機関・

団体等との密接な連携を図り、計画的な防災教育や防災管理の充実に努めることが重要である。 

 

２．防災・減災教育のねらい 

防災・減災教育は様々な危険から児童生徒等の安全を確保するために行われる安全教育の一部をな

すものである。したがって、防災教育のねらいは、「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（文科

省、2010）に示した安全教育の目標に準じて、次のような３つにまとめられる。 

ア 自然災害等の現状、原因及び減災等について理解を深め、現在及び将来に直面する災害に対 

して、的確な思考・判断に基づく適切な意志決定や行動選択ができるようにする。 

イ 地震、台風の発生等に伴う危険を理解・予測し、自らの安全を確保するための行動ができる 

ようにするとともに、日常的な備えができるようにする。 

ウ 自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社 

会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。 

東日本大震災では、学校管理下において、教職員の適切な誘導や日常の避難訓練等の成果によって、

児童生徒等が迅速に避難できた学校があった一方、避難の判断が遅れ、多数の犠牲者が出た学校や、

下校途中や在宅中に被害に遭った児童生徒等がいた。自然災害では、想定した被害を超える災害が起

こる可能性が常にあり、自ら危険を予測し回避するために、習得した知識に基づいて的確に判断し、

迅速な行動をとることができる力を身につけることが必要である。そのためには、日常生活において

も状況を判断し、最善を尽くそうとする「主体的に行動する態度」を身に付けさせることが極めて重

要である。その際には、人間には自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてし

まう心理的特性（正常化の偏見（バイアス））があることにも注意が必要である。 

また、自然災害が多い我が国においては、災害後の生活、復旧、復興を支えるための支援者となる

視点も必要である。ボランティア活動は、他人を思いやる心、互いを認め合い共に生きていく態度、
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自他の生命や人権を尊重する精神などに支えられている。より良い社会づくりに主体的かつ積極的に

参加・参画していく手段としても期待されており、このことは、学校における安全教育の目標の一つ

である、進んで安全で安心な社会づくりに貢献できるような資質や能力を養うことにつながるのであ

る。 

これらの防災・減災教育として必要な知識や能力等を児童生徒等に身に付けさせるためには、その

発達の段階に応じた系統的な指導が必要である。現在も各学校においては防災・減災教育が実践され

ているが、年数回の避難訓練時の全体指導であったり、その前後の学級活動等で行われたりすること

が多い。防災・減災教育は、各教科等のように発達の段階に応じた目標や内容が示されておらず、各

学校においては指導の体系化が求められていた。 

そこで、本参考資料では、幼稚園児から高校生まで、児童生徒等の発達の段階に合わせた防災・減

災教育の目標を設定するとともに、指導する内容の整理を行った。（校種ごとの年間計画例、授業展開

例は第５章を参照） 

次ページの「発達の段階に応じた防災教育」は、前述した防災教育のねらいに迫るため、各校種ご

との目標とねらいの項目ごとの目標を示している。校種間の‘つながり’や‘学習の発展性’を考慮

し、児童生徒等の発達の段階に応じ身につけさせたい知識や能力の基本となる考え方である。 

この体系は、第５章の各校種ごとの防災教育年間計画（例）とリンクしており、各教科等の学習を 

通して防災・減災教育の目標に迫る授業展開例も掲載している。 
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３．防災・減災教育推進上の留意点 

防災・減災教育には災害の直接の原因となる自然について知ることが必要であるが、自然は人間に

対して多くの恩恵を与えていることも忘れてはならない。例えば、豊富な水量が稲作農業等に欠かせ

なかったり、火山活動や地殻変動が優れた景観や温泉などをつくり地域の活性化に結びついたりもし

ている。また降雪はスキーなどのレジャーやスポーツにも関係している。自然と人間との関わりは、

体験型学習や問題解決型学習と連動した教科学習や総合的な学習の時間、修学旅行などの学校行事、

その他の特別活動など、様々な教育活動を通して学ぶことができる。実際、地域の自然に根ざした実

践的な教育活動が各地で展開されている。このような機会を利用して、自然は人間にとっていつも都

合よくできているわけではなく、自然には恩恵と災害の二面性があることを児童生徒等が意識するよ

うになることを期待したい。 

自然災害についての教育は自然と人間との関係を考える点で環境教育とも大いに関連している。ま

た、自然災害による被害は発展途上国で大きくなりやすく、国際理解教育等とも関連して取り扱うこ

とも考えられる。例えば、治水・利水等については、日本だけでなく、稲作農業を中心とする東アジ

ア全体の課題でもある。また、地震、津波や火山活動によって生じる災害は環太平洋の国々にとって

も共通の関心事である。日本は戦後、膨大なエネルギーと費用をかけ、治水事業に取り組んできた。

その成果として洪水による被害は激減することになった。しかし、逆に、これが、大人も含めて水害

の危険性を有する河川に対する認識の弱さにつながる可能性もある。自然災害や防災を考えるために

は、自然科学の知識を社会的文脈や日常生活との関連から考えた教育の展開も望まれる。 

また、道徳教育とも関連して、中等教育段階で自然に対する「美しさ」、「感動」さらには「畏れ」

を知ることは、人間の環境へのはたらきかけとともに、自分の生き方を考えるきっかけになるとも言

える。 

 

４．教科等における指導の機会 

幼稚園教育要領並びに特別支援学校幼稚部教育要領においては、領域「健康」のねらいを「健康、

安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。」としている。 

また、内容として「危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を付

けて行動する。」と示しており、留意事項として「各領域に示すねらいは、幼稚園（幼稚部）におけ

る生活の全体を通じ、幼児が様々な体験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向か

うものであること、内容は、幼児が環境にかかわって展開する具体的な活動を通して総合的に指導さ

れるものであることに留意しなければならない。」としている。 

さらに、小学校、中学校、高等学校並びに特別支援学校（小学部・中学部及び高等部）学習指導要

領の総則において、「学校における体育・健康に関する指導は、児童（生徒）の発達の段階を考慮し

て、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、学校における食育の推進並びに体力

の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科

（保健体育科）の時間はもとより、家庭科（技術・家庭科）、特別活動、自立活動などにおいてそれ

ぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社

会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通

じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。」として

いる。 

これらのことから、学校における安全教育の一環として行う防災教育は、関連する教科等の内容の
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重点の置き方を工夫したり、有機的関連を図ったりするなどして、幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校の教育活動全体を通じて適切に行うよう努める必要がある。 

防災・減災教育の推進にあたっては、災害発生時には自分の命を守るためにどう行動すればよいの

か、災害発生後自分たちに何ができるのかなど、発達の段階に応じて正しく判断し行動できる児童生

徒等を育てていくという視点で目標を掲げ、実践に取り組んでいく必要がある。さらに家庭・地域の

人たちとの連携を密にし、家族、地域の人たちと関わり合いながら活動していくことにより、地域の

防災力を高めることも可能である。また、教育活動の様々な場面で行われている縦割り活動を防災学

習に生かし、小学校であれば高学年が学んだことを下級生に教えるなど共に学ぶ活動を行うことで、

生命の大切さ、思いやりの心を持った児童生徒等を育てることができる。 

なお、児童生徒等に防災に関する知識・理解を深めさせ、行事や避難訓練、防災管理等の計画の見

直しを行うにあたっては、教職員の防災意識・知識の向上を図る取組や、地域に向けた情報発信、家

庭・地域の防災組織と連携した活動を積極的に取り入れていくことが重要であり、その実践が災害に

強い学校・地域づくりに進展していくことになる。 

 

５．家庭、地域社会と連携した指導の機会 

学校における防災・減災教育は、家庭や地域社会の関係機関・団体の理解や協力を得ながら、各教

科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等において、計画的・組織的に進めることが必要である。

しかしながら、生涯にわたり災害に適切に対応できる能力を育て、生きる力を育むためには、家庭や

地域における実践的な教育が重要である。 

そこで、学校で指導していることを家庭や地域に知らせるなど、学校における防災教育との密接な

関連を図りながら、家庭や地域で実践的な教育の機会を設定し、家庭や地域の一員としての自覚を育

てながら、災害に適切に対応する能力を育成する必要がある。 

例えば、家庭における家族会議、緊急地震速報放送時の訓練、災害時伝言ダイヤルの利用体験、防

災センタ一等における体験学習の実施、地域の消防署や公民館等による防災に関する講座や体験学習、

地域と学校の合同防災避難訓練の実施等などが考えられる。さらに、児童生徒等が地域の一員として

役割を持ち、地域の防災訓練に積極的に参加できる体制を整えることも重要である。このような地域

社会や家庭における多様で主体的な活動が、地域社会や家庭の教育力を向上させるとともに、将来地

域を担うべき児童生徒等の災害に適切に対応する能力の向上及び防災への自立を促すものと考えら

れる。 
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◆資料６ 引き渡しと待機 

（文部科学省 学校防災マニュアル《地震・津波災害》作成の手引きより引用） 

 

 

 

 

 



第６章 防災・減災教育のあり方 

52 

 

 



第７章 防災・減災教育モデルカリキュラム 

53 

 

 
 

 

阪神淡路大震災や東日本大震災以降、地域や学校において防災・減災に対する意識が高まってきており、避

難訓練等の防災・減災教育に対する取組も広がりを見せています。大阪市では、平成２６年１０月に大阪市地

域防災計画の修正が行われるとともに、平成２７年２月に大阪市防災・減災条例が施行され、学校現場におい

てもますます防災・減災教育が重要視されています。 

また、平成２７年４月に実施しました第１回総合教育会議において分権型教育行政を活用した取組みとして

防災・減災教育を推進することが決まり、平成２７年度の防災教育に関する局運営方針の業績目標を「地域の

実情をふまえて区と連携し、各校の『防災・減災教育カリキュラム』作成に取り組んだ小・中学校の割合 100％」

としました。 

学校現場においては、これまで取り組んできた防災・減災教育を引き続き行うとともに、防災・減災に関す

る学習内容・活動内容（国語や算数・数学などの教科や道徳も含む）を児童・生徒の発達段階や学習目標に応

じて系統的・横断的に展開できるような取組を進めます。また、分権型教育行政の強みを生かし、区との連携

を図ることで地域の実情をふまえた充実した防災・減災への取組ができるものと考えます。 

こうした経緯を経て、この度、防災・減災教育の実践を計画的・継続的に展開するため、各教科や領域の枠

を超え、これらを横断的・総合的に接続した「防災・減災教育モデルカリキュラム」を策定しました。この「防

災・減災教育モデルカリキュラム」をもとに、各学校は区の状況に応じて創意工夫した「防災・減災教育カリ

キュラム」を作成し、幼児・児童・生徒の発達段階に応じた防災・減災教育の充実を図っていきます。 

  

※「発達段階に応じた目標」は、幼稚園から中学３年生までにおさえるべき目標をまとめたものです。 

※「学年別防災・減災教育モデルカリキュラム」では、各教科、領域から防災・減災に関連する単元や教材を

学年ごとにピックアップしました。また、それらの授業の中で中心的に、また追加的に扱う内容についてま

とめました。内容の覧には、小学校については、大阪市が平成２７年度より使用している教科書・資料、中

学校については平成２８年度より使用する教科書・資料のページ数を記入しております。使用教科書につい

ては以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災・減災教育モデルカリキュラム 

【小学校】 

・国語…東京書籍  ・社会…教育出版  ・算数…東京書籍  ・理科…啓林館 

・生活…東京書籍  ・保健…学研    ・図画工作…日本文教出版 

・道徳…わたしたちの道徳(文部科学省) 

【中学校】 

・国語…三省堂    ・書写…教育出版    ・社会（地理的分野）…帝国書院 

・社会（歴史的分野、公民的分野）…育鵬社   ・数学…東京書籍 

・理科…啓林館    ・音楽（一般、器楽）…教育芸術社 ・美術…日本文教出版 

・保健体育…東京書籍 ・技術家庭（技術）…東京書籍   ・技術家庭（家庭）…開隆堂 

・英語…東京書籍   ・道徳…私たちの道徳（文部科学省） 
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  知識、思考・判断 危険予測・主体的な行動 社会貢献、支援者の基盤 

地 

域 

に 

生 

き 

る 

幼 

・日常の園生活において、危険な

場所や遊び方を知り、安全な行

動の仕方がわかる。（自助） 

・ 災害発生時の行動の仕方がわか

る。（自助） 

・指示に従い、安全に行動できるよ

うにする。（自助） 

・素早く安全に行動する。（自助） 

・先生や友達と協力して活動に取

り組む。（共助） 

小

１ 

・ 

２

年 

・友達や身近な人たちへの関心を

高め、仲良く行動できるように

する。（共助） 

・学校や校区にある安全な施設に

ついて知る。（自助） 

・指示に従い、安全に行動できるよ

うにする。（自助） 

・素早く安全に行動する。（自助） 

・集団の一員であることを自覚し、

自分の仕事に責任をもって取り

組む。（共助） 

地 

域 

を 

知 

る 

小

３ 

・ 

４

年 

・自然災害について知り、自ら安

全な行動をとるための判断に生

かす。（自助、共助） 

・命の大切さについて考え、状況

に応じて自らの身を守ることが

できる。（自助） 

・自然災害によって起こりうる危険

を認識し、自ら安全な行動をとる

ことができる。（自助） 

 

・災害発生時や発生後に、地域の

一員として他の人の安全に役立

つ。（共助） 

地 

域 

と 

と 

も 

に 

小

５ 

・ 

６

年 

・地域で起こりやすい災害や過去

の災害について理解し、安全な

行動をとるための判断力を養

う。（自助、共助） 

・被害を軽減したり、災害後に役

立つものについて理解したりす

る。（共助） 

・自然災害によって起こりうる危険

を認識し、自らの安全を確保する

ことができる。（自助） 

・自他の生命を尊重し、災害発生

時や発生後に、他の人や集団、

地域の安全に役立つことができ

る。（共助） 

中

１

年 

・自然災害の歴史や仕組みについ

て理解し、地域の防災について

考える。また、自らの身を守る

判断力を養うとともに、社会貢

献の大切さについて理解する。

（自助、共助） 

・自然災害によって起こりうる危険

を予測するとともに、災害発生時

には身近な人々の安全にも気配り

ができるようにする。（自助、共助） 

・自然災害に備え、地域の一員と

して課題を解決しようとする自

主的・実践的態度を身に付ける。

（自助、共助） 

地 

域 

の 

た 

め 

に 

中

２

年 

・ 

中

３

年 

・地震・津波に関するメカニズム

などの災害や地域の特性につい

て理解を深める。また、災害へ

の日常の備えや的確な避難行

動、社会貢献の大切さについて

理解を深める。（自助、共助） 

・自他の安全に対し、責任ある行動

をとるとともに、災害発生時には

他者と協力して、災害弱者を助け

たり、適切な応急処置を行ったり

することができる。（自助、共助） 

・自他の生命を尊び、他者の生き

方を尊重する態度を身につけ

る。（自助、共助） 

・安全な社会づくりのために貢献

しようとする態度を身に付け

る。（自助、共助） 

防災・減災教育モデルカリキュラム 

発達段階に応じた目標 
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歳児別・学年別 防災・減災教育モデルカリキュラム 

  
 

 

【幼】 

ア．知識・思考・判断 

・日常の園生活において、危険な場所や遊び方を知り、安全な行動の仕方がわかる。（自助） 

・災害発生時の行動の仕方がわかる。（自助） 

 

イ．危険予測・主体的な行動 

・指示に従い、安全に行動できるようにする。（自助） 

・素早く安全に行動する。（自助） 

 

ウ．社会貢献、支援者の基礎 

・先生や友達と協力して活動に取り組む。（共助） 

  

歳児別 内     容 目 標 

 

３歳 

・ 遊具の安全な使い方を知らせ、何が危険なことかわかるようにする。 

・ 安全な園生活を過ごすために、必要な約束やきまりを知らせる。（実践事例１…P97） 

・ 避難訓練を行い、指導者の指示を聞き怖がらずに行動させる。（実践事例２・３・４…P98～104）・幼小連携 

・ 教職員と共に避難する。 

ア 

ア 

イ 

ウ 

 

 

４歳 

・ 園外に出るときの安全やマナーについての約束を知らせ、安全に気をつけて活動できるようにする。 

（実践事例１…P97） 

・ 避難訓練を通して、災害発生時の危険状況を知り、指示に従って速やかに避難できるようにする。 

（実践事例２・３・４…P98～104）・幼小連携 

・ 集団行動の仕方や約束を知り、周囲の様子に関心をもって、行動しようとする。 

・ 年下の幼児やお年寄りを思いやる気持ちをもつ。 

ア 

 

イ 

 

ウ 

ウ 

 

 

 

５歳 

・ 危険な場所や遊び方、災害時などの行動の仕方を再確認させ、安全な場で身を守る姿勢や行動を素早くとれるよ

うにする。（実践事例１…P97） 

・ 身の回りの安全や季節の変化に関心をもち、けがをしないように気をつけて行動するようにする。 

・ 地震や津波の避難訓練を実施し、災害発生時の危険状況を理解し、生命を守ることの大切さを知らせる。                                 

（実践事例２・３・４…P98～104）・幼小連携 

・ 集団行動の仕方や友達とルールや手順に沿って動くことを理解し、協力して活動する。＜展開例  幼…P66＞ 

・ 年下の幼児やお年寄りを思いやる気持ちをもつ。 

ア 

 

ア 

イ 

 

ウ 

ウ 

 

 

 

 

 

歳児別防災・減災モデルカリキュラム 

（幼稚園） 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=32
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=33
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=32
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=33
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=32
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=33
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-103920.pdf#page=1
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【 小１．２ 】 

ア． 知識、思考、判断 

・友達や身近な人への関心を高め、仲良く行動できるようにする。（共助） 

  ・学校や校区にある安全な施設について知る。（自助） 

イ． 危険予測・主体的な行動 

・指示に従い、安全に行動できるようにする。（自助） ・素早く安全に行動する。（自助） 

ウ． 社会貢献、支援者の基礎 

・集団の一員であることを自覚し、自分の仕事に責任をもって取り組む。（共助） 

 単 元・主 題 等 内           容 目 標 

 

国語 

・どうやってみをまもるのかな 

・おおきなかぶ 

・「おもちゃ教室」をひらこう 

・自分はどのように身を守るのか考える。（1上Ｐ56～Ｐ63）＜展開例１…P67＞ 

・力を合わせることの大切さを知る。（1上Ｐ70～80）＜展開例２…P68＞ 

・自分の仕事に責任をもち、一年生に分かるように教える。（2下Ｐ120～127） 

ア 

ア 

ウ 

 

算数 

・かたちあそび 

 

・長方形と正方形 

・身のまわりにある物の形(安全に関わる標識)について知る。 

（1下 12～Ｐ15→生活Ｐ4,Ｐ5,Ｐ21） 

・みのまわりから四角形を見つけよう。…身のまわりにある物の形（安全に関わる

標識）をさがす。（2上Ｐ102～109→生活Ｐ8） ＜展開例３…P69＞ 

ア 

 

ア 

 

 

 

 

生活 

・がっこうだいすき 

 

・ふゆをたのしもう 

・はるのくらし 

・どきどきわくわくまちたんけん 

 

（参考：もっとまちを知りたいね） 

・みんなでつかうまちのしせつ 

・べんりてちょう 

・みんなでつうがくろをあるこう（上Ｐ18～Ｐ22） 

地域の安全を守っている人や施設を知る。＜展開例４…P70＞ 

・ふゆのこうえんにいこう（上Ｐ94～Ｐ95）安全に関わる施設 

・まちのあんぜん（下Ｐ8） 

・まちたんけん（下Ｐ21～Ｐ32） 

地域の安全を守っている人や施設を知る。＜展開例５…P71＞ 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ86～87 参照 

・まちのくふう（下Ｐ68） 

・あんぜんに気をつけよう（下Ｐ104～Ｐ105） 

ア 

 

ア 

ア 

ア 

 

 

ア 

ア 

 

道徳 

・自分でやることはしっかりと 

・あたたかい心で親切に 

・いのちを大切に 

・やくそくやきまりをまもって 

・自分がやらなければならない勉強や仕事は、しっかりと行う。Ｐ21～31 

・幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し、親切にする。Ｐ66～31 

・生きることを喜び、生命を大切にする心をもつ。Ｐ90～99 

・約束やきまりを守り、みんなが使うを物を大切にする。Ｐ118～127 

ウ 

ア 

ア、ウ 

イ 

 

 

 

特別 

活動 

・区と連携した取組 

・避難訓練 

 

・集団下校訓練 

・大阪 880万人訓練 

・津波からにげる 

 

・火事になったら 

・地震が起こったらどうするの 

 

（一次避難）・実践事例５…P105・実践事例１３…P125 

（二次避難）・実践事例６…P107・実践事例１１…P121・実践事例１２…P123 

・幼小連携  ・小中連携・異学年交流学習 

 

・資料Ｐ２～Ｐ７（大阪管区気象台） 

ＤＶＤ視聴、ワークシート１・２年用 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ100 参照 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ101～Ｐ102 参照 

イ 

イ 

イ 

イ 

イ 

ア、 イ 

 

ア、イ 

ア、イ 

学年別モデルカリキュラム 

（小学校） 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=3
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=4
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=5
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=6
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=38
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-104005.pdf#page=2
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=52
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=53
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【 小３．４ 】 

ア． 知識、思考、判断 

・自然災害について知り、自ら安全な行動をとるための判断に生かす。（自助、共助） 

  ・命の大切さについて考え、状況に応じて自らの身を守ることができる。（自助） 

イ． 危険予測・主体的な行動 

・自然災害によって起こりうる危険を認識し、自ら安全な行動をとることができる。（自助） 

ウ． 社会貢献、支援者の基礎 

・災害発生時や発生後に、地域の一員として他の人の安全に役立つ。（共助） 

 

 単 元・主 題 等 内           容 目 標 

 

国語 

・いろいろなつたえ方を知ろう 

・ヤドカリとイソギンチャク 

・身の回りからいろいろなつたえ方をさがす。(3下Ｐ122～123) 

・助け合う生き物について知るとともに、自分自身についても考える。 

(4上Ｐ34～Ｐ41)  ＜展開例６…P72＞ 

ア 

ウ 

 

算数 

・長いものの長さのはかり方 

 

・小数 

・災害時の標識をもとに歩いた歩数やかかった時間を調べる。＜展開例７…P73＞ 

・長さを実測して津波の大きさを体感する。(3上Ｐ35) ＜展開例８…P74＞ 

・海抜を示した標識を見て、小数について知る。（3下Ｐ2）＜展開例９…P75＞ 

ア、 イ 

ア 

ア 

 

理科 

・風やゴムのはたらき 

 

・みんなで使う理科室 

・風には物を動かす力があり、風の強さによって動かす力も変わることを知り、台

風による影響を考える。(3Ｐ42～Ｐ55)＜展開例１０…P76＞ 

・安全に実験するための約束や器具の使い方を知り、安全意識を高める。 

(4Ｐ102～Ｐ107)  ＜展開例１１…P77＞ 

ア 

 

ア、イ 

 

 

社会 

・わたしたちの大好きなまち 

・安全なくらしとまちづくり 

（参考：安全なくらしとまちづくり） 

（参考：オリジナル防災マップをつくろう） 

・健康なくらしとまちづくり 

・わたしの住むまちはどんなまち（上Ｐ6～Ｐ25）＜展開例１２…P78＞ 

・災害からまちを守るために（下Ｐ20～Ｐ39）＜展開例１３…P79＞ 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ82～Ｐ83 参照 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ94～Ｐ95 参照 

・原子力発電所の事故（下Ｐ81） 

ア、イ 

ア、イ、ウ 

ア、イ 

ア、イ 

ア 

保健 ・育ちゆく体とわたし ・楽しく運動を続けよう（Ｐ31） ウ 

 

 

道徳 

・正しいことは勇気をもって 

・相手を思いやり親切に 

・命あるものを大切に 

・社会のきまりを守って 

・働くことの大切さを知って 

・正しいと判断したことは、勇気をもって行う。Ｐ30～Ｐ37 

・相手のことを思いやり、進んで親切にする。Ｐ62～Ｐ69 

・生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切にする。Ｐ90～Ｐ99 

・約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。Ｐ118～Ｐ127 

・働くことの大切さを知り、進んでみんなのために働く。Ｐ130～Ｐ135 

ウ 

ウ 

ア、ウ 

ウ 

ウ 

 

 

 

特別 

活動 

・区と連携した取組 

・避難訓練 

 

・集団下校訓練 

・大阪 880万人訓練・社会見学 

・津波からにげる 

・休み時間に大地震がおきたら 

・どうする？大雨だ、強風だ、かみなりだ 

 

（一次避難）・実践事例５…P105・実践事例７…P109・実践事例９…P113・実践事例１３…P125 

（二次避難）・実践事例６…P107・実践事例１１…P121・実践事例１２…P123・幼小連携 

・小中連携・異学年交流学習 

・消防署、阿倍野防災センター、津波・高潮センター など 

・資料Ｐ２～Ｐ７（大阪管区気象台） ＤＶＤ視聴、ワークシート３～６年用 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ103～Ｐ104 参照 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ105～Ｐ107 参照 

イ 

イ 

イ 

イ 

ア、イ 

ア、イ 

ア、イ 

ア、イ 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=34
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=46
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-104005.pdf#page=2
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=55
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=57
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【 小５ 】 

ア． 知識、思考、判断 

・地域で起こりやすい災害や過去の災害について理解し、安全な行動をとるための判断力を養う。 

（自助、共助） 

  ・被害を軽減したり、災害後に役立つものについて理解したりする。（共助） 

イ． 危険予測・主体的な行動 

・自然災害によって起こりうる危険を認識し、自らの安全を確保することができる。（自助） 

ウ． 社会貢献、支援者の基礎 

・自他の生命を尊重し、災害発生時や発生後に、他の人や集団、地域の安全に役立つことができる。（共助） 

 単 元・主 題 等 内           容 目 標 

国語 ・資料を生かして考えたことを書

こう 

・震災に関わる資料から読み取り、その情報を活用して文章を書く。（Ｐ98） 

＜展開例１４…P80＞ 

ア 

算数 ・比べ方を考えよう(2) 

[百分率とグラフ] 

・今いちばん大切にしたいものについて調査し、グラフに表す。（下Ｐ68～Ｐ69） 

                            ＜展開例１５…P81＞ 

ア、ウ 

 

 

 

社会 

・わたしたちのくらしと国土 

・食料生産を支える人々 

・くらしを支える情報 

 

・国土の自然とともに生きる 

 

（参考：わたしたちの地域の自然災害） 

・水害とのたたかいを乗りこえて（上Ｐ48～Ｐ49） 

・震災から復興に取り組む、宮古市の水産業（上Ｐ104～Ｐ105） 

・被災地を助けた新聞・ラジオ（下Ｐ9） 

・防災に生かす情報ネットワーク（下Ｐ21） 

・おし寄せる津波（下Ｐ29） 

・自然災害とともに生きる（下Ｐ40～Ｐ47）＜展開例１６…P82＞ 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ96～Ｐ97 参照 

ア、 ウ 

ア、ウ 

ア、ウ 

ア、イ 

ア 

ア、イ、ウ 

ア、イ、ウ 

 

理科 

・台風と気象情報 

・流れる水のはたらき 

（参考：洪水の危険について知ろう） 

・気象災害からくらしを守る（Ｐ61）・冬に注意が必要な注意報や警報（Ｐ94） 

・川の流れと災害（Ｐ112～Ｐ113）・わたしたちのくらしを守る（Ｐ115～119） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ84～Ｐ85 参照 

ア、イ 

ア、イ 

ア、イ 

 

保健 

・健康って、どんなこと？ 

・けがの防止 

（参考：けがを防いで簡単な手当てができるように） 

・東日本大震災でのボランティア活動 

・自然災害に備えて（Ｐ24～Ｐ25） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ88～Ｐ90 参照 

ウ 

イ、 ウ 

イ、ウ 

 

 

道徳 

 

・相手の立場に立って親切に 

・支えあいや助け合いに感謝して 

・自他の生命を尊重して 

・自分の役割を自覚して 

・公共のために役立つことを 

・だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にする。Ｐ60～Ｐ69 

・日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに感謝し、それにこたえる。Ｐ88～Ｐ95 

・生命がかけがいのないものであることを知り、自他の生命を尊重する。Ｐ98～Ｐ107 

・身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす。Ｐ140～Ｐ149 

・働くことの意義を理解し、社会に奉仕する喜びを知って公共のために役に立つことをする。Ｐ152～Ｐ155 

ウ 

ウ 

ア、イ、ウ 

ウ 

ウ 

 

 

特別 

活動 

 

・区と連携した取組 

・避難訓練 

 

・社会見学・集団下校訓練 

・大阪 880万人訓練 

・地震・津波から命を守るために 

・いざという時の備えは 

 

（一次避難）・実践事例８…P111・実践事例９…P113・実践事例１０…P118・実践事例１３…P125 

（二次避難）・実践事例６…P107・実践事例１１…P121・実践事例１２…P123・幼小連携 

・阿倍野防災センター、津波・高潮センター など・小中連携・異学年交流学習 

 

・資料Ｐ１７～１９（大阪管区気象台） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ108～Ｐ109 参照 

イ 

イ 

イ 

ア、イ 

ア、イ 

ア、イ 

ア、イ 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=48
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=36
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=40
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-104005.pdf#page=17
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=60
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【 小６ 】 

ア． 知識、思考、判断 

・地域で起こりやすい災害や過去の災害について理解し、安全な行動をとるための判断力を養う。 

（自助、共助） 

  ・被害を軽減したり、災害後に役立つものについて理解したりする。（共助） 

イ． 危険予測・主体的な行動 

・自然災害によって起こりうる危険を認識し、自らの安全を確保することができる。（自助） 

ウ． 社会貢献、支援者の基礎 

・自他の生命を尊重し、災害発生時や発生後に、他の人や集団、地域の安全に役立つことができる。 

（共助） 

 

 単 元・主 題 等 内           容 目 標 

国語 ・町の未来をえがこう ・町の幸福論-コミュニティーデザインを考える(Ｐ129～145）＜展開例１７…P83＞ ウ 

算数 ・算数の目で見てみよう ・震災の経験を生かそう（Ｐ120～Ｐ121）＜展開例１８…P84＞ ア、ウ 

 

 

社会 

・新しい時代の幕あけ 

・暮らしの中の政治 

 

・世界の中の日本 

・関東大震災からの復興と後藤新平（上Ｐ116 ） 

・わたしたちの暮らしを支える政治（下Ｐ10 ）＜展開例１９…P85＞ 

・災害からわたしたちを守る政治（下Ｐ18～25） 

・ユニセフと日本（下Ｐ67） 

・国境をこえてともに助け合う東日本大震災（下Ｐ75） 

ウ 

ウ 

ア、イ、ウ 

ウ 

ウ 

 

理科 

・大地のつくりと変化 

 

（参考：わたしたちのくらしと火山） 

・地域資料集 

・大地の変化（Ｐ130～Ｐ136） 

・地震や火山活動からくらしを守る（Ｐ140～Ｐ143） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ98～Ｐ99 参照 

・わたしたちの地域と自然（Ｐ192）・「津波てんでんこ」に学ぶ（Ｐ197） 

ア、イ 

ア、 イ、ウ 

ア、イ 

ア、イ 

図工 ・ドリームプラン ・ねがいをこめて学校やまちづくりを計画する。（下Ｐ44～45）＜展開例２０…P86＞ ウ 

保健 ・病気の予防 ・医薬品の正しい使い方（Ｐ49） 

・地域のさまざまな保健活動（Ｐ50） 

ア 

イ、ウ 

 

 

道徳 

・相手の立場に立って親切に 

・支えあいや助け合いに感謝して 

・自他の生命を尊重して 

・自分の役割を自覚して 

・公共のために役立つことを 

・わたしにできること 

・だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にする。Ｐ60～Ｐ69 

・日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに感謝し、それにこたえる。Ｐ88～Ｐ95 

・生命がかけがいのないものであることを知り、自他の生命を尊重する。Ｐ98～Ｐ107 

・身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす。Ｐ140～Ｐ149 

・働くことの意義を理解し、社会に奉仕する喜びを知って公共のために役に立つことをする。Ｐ152～Ｐ155 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ91～Ｐ93 参照 

ウ 

ウ 

ウ 

ウ 

ウ 

ウ 

 

 

特別 

活動 

・区と連携した取組 

・避難訓練 

 

・社会見学 

・集団下校訓練 

・大阪 880万人訓練 

・町の中でぐらっときたら 

 

（一次避難）・実践事例８…P111・実践事例９…P113・実践事例１０…P118・実践事例１３…P125 

（二次避難）・実践事例６…P107・実践事例１１…P121・実践事例１２…P123・幼小連携 

・阿倍野防災センター、津波・高潮センター など 

・小中連携・異学年交流学習 

 

→「生きる力」を育む防災教育の展開Ｐ110～Ｐ112 参照 

イ 

イ 

イ 

イ 

イ 

ア、 イ 

イ 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=50
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=43
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_07.pdf#page=62
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【 中１ 】 

ア．知識、思考・判断 

・自然災害の歴史や仕組みについて理解し、地域の防災について考える。また、自らの身を守る判断 

力を養うとともに、社会貢献の大切さについて理解する。（自助、共助） 

イ．危険予測・主体的な行動 

・自然災害で起こりうる危険を予測するとともに、災害発生時には身近な人々の安全にも気配りが 

できるようにする。（自助、共助） 

ウ．社会貢献、支援者の基礎 

・自然災害に備え、地域の一員として課題を解決しようとする自主的・実践的態度を身に付ける。 

（自助、共助） 

 単 元 ・ 主 題 等 内           容 目 標 

国語 【書写】学習を生かして書く―配列― ・防災訓練のお礼の手紙を書く。（p.32～p.33） イ 

社会 

【地理的分野】 

・NEWS日本の中で進む国際化 

・世界各地の人々の生活と環境 

・世界の諸地域 

・世界のさまざまな地域の調査 

【歴史的分野】 

・飛鳥文化・白鳳文化と遣唐使 

・戦国大名の富国策 ― 信玄堤 

・震災での外国人ボランティアについて調べる。（巻頭 p.3） 

・地形や気候から災害が多い地域について考える。（p.14～p.32） 

・世界の様々な地域を学習することにより、世界各地の防災対策

について理解する。（p.33～p.109） 

・防災の観点からテーマを設定して調査する。（p.110～p.118） 

 

・法隆寺五重塔の耐震性について調べる。（p.44～p.45） 

・武田信玄の治水事業について調べる。（p.90）＜展開例 21…P87＞ 

ア 

ア 

ア 

 

ア、イ 

 

ア 

ア 

数学 

・１次方程式の利用 

 

・比例と反比例の利用 

・速さ、時間、道のりの問題により、津波からの避難を考える。 

（p.93～p.103） 

・比例と反比例を活用し地震のゆれを予測する。（p.134～p.139） 

＜展開例 22…P88＞ 

ア 

理科 

・大地がゆれる 

 

・大地が火をふく 

 

・大地は語る 

・地域・環境資料集 サイエンストラベラー 

・地震や津波のメカニズムやそれに関係する自然環境について理

解する。（p.60～p.71） 

・噴火をはじめとする火山活動や火成岩のつくりについて理解す

る。（p.72～p.83） 

・地層や地形から大地の変動について理解する。（p.84～p.110） 

・自然災害による環境の変化について学ぶ（p.238～p.249） 

ア 

美術 ・私の気持ちをカードに込めて 
・身近な人にメッセージを伝えるデザインに関心を持つ。 

（p.42～p.43） 
イ 

保体 

・スポーツの力 室伏広治さんと石巻の中学生 

・健康や安全を支える人  

「震災に強い子どもを育てる」 

「最前線で命を救う」 

・着衣泳 

・震災をとおしてスポーツついて考える。 

（見返し口絵 p.1～p.6） 

・震災をとおして健康や救急救命について考える。 

（見返し口絵 p.5～p.6） 

・災害時に身を守るための着衣泳を身に付ける。 

→「水泳指導の手引き」（大阪市教育委員会）p.44～p.47 参照 

ア 

技家 

【技術分野】 

・製作品を丈夫にする方法を知ろう 

【家庭分野】 

・私たちの家庭生活と地域 

・幼児の心身の発達と家族の役割 

・ふれあい体験の前に 

 

・これからのわたしと家族との関係 

 

・子どもの健やかな成長のために 

・地震に耐える構造について理解する。（p.36～p.37） 

＜展開例 23…P89＞ 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.128～p.129 参照 

・地域の人々との防災訓練を考える。（p.18～p.19） 

・避難時に幼児がいる家族に必要なものを考える。（p.28～p.29） 

・幼児の発達の特徴から、安全面について留意するところを理解

する。（p.42～p.43） 

・東日本大震災の体験談から体験者の家族への思いを考える。 

（p.52～p.53） 

・東日本大震災の取材から体験者の行動について考える。 

（p.56～p.57） 

 

ア 

 

イ 

イ 

イ 

 

イ 

 

イ 

 学年別モデルカリキュラム 

（中学校） 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/8,0,59,76,html#page=48
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=9
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英語 
・防災に関する図書や資料をテキストとして活用し、作文活動や感想を発表する。 

・レポートや新聞づくりで、防災を題材として取り上げる。 
ア 

道徳 

・温かい人間愛の精神と思いやりのこころを 

 

 

・かけがえのない自他の生命を尊重して 

・美しいものへの感動と畏敬の念を 

 

・法やきまりを守り社会で共に生きる 

・つながりをもち住みよい社会に 

・思いやりの心をもつとともに、家族の支えや多くの人々の善意

に感謝し、応えられるようになること。（p.54～p.59） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.130～p.131 参照 

・生命の尊さを理解し、尊重すること。（p.102～p.113） 

・美しいものや気高いものに感動する心をもち、人間の力を超え

たものに対する畏敬の念を深めること。（p.114～p.119） 

・法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そ

のよりよい在り方について考え、自他の権利を大切にし、義務

を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること。 

（p.134～p.147）（p.148～p.159） ＜展開例 24…P90＞ 

ア 

 

イ 

 

ウ 

総合 

・防災ポスターの作成 

・防災講演会 

・応急手当講習 

・避難経路や避難場所などを示すポスターを作成する。 

・講師を招いて、自然災害のメカニズム、災害の要因等について

の講話を聞く。 実践事例 15…P129 

・心肺蘇生法や AEDの使い方を体験する。 

ア 

イ 

ウ 

特活 

・避難訓練 

・集団下校訓練 

 

 

 

 

・文化祭 

・社会見学 

・泊行事での防災の取組 

 

・区と連携した取組 

・小中連携した取組 

・大阪 880万人訓練への参加 

・地震や津波を想定した避難訓練 

・実践事例 14…P127・実践事例 16…P131・実践事例 17…P134 

→資料 p.２～p.７（大阪管区気象台） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.138～p.139 参照 

・竜巻を想定した避難訓練 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.140～p.142 参照 

・防災を題材にして舞台発表や展示発表をする。 

・防災関連施設を見学に行き、防災について学ぶ。 

・一泊移住などで宿泊施設や活動場所での緊急避難について考え

る。 

・区役所や地域、校区内の小学校と合同で避難訓練や防災活動を

行う。＜展開例 25…P91＞ 

ア 

 

イ 

 

ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=11
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=96
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=10
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-104005.pdf#page=2
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=19
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=21
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
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【 中２ 】 

ア．知識、思考・判断 

・地震・津波に関するメカニズムなどの災害や地域の特性について理解を深める。また、災害への 

日常の備えや的確な避難行動、社会貢献の大切さについて理解を深める。（自助、共助） 

イ．危険予測・主体的な行動 

・自他の安全に対し、責任ある行動をとるとともに、災害発生時には他者と協力して、災害弱者を 

助けたり、適切な応急処置を行ったりすることができる。（自助、共助） 

ウ．社会貢献、支援者の基礎 

・自他の生命を尊び、他者の生き方を尊重する態度を身につける。安全な社会づくりのために貢献し 

ようとする態度を身に付ける。（自助、共助） 
 
 

 単 元 ・ 主 題 等 内           容 目 標 

国語 主張文 推論と対話で考えを広げる 
・防災学習の一環として、災害時における人々の行動について

考える。（p.88～p.94）＜展開例 26…P92＞ 
イ 

社会 

【地理的分野】 

・世界の地形 

・日本のさまざまな自然災害 

・自然災害に対する備え 

・ハザードマップを使ってみよう 

・日本の資源・エネルギーと電力 

・日本の諸地域 

・身近な地域の調査 

 

 

 

 

 

【歴史的分野】 

・田沼の政治と寛政の改革 

・造山帯の分布から日本が災害の起こりやすい環境にあること

を理解する。（p.132～p.133） 

・さまざまな自然災害の対策について考える。（p.144～p.145） 

・災害発生時の備えについて考える。（p.146～p.147） 

・ハザードマップから情報を読み取り、災害発生時の被害の予

測や避難の方法を考える。（p.148～p.149） 

・震災による原子力発電所の事故について理解する。 

（p.156～p.157） 

・日本の諸地域の防災について理解する。 

（p.170～p.172、p.184～p.185、p.198～p.199、p.212～p.213、 

p.226～p.227、p.242～p.243、p.256～p.257） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.122～p.123 参照 

・調査テーマを防災対策の観点から設定して調査する。 

（p.266～p.275） 

・浅間山の噴火や天候不順によるききんについて理解する。 

（p.134～p.135） 

ア 

 

ア 

 

ア、イ 

ア、イ 

 

ア 

 

ア 

 

 

 

 

ア 

数学 

・連立方程式の利用 

 

・１次関数の利用 

・確率 

・津波避難にかかわった、速さ・時間・道のりの問題を考える。 

（p.45～p.53） 

・地震の発生と伝わり方の関数を表す。（p.79～p.89） 

・地震や津波に関する確率の問題を考える。（p.156～p.174） 

ア 

 

ア 

ア 

理科 

・大気の動きと日本の四季 

・地域・環境資料集 サイエンストラベラー 

関東地方 

九州・沖縄地方 

・台風や局地的大雨のメカニズムを理解し、身を守る方法を考

える。（p.103～p.116） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.124～p.125 参照 

・雷の都「宇都宮」（p.255） 

・平成 24年 7月九州北部豪雨（p.262） 

・台風に運ばれてくる「迷蝶」（p.263） 

ア 

 

 

ア 

ア 

ア 

美術 ・情報をわかりやすく伝えよう 

・ピトグラムを使って、場所や施設の他、安全、禁止、注意、

指示等の情報を伝えるデザインを考える。（上 p.38～p.39） 

 ＜展開例 27…P93＞ 

ア、ウ 

保体 

・自然災害による危険 

 

・自然災害による傷害の防止 

 

・共に生きる 

・応急手当の意義と心肺蘇生、けがの応急手当 

・章末資料 地域安全マップの作成 

さまざまな自然災害の危険と安全な避難 

・着衣泳 

・地震や台風などの自然災害による危険について理解する。 

（p.72～p.73）＜展開例 28…P94＞ 

・自然災害による傷害の防止について理解する。（p.74～p.75） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.126～p.127 参照 

・災害による被害の中でできることを考える。（p.76～p.77） 

・救急救命の方法を身に付ける。（p.78～p.85） 

・防災マップを作製するとともに、自然災害による被害を再認

識し、避難方法について考える。（p.87～p.92） 

・災害時に身を守るための着衣泳を身に付ける。 

→「水泳指導の手引き」（大阪市教育委員会）p.44～p.47 参

照 

ア 

 

ア 

 

イ、ウ 

イ、ウ 

ア 

 

ア、イ 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=3
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=5
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=7
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/8,0,59,76,html#page=48
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/8,0,59,76,html#page=48
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技家 

【技術分野】 

・LEDで作ろう 防災ライト 

【家庭分野】 

・災害に合った時の食事は？ 

 

・災害への備え 

・災害時の住まいと暮らし 

 

・災害用備品としての防災ライトを製作する。（p.130～p.131） 

 

・災害を経験した食の専門家の話から災害時の食事について考

える。（p.140～p.141） 

・災害への備えと避難方法について考える。（p.158～p.159） 

・避難所や仮設住宅などでの暮らし方について考える。 

（p.160～p.161） 

 

ア 

 

ア 

 

ア 

イ、ウ 

英語 
・防災に関する図書や資料をテキストとして活用し、作文活動や感想を発表する。 

・レポートや新聞づくりで、防災を題材として取り上げる。 
ア 

道徳 

・人々の善意や支えに応えたい 

 

・正義を重んじ公正・公平な社会を 

 

・役割と責任を自覚し集団生活の向上を 

 

・勤労や奉仕を通して社会に貢献する。 

 

・家族の一員としての自覚を 

・思いやりの心をもつとともに、家族の支えや多くの人々の善

意に感謝し、応えられるようになること。（p.82～p.95） 

・正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏

見のない社会の実現に努めること。（p.160～p.165） 

・社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め、公共の精神をもっ

てよりよい社会の実現に努めること。（p.166～p.171） 

・勤労の尊さや意義を理解し、将来の生き方について考えを深

め、勤労を通じて社会に貢献すること。（p.172～p.179） 

・父母、祖父母を敬愛し、家族の一員としての自覚をもって充

実した家庭生活を築くこと。（p.180～p.193） 

ア 

 

イ 

 

ウ 

総合 

・地域調査による防災マップの作成 

・防災講演会 

・応急手当講習 

・地域を歩いて避難する際に注意する箇所や避難経路、避難場

所、避難ビルなどを地図に書き込む。 

・講師を招いて、自然災害のメカニズム、災害の要因等につい

ての講話を聞く。 実践事例 15…P129 

・心肺蘇生法や AEDの使い方を体験する。 

ア 

イ 

ウ 

特活 

・避難訓練 

・集団下校訓練 

 

 

 

・文化祭 

・社会見学 

・泊行事での防災の取組 

 

・区や地域と連携した取組 

・小中連携した取組 

・大阪 880万人訓練への参加 

・地震や津波を想定した避難訓練 

・実践事例 14…P127・実践事例 16…P131・実践事例 17…P134 

→資料 p.２～p.７（大阪管区気象台） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.138～p.139 参照 

・竜巻を想定した避難訓練 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.140～p.142 参照 

・防災を題材にして舞台発表や展示発表をする。 

・防災関連施設を見学に行き、防災について学ぶ。 

・一泊移住などで宿泊施設や活動場所での緊急避難について考

える。 

・区役所や地域、校区内の小学校と合同で避難訓練や防災活動

を行う。 

ア 

 

イ 

 

ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=96
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=10
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-104005.pdf#page=2
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=19
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=21
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【 中３ 】 

ア．知識、思考・判断 

・地震・津波に関するメカニズムなどの災害や地域の特性について理解を深める。また、災害への 

日常の備えや的確な避難行動、社会貢献の大切さについて理解を深める。（自助、共助） 

イ．危険予測・主体的な行動 

・自他の安全に対し、責任ある行動をとるとともに、災害発生時には他者と協力して、災害弱者を 

助けたり、適切な応急処置を行ったりすることができる。（自助、共助） 

ウ．社会貢献、支援者の基礎 

・自他の生命を尊び、他者の生き方を尊重する態度を身につける。安全な社会づくりのために貢献 

しようとする態度を身につける。（自助、共助） 

 

 単 元 ・ 主 題 等 内           容 目 標 

国語 
・読書についての発展学習で、防災に関する図書を読み、作文活動や感想を発表する。 

・レポートや新聞づくりで、防災を題材として取り上げる。 
ア 

社会 

【歴史的分野】 

・ワシントン会議と日米関係 

・日本の現状とこれから 

【公民的分野】 

・私たちを取り巻く課題 

・世界で活躍する日本人 

・情報から現代を知る私 

 

・家族と郷土 

 

・平和主義 

 

・国際社会における人権 

 

・私たちと地方自治 

 

・政府の仕事 

・東日本大震災――国民の絆、世界の絆 

・資源・エネルギー問題 

 

・関東大震災について調べる。（p.218～p.219） 

・阪神淡路大震災、東日本大震災について調べる。（p.272） 

 

・東日本大震災について調べる。（表表紙見返し p.1～p.2） 

・震災を乗り越えて活躍する人々を調べる。（見返し p.3） 

・防災の観点から情報社会の利点と問題について考える。 

（p.14～p.15） 

・災害をとおして家族や郷土の役割と重要性について考える。 

（p.18～p.19） 

・災害時における自衛隊の救助活動について理解する。 

（p.56～p.57） 

・災害支援をとおして国境をこえる人権問題を考える。 

（p.78～p.79） 

・自分たちの地域を住みやすくするための災害対策について考

える。（p.112～p.113） 

・国民を守る防災・減災について考える。（p.156～p.157） 

・東日本大震災について考える。（p.194） 

・原子力発電の見直しについて考える。（p.200～p.201） 

ア 

数学 

・平方根 

・相似な図形 

 

・三平方の定理の利用 

・地震や津波が到達する距離を計算する。（p.38～p.65） 

・建物と津波を絡めて、比率を求める問題を考える。 

（p.120～p.157） 

・避難距離に関する問題を考える。（p.185～p.197） 

ア 

理科 

・エネルギー資源とその利用 

 

・自然が人間の生活におよぼす影響 

 

・科学技術の発展で生じた課題と対策 

 

・地域・環境資料集 サイエンストラベラー 

近畿地方 

・サイエンス資料②これからの自然災害に向けて 

 

・生活を支えるエネルギーや、エネルギー利用上の課題につい

て考える。（p.190～p.200） 

・地球の表層に生きる人間、自然からの恩恵と自然災害につい

て考える。（p.226～p.241）＜展開例 29…P95＞ 

・研究テーマ例④地震対策と建築物の構造について考える。 

（p.258） 

・実物で調べる地震実験施設「E－ディフェンス」について調

べる。（p.277） 

・自然災害を科学的に知る。（p.282～p.285） 

ア 

美術 

・問題意識を形に 

 

 

・デザインと環境 

・私たちを取り巻く社会的な課題を取材し、それをもとに主題

を考え、材料や方法を選択、工夫して作品を作る。 

（下 p.16～p.17） 

・私たちを取り巻く環境に目を向け、課題の改善に役立つデザ

インを提案する。（下 p.44～p.45） 

イ、ウ 

保体 ・着衣泳 
・災害時に身を守るための着衣泳を身に付ける。 

→「水泳指導の手引き」（大阪市教育委員会）p.44～p.47 参照 
ア、イ 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/8,0,59,76,html#page=48
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技家 

【技術分野】 

・生物育成に関する技術の可能性と役割 

【家庭分野】 

・災害時に役立つものをつくろう 

・安全と防災 

 

・環境保全や災害防止などに役立っている森林を育てる技術に

ついて理解する。（p.187） 

・防災リュックを製作する。（p.202～p.203） 

・家族や家庭で取組む防災対策について考える。 

（p.268～p.270） 

ア、イ 

英語 

・Unit４ To our Future Generations 

 

 

・Further Reading 

 １ Sato Mami：Making the Best of Life 

・避難訓練についてのお知らせ、防災グッズ、被災地の流木か

らできたヴァイオリンなどから、災害について考える。 

（p.58～p.67）＜展開例 30…P96＞ 

・佐藤真海さんの東京オリンピック招致のスピーチから、東日

本大震災を考える。（p.148～p.149） 

ア 

 

 

イ 

道徳 

・学校や仲間に誇りをもつ 

 

・ふるさとの発展のために 

 

・国を愛し、伝統の継承と文化の創造を 

 

・日本人の自覚をもち世界に貢献する。 

 

・情報社会を生きる一人として 

絶対にしてはいけないこと 

・様々な集団の意義や集団の中での自分の役割と責任を自覚し

て集団生活の充実に努めること。（p.194～p.199） 

・地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し、発展に努

めること。（p.200～p.205） 

・日本人としての自覚をもって国を愛し、国家及び社会の形成

者として、その発展に努めること。（p.206～p.213） 

・他国を尊重し、国際的視野に立って、世界の平和と人類の発

展に寄与すること。（p.214～p.225） 

・思いやりの心をもつとともに、家族の支えや多くの人々の善

意に感謝し、応えられるようになること。（p.228～p.237） 

ア 

 

イ 

 

ウ 

総合 

・体験者からの聞き取りや地域調査 

・地域防災パンフレットの作成 

・防災講演会 

・応急手当講習 

・職場体験学習 

・被災者の話や地域に残る被災の跡などを調査してまとめ、パ

ンフレットを作成する。 

・講師を招いて、自然災害のメカニズム、災害の要因等につい

ての講話を聞く。  実践事例 15…P129 

・心肺蘇生法や AEDの使い方を体験する。 

・職場体験学習を通して、各事業所など地域社会における災害

への備えについて学ぶ。 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.134～p.135 参照 

ア 

 

イ 

 

ウ 

特活 

・避難訓練 

・集団下校訓練 

 

 

 

・文化祭 

・社会見学 

 

・ボランティア活動 

 

・修学旅行での防災の取組 

 

・区と連携した取組 

・小中連携した取組 

・大阪 880万人訓練への参加 

・地震や津波を想定した避難訓練 

・実践事例 14…P127・実践事例 16…P131・実践事例 17…P134 

→資料 p.２～p.７（大阪管区気象台） 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.138～p.139 参照 

・竜巻を想定した避難訓練 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.140～p.142 参照 

・防災を題材にして舞台発表や展示発表をする。 

・防災関連施設を見学に行き、防災について学ぶ。 

・災害時のボランティア活動の大切さについて理解し、進んで

参加しようとする態度を身に付ける。 

→「生きる力」を育む防災教育の展開 p.136～p.137 参照 

・修学旅行で宿泊施設や活動場所での緊急避難について考え

る。 

・区役所や地域、校区内の小学校と合同で避難訓練や防災活動

を行う。 

ア 

 

イ 

 

ウ 

 

http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=15
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=96
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150928-172018.pdf#page=10
http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/7,1071,c,html/1071/20150728-104005.pdf#page=2
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=19
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=21
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334780_08.pdf#page=17
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＜展開例 幼＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                日常生活等と関連した展開例（幼稚園） 

 
５歳 
「日常生活の中で安全（防災）に関する意識や態度を高める指導」      

 

■主な活動 

  ドッジボールをする 

 

■保育の目標 

・ 自分の体を自分の思うように動かして遊ぶ。 

・ ルールを理解し、周囲の状況に応じて素早く動く。 

・ 自分の思いを言葉で相手に伝わるように話す。 

・ 周りにある物や人の動きを感じ、安全に行動しようとする。 

 

 

・ ルールをまもる。 

・ 友達がこまることはしない。 

 

 

・ ドッジボールをしているところに、小さい組さんがきたら、ボールを投げないようにす

る。 

・ ひろいところで遊ぶようにする。 

 

【 防災教育の視点 】 

・ 安全な遊び方のルールを知り、危険を回避できるように考える。 

・ ボールを投げたり、よけたり、うけたりすることで、自分の体のバランスを考えて動く。 

・ 友だちの動き、ボールの動き等に対応して自分も動く。 

・ 周囲の友だちの遊びや動きを見ながら、場を選んだり、状況を考えたりして遊ぶ。 

みんながなかよく、楽しく遊ぶためには、どうしたらいいかな。 

園庭でドッジボールをするときに、あぶないことはどんなことがあるかな。 
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＜展開例１＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                教科等と関連した展開例（小学校） 

 
１年 国語 

「どうやってみをまもるのかな」上 P56～63     （関連：特別活動） 

 

 

■単元の目標 

・  事柄の順序に気をつけて、文章の内容を正しく読み取ることができる。 
・ 読んで分かったことを説明する。 
 

■指導計画 
１ 「どうやってみをまもるのかな」を通読する。動物について説明された文章を読み、 

書かれていたことを説明するという学習課題を確かめる。 

２ 文章全体を四つのまとまりに分ける。 

３ それぞれの動物の身の守り方を読み取る。出てくる動物、体のつくり、身の守り方を 

対応させて読む。読み取ったことを挿絵を使いながら説明する。 

４ 読んだ感想を交流する。 

 

■【第５時】 

 １ 全文を音読する。 

 ２ 読んだ感想を交流する。 

 ３ 自分自身について考える。 

 

 

・ あるのかな。 

・ ありません。 

 

 

・ せんせいのはなしを しっかりきく。 

    ・ みんなで ちからをあわせる。 

      

 

【 防災教育の視点 】 

自然災害から身を守るために何が必要か、何に気をつけるかを考える。 

 

 

 

私たちは、大きな地震や台風から身を守るための体のつくりがありますか。 

では、私たちは大きな地震や台風からどうやって身を守りますか。 
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＜展開例２＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1年 国語 

「おおきなかぶ」上 P70～80     （関連：道徳・特別活動） 

 

■単元の目標 

場面の様子を想像しながら，物語の展開を楽しんで読み，好きなところを音読することが
できる。 
 

■指導計画 
１ 物語の好きなところをグループで音読発表するという学習課題を確かめる。 

※教科書Ｐ81の紹介図書を参考に、自分が興味を持った物語を読む。（第１～７時) 

２ 場面の様子や人物の行動について、物語全体をとらえて読む。人物の登場順を考えたり、

繰り返し出てくる表現に着目して場面の様子を想像したりして読む。 

３ グループで音読を発表し、互いに聞き合う。役割に分けて読んだり動作を取り入れたり

して工夫する。 

４ 読んできた本の中から、好きなところを選んで紹介し，音読する。 

 

■【第５時】 

 １ かぶがぬけた場面の音読をする。 

 ２ 場面の様子を想像し、音読の仕方や登場人物の動作を考える。 

 ３ まとめの音読をする。 

 ４ かぶがぬけた後の登場人物の会話を想像する。 

 

・ やった、ぬけたぞ。みんなでちからをあわせたからだね。 

・ みんなてつだってくれて、ありがとう。 

      

【 防災教育の視点 】 

  協力することや助け合うことの大切さを考える。 
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＜展開例３＞ 

 

  

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 算数 

「長方形と正方形」上 p.102～109     （関連：特別活動） 

 

 

■単元の目標 

・ 直角の意味を知り、身の回りから直角を見つけることができる。 

・ 身の回りから直角をさがす。 

 

■【第１時】 

 １ 身のまわりの四角形をさがす。 

 

 

・ 生活（Ｐ８）も活用する。 

 

 

・ 安全にかかわる標識について確認する。 

   

 ２ 四角形の角の形を調べる。 

 ３ 直角について知る。 

 ４ 身の回りから直角を探す。 

 

 

【 防災教育の視点 】 

  防災に関する標識について関心を高める。 

           

                           

 

 

みんなの回りに四角形のかたちをしたものはあるかな。 

これは、どんな意味があるのかな。（標識について） 

http://www.monotaro.com/monotaroMain.py
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＜展開例４＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 生活 

「がっこう だいすき」上 p.18-22 

 

■単元の目標 

学校の施設や通学路の様子および学校生活を支えている人々や友達のことが分かり、楽し

く安心して遊びや生活ができるとともに、安全な登下校ができるようにする。 

 

■指導計画 

１ みんなで通学路の一部を歩き、地域の人々や安全を守っている人々と触れ合い、安全な

歩き方を知る。 

２ 安全を守っている人や施設について話し合う。 

 

■【第１時】 

 

 

・ 桜の木がいっぱいあるよ。 

・ 見守り隊の人たちがいるよ。 

・ 子ども１１０番の家があるよ。 

 

 

・ 整列して歩きます。 

・ 勝手なことはしません。 

・ 大きな声であいさつします。 

 

 

 

 

【 防災教育の視点 】 

  地域の中で安全を守っている人や安全のための施設について知り、危険を感じた時 

にどう行動すべきか考える。 

 

 

 

 

自分の通学路には、どんな人がいて、どんなものがあるかな。 

みんなで探検するときに、気をつけることは何かな。 

みんなを守ってくれる人や物をたくさん見つけよう。 
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＜展開例５＞ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 生活 

「どきどきわくわくまちたんけん」下 p.21-32 

 

 

■単元の目標 

諸感覚を使って地域を調べたり、地域にある看板や標識を調べたりして、これまでに意識

しなかったものやその役割に気付き、安全に気を付けて生活することができるようにする。 

 

■指導の留意点 

１ 見つけたことやその役割などについて振り返り、記録カードにかく。 

２ まちたんけんマップに記録カードを貼る。 

 

 

・ どんな音が聞こえたかな。 

・ どんなにおいがするかな。 

・ 何をあらわしているかな。 

 

 

・ Ｐ８、Ｐ３０～Ｐ３１の中で見たことのあるものを発表しあう。 

 

 

【 防災教育の視点 】 

  まちの中にある安全にかかわる物や施設について知り、危険を感じた時にどう行動 

すべきか考える。 

 

 

 

まちたんけんで見つけたものを発表しよう。 

みんなのまちでも見たことがあるかな。 
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＜展開例６＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年 国語 

「ヤドカリとイソギンチャク」上 P34～41     （関連：特別活動） 

 

■単元の目標 

・ 段落どうしの結び付きを考えて読み、文章のまとまりをとらえることができる。 

・ 文章を読んで感想を交流する。 

 

■指導計画 

１ 「ヤドカリとイソギンチャク」を通読し、単元の学習の見通しを立てる。ヤドカリとイ

ソギンチャクの関係について筆者がどのように説明しているかをとらえるという学習課題

を確かめる。 

２ ヤドカリとイソギンチャクの関係を考えていくために、文章全体の構造をとらえる。 

３ ヤドカリとイソギンチャクの関係について、説明のまとまりに着目しながら読み取る。 

 ４ ヤドカリとイソギンチャクの関係と、筆者の説明の仕方について、感想を交流する。ま

とまりの内容や順序に着目して学習したことを振り返る。 

 

■【第９時】 

 １ 本時のめあてを確認する。 

 ２ 自分たちが調べた生物（共生関係）について発表する。 

 ３ 質疑応答する。 

 ４ 本時のまとめをする。 

   ・発表者の評価とともに、生物の多様な関係について触れる。 

 

 

 

 

 

【 防災教育の視点 】 

  協力することや自分の役割を果たすことの大切さを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生き物たちもそれぞれの役割を持ち助け合って生きています。みなさんも協力

することや自分の仕事をしっかり行うことを大切にしていきましょう。 
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＜展開例７＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 算数 

「長いものの長さのはかり方」上 p.28～36     （関連：特別活動） 

 

■単元目標 

算数的活動を通して学習内容の理解を深め、長さについての量感を養う。 

 

■〔やってみよう〕 

  １ 標識について話をする。 

 

 

２ 標識に書かれた長さについて考える。 

 

 

３ 実際に歩いてみる。 

 

４ 歩数やかかった時間について話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 防災教育の視点 】 

  災害時避難場所までの距離や時間の感覚をつかむ。 

 

この標識を見たことがありますか。どんな意味があるのかな。 

○○○ｍは、何歩でいけるかな。また、何分かかるかな。 
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＜展開例８＞ 

 

 

   

                           

                          

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 算数 

「長いものの長さのはかり方」上 p.35     （関連：特別活動） 

 

■単元目標 

算数的活動を通して学習内容の理解を深め、長さについての量感を養う。 

 

■〔やってみよう〕 

図の中に示されたいろいろな長さを実測して体感する。 

 

 

 

  

   

 

【 防災教育の視点 】 

  津波の大きさを実感するとともに、津波発生時の行動について考える。 

 

津波の避難訓練では学校の３階以上に避難していますが、その７ｍや８ｍとは

どんな長さなのかな。 
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＜展開例９＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 算数 

「はしたの大きさの表し方を考えよう」下 p.２     （関連：特別活動） 

 

■単元目標 

端数部分の大きさを表すのに，小数を用いることを理解する。 

 

■〔こんな数を見たことがあるかな？〕 

  １ 日常生活の中で，小数の表記がどこで使われているか話し合う。 

 

 

 

２ 持ち寄った具体物を観察しながら，なぜ小数が使われているのかを話し合う。 

                

 

                  

 

【 防災教育の視点 】 

  防災に関する標識について関心を高める。 

 

この付近
ふ き ん

は、 

海抜
かいばつ

 

約
やく

  －０．７ ｍ
メートル

  

「小数」は，どんなところに使われているか見つけよう。 

見つけよう。 

これは、どんな意味があるのかな。（標識について） 
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＜展開例１０＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
３年 理科 

「風やゴムのはたらき」P42～P55     （関連：特別活動） 

 

■単元の目標 

風やゴムで動くものをつくったり動かしたりする活動を通して、風やゴムの力をはたらか

せたときの現象の違いを比較する能力を育てるとともに、風やゴムの力でものを動かせるこ

との理解を図り、風やゴムのはたらきについての考えをもつことができるようにする。 

 

■指導計画 

１ 風やゴムで、ものを動かしてみよう。 

２ 風が強くなると、風がものを動かす力は、どうなるのだろうか。 

３ 輪ゴムの引っ張る長さや、輪ゴムの本数を変えると、ゴムの力はどうなるのだろうか。 

４ まとめよう／たしかめよう／力だめし ひろげよう（たこあげ合せん） 

 

■【第１時】 

 １ 風やゴムで遊んだことを思い出す。 

 ２ 台風による影響を考える。 

 

 

 

・ 実験では、大人の人が持っているかさが、風速１７メートルで飛んでしまった。 

・ 台風では、風速５０メートルを超えることも珍しくない。風速５０メートルでは、

飛んだかさがガラスを突き破ってしまうほど危険である。 

 

 

・ 外へ出ない。 

・ 流れている水に近づかない。 

・ エレベーターを使わない。 

・ ベランダにある植木鉢、物干し竿など飛ばされる可能性があるものは、室内に取

り込んでおく。 

 ３ 風で動かせそうなものを考える。 

 ４ 「帆」をつけた車をつくる。 

 

【 防災教育の視点 】 

  自然災害について知り、自らの身を守ることができる。 

 

風が強いときのかさの写真を見て、台風で、かさが折れて飛んでいってしまうのは、

風速何メートルぐらいだと思いますか。 

台風が近づいてきたら、気をつけることはあるかな。 
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＜展開例１１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年 理科 

「みんなで使う理科室  ～実験器具を正しく使おう～」p.102～107  

 

 

■単元目標 

理科室での実験のマナーや準備のしかた、片付けのポイントを知り、加熱器具やスタンド

の使い方を練習する。 

  

■指導計画 

 １ 安全に実験するための器具の使い方を知ろう 

 ２ 加熱器具を安全に使う練習をしよう 

 ３ 使った器具をきれいに片づけよう 

 

 

■【第１時】 

 １ 理科室での約束を知る。 

 

 

・ 先生の指示をよく聞く。 

・ ふざけない。 

・ グループで協力する。    

・ 後片付けをきちんとする。  など 

 

２ 安全に実験を行うために注意すべきことを知る。 

 

 

   ・準備  ・実験中  ・後片付け  ・器具の使い方 

 

３ 実験器具の準備、後片付けの練習をする。 

 

 

【 防災教育の視点 】 

   安全に対する意識を高め、安全に行動するために何をするべきか考える。 

 

 

 

 

 

 

 

理科室を使用するときに、どんなことに気をつけるといいだろう。 

 

安全に実験するには、どんなことに気をつけるといいだろう。 
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＜展開例１２＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
３年 社会 
「わたしたちの大好きなまち」 上 P.6～ P.25  （関連：総合的な学習の時間） 

 

■単元の目標 

・ 学校のまわりの地域のようすについて観察、調査し、地図記号や白地図にまとめる。 

・ 場所による違い、土地利用、地形条件、社会条件、交通の様子などについて考える。 

 

■指導計画 

１ 屋上からながめてみよう 

２ 町のたんけんに出発しよう 

３ 町の絵地図を作ろう 

４ 町の平面地図を作ろう 

５ みんなが利用する町のしせつを調べよう 

６ 自分たちの町についてまとめよう 

 

■【第６時】 

１ 町の特色について話し合う。 

２ パンフレットの内容や形式について話し合う。 

３ わたしたちの町のよさを、紹介パンフレットをかくことで表現する。 

   ・商店が多く、人がたくさん来る。 

   ・交通の便がよく、住みやすい。 

   ・避難する場所があって、安全が守られている。 

 

 

４ 出来上がったパンフレットを交換して読み合う。 

 

                                             

                                        

【 防災教育の視点 】 

広域避難場所や災害時避難所の場所を調べたり、避難する意味について考えたりする。 

 

 

 

わたしたちの町にはどのようなよさがありましたか。 

読んだ人がわかりやすいように避難場所に色をぬりましょう。 
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＜展開例１３＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
４年 社会 
「安全なくらしとまちづくり」 下 P.20 ～ P.39      （関連：学校行事） 

 

■単元の目標 

・ 地域における災害・事故防止について意欲的に調べ、地域社会の一員として態度を育て 

る。 

・ 関係諸機関が相互連携して緊急体制を取っていることを調べ、人々の工夫や努力を考え 

る。 

 

■指導計画 

１ 火事について調べよう          ２ 学校の消防せつびを調べよう 

３ 消防署の仕事を調べよう             ４ 地域や家庭の取り組みを調べよう  

５ おそろしい地震                         ６ 地震へのそなえを調べよう 

７ 災害から地域を守るために               ８ 地域の安全のこれから 

 

■【第６時】 

 １ 身のまわりにある地震の備えについて話し合う。 

２ 学校や地域にある地震に備えるための施設や設備を調べる。 

３ 災害から身を守る知識や方法と、それを伝え広めることの大切さについて考える。 

 

 

・ 地震に備えて体育館の天井や校舎の耐震工事をしているよ。 

・ 学校の防災備蓄倉庫を見せてもらったよ。毛布や水や食料や簡易トイレがあった 

よ。 

・ 校門の前には、災害時避難所と書いてあるよ。 

・ 大きな道路には、広域避難場所という案内板があるよ。 

 

 

       ・ 施設や設備だけでなく、使い方とか、助け合いも大切だと思う。 

・ 命を守る取り組みを伝えたり広めたりして、みんなが知っていなければいけない。 

 

 ４ 府や市、学校や地域の地震などの災害に対する備えについて話し合う。 

 

【 防災教育の視点 】 

  関係機関が地域と協力して震災に対する備えに努めていることを理解する。 

 

 

 

学校や地域は、地震に備えてどのような取り組みをしているのかな。 

わたしたちは調べて初めて知ったけれど、地域の人々は知っているのかな。 

しっ 
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＜展開例１４＞ 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年 国語 

「資料を生かして考えたことを書こう」P98     （関連：特別活動） 

 

■単元の目標 

・  資料から情報を読み取り、読み取った情報を活用して、文章を書いたり資料を選択した

りすることができる。 

・ 資料を活用して空欄のある文章やポスターを完成させる。 

 

■指導計画 

１ 資料を読み取り、そこから得た情報をもとにポスターを完成させる、という学習課題を確 

かめる。 

２ 教科書Ｐ99の資料からどのようなことがわかるか話し合い、資料を読み取る際に気をつけ 

ることを確かめる。 

３ 教科書Ｐ100～101の木谷さんの文章を読み、P99の資料と見比べながら、アやイの中に入 

る文章を考えて書き入れる。 

４ 教科書 P102のポスターを見て、P100～101の文と見比べながら、ウ、エ、オに入る文や文 

章を考えたり、資料を選んだりする。 

５ 資料を読み取り、そこから得た情報をもとにポスターを完成させることができたかを振り 

返る。 

６ 震災の資料から分かることを文章に表す。 

 

【 防災教育の視点 】 

震災について主体的に考え、震災にどう備えるか、震災時にどう行動すべきか考える。 
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＜展開例１５＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５年 算数 

「比べ方を考えよう（2）」下 P68～P69     （関連：特別活動） 

 

■単元の目標 

資料における数量の比較や全体や部分の関係の考察などで割合を用いる場合があること

や、その表し方についての百分率について理解するとともに、資料を円グラフや帯グラフを

用いて表したり、特徴を調べたりすることができるようにする。 

 

■指導計画 

１ 割合の意味を理解し、比較量と基準量から割合の求め方を理解する。 

２ 百分率や歩合の意味とその表し方を理解する。 

３ 比較量、基準量、割合の関係を理解する。 

４ 帯グラフや円グラフの読み方や特徴を理解し、かき方を理解する。 

５ グラフから割合や絶対量を読み取り、問題を解決する。 

 

■【第９時】 

 １ 「災害が起こる前に用意しておきたいもの」についてのアンケート結果を見て、気づい 

たことを話し合う。 

２ 本時の課題を確認する。 

    円グラフや帯グラフに表そう。 

・ それぞれのグラフの特徴を確認する。 

 ３ 割合をグラフに表す。 

・ それぞれのグラフの表し方のきまりを一緒に確認する。 

・ 特徴がとらえやすいように工夫するよう助言する。 

     

  

≪準備物≫「災害が起こる前に用意しておきたいもの」アンケート 

        （事前に学級活動等でクラスアンケートを行っておく） 

 

【 防災教育の視点 】 

  災害時に必要なものを自ら考えるとともに、友達の意見も知ることで災害に対する意識を高め

る。 
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＜展開例１６＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
５年 社会 
「国土の自然とともに生きる」 下 P.40～P.47   

 

■単元の目標 

・ 地震や津波、風水害などの自然災害の様子と、国や府の対策事業を調べる。 

・ 自然災害と国土環境の関連や、国民一人一人の防災意識を高めることの大切さを考える。 

 

■指導計画 

１ 自然災害が多い日本 

２ 自然災害と人々のくらし 

３ 自然災害に強いまちづくり 

４ 防災家族会議を開こう 

 

■【第４時】 

 １ 自分たちでできる災害への備えについて話し合う。 

２ 既習事項をもとに防災家族会議で話し合う内容について話し合う。 

 

 

・ １人１人で確認すること・・・・災害の恐ろしさ、防災に関する知識 など 

・ 家族で確認すること・・・・・・ハザードマップ、避難経路、避難場所、集合場所、 

                  備蓄物資、災害伝言ダイヤル、家具設備点検 など 

・ 地域にはたらきかけること・・・近所とのつながり、避難訓練への参加 など 

 

３ 防災家族会議で話し合う内容のチェック項目を表にまとめる。 

４ 防災家族会議チェック表を発表することで、市民一人一人の防災や減災への関わりの大 

切さについて話し合い、実際に各家庭で防災家族会議を開く。 

 

【 防災教育の視点 】 

  これまでの防災学習をふりかえり、学んだ防災に関する知識を実践に生かそうとする意欲や態

度を育てる。 

 

 

災害への備えについて、家族でどのような話し合いをしなければいけないだろうか。 
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＜展開例１７＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
６年 国語 

「町の未来をえがこう」P129～P145     （関連：特別活動） 

 

 

■単元の目標 

・ 複数の資料から読み取った情報を、目的に応じて活用することができる。 
・ 意図を明確に伝えるために、資料を効果的に活用して発表することができる。 
 

■指導計画 
１ 学習の見通しを立てる。 

 ※例：Ｔ「○○市では、防災意識を高めるために、こんなお祭りが行われています。」 

    Ｃ「なるほど。プレゼンテーションとはこういう発表をするんだ。」 

    導入の際に、子どもたちに単元の目標をつかませるために、ある市・ある町での防

災意識を高める取り組みのプレゼンテーションを活用する。 

２ 「町の幸福論」を読み、本文の内容を読み取る。 

３ 本や資料などから情報を集め、町の未来についてプレゼンテーションを行う準備をす

る。 

４ プレゼンテーションによる発表を行い、意見の交流を行う。 

 ５ さまざまな情報を活用して内容を考え、聞き手を意識して効果的なプレゼンテーション 

を行うことができたかを振り返る。 

■【第２時】 

 １ 学習の見通しを確かめ、教材文を通読する。 

２ 序論の内容を読み取る。 

・ 筆者が「豊かさ」について「人と人とのつながり」という観点から意見を述べてい

ることを押さえ、自分たちが発表する際にもその観点を参考にすることを伝える。 

※防災に直接関わる文章・・・Ｐ132（７行目から１２行目） 

３ 本時の学習を振り返る。 

 

【 防災教育の視点 】 

  同じ地域に住んでいる人がつながる仕組みによって、災害などの非常時にすばやくお互いに助

け合うことにもつながることをつかめるようにする。 
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＜展開例１８＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年 算数 

算数の目で見てみよう「震災の経験を生かそう」p.120～121     （関連：特別活動） 

 

■単元の目標 

・ 既習事項を活用して、グラフを考察し、問題解決能力や情報処理能力を高める。 

・ 震災に関するグラフを見て、目的に応じた必要な情報を用いて問題を解決する。 

・ 震災に関するグラフを見て、既習事項を活用して問題を解決する。 

 

■【第１時】 

 １ 本時の課題をとらえる。 

 

    

・ 食料や飲料水が足りないって感じた人はけっこういた。 

  ・ そう感じたのは、震災直後よりも少し経ってからなんだ。 

  

２ １－①の問題を解決する。 

 

 

     円グラフから３７．３％で、約２８２２人 

 

３ １－②問題を解決する。 

 

 

円グラフから４０．５％で、「震災４日め～震災１週間めくらい」がいちばん多い。 

 

４ １－③の問題を解決する。 

 

 

（棒グラフから） 

・ ラジオ約６３７７人。 

  ・ 新聞から約２８５２人。 

 

【 防災教育の視点 】 

  震災被害により生活への影響を知るとともに、震災への備えについて考える。 

 

東日本大震災の調査結果からどんなことが分かるかな。 

食料・飲料水が足りないと感じた人は何％で、何人いたかな。 

食料・飲料水が足りないと感じた時期はいつが一番多いかな。 

地震後の停電中に必要な情報は何から、何人の人が得たのかな。 
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＜展開例１９＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６年 社会 
「暮らしの中の政治」 下 P.4～P.25     

 

■単元の目標 

・ 政治の働きに関心を持ち、具体的事例をもとに調べたり、民主政治について考えたりす 

る。 

・ 地方公共団体や国の政治は、国民の願いを実現し国民生活の安定と向上を図るために大 

切な働きをしていることを理解する。 

・ 国民生活に政治の働きが反映していることや、日本国憲法が国家や国民生活の基本を定 

めていることを調べ、生活と政治の関連について広い視野から考えたり表現したりする。 

 

■指導計画 

１ 東日本大震災の被害              ２ 被災した人への緊急の支援         

３ まちの復興に向けた取り組み      ４ 住民の願いと政治の働き     

５ 市民の願いと税金のはたらき      ６ 選挙と政治 

７ 国会のはたらき                  ８ 内閣のはたらき 

９ 裁判所のはたらき                10 三権分立とわたしたちのくらし 

11 政治と私たちの関わり 

 

■【第５時】 

 １ 身近な暮らしに税金が役立っていることについて話し合う。 

 ２ 税金はどのように納めて、どのように使われているかを資料で調べる。 

３ 税金の使い道の特徴と、税の役割について考える。 

 

・住民一人一人が健康で豊かな生活を送りたいという願いをもっている。 

・安全、安心、健康なくらしが重視されている。 

   ・自然災害などの緊急事態への対応や支援にも、住民が納めた税が使われている。 

   ・国民の命を守るために、税金はとても大切。 

・みんなが納めた税なので、計画的に大切に使うことが必要である。 

・税の使い道についてしっかり考えたり、勉強したりしなければいけない。 

 ４ 税金の役割と、税金の使い方を決める市会について話し合う。 

 

【 防災教育の視点 】 

  自他の生命を尊重し、災害発生時や発生後に地域の安全に役立つ「公助」の観点から、納税の

義務の意味を考える。 

 

 

 

調べた税の使い道を色分けして、税が大切な理由について自分の考えを発表し合おう。 
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＜展開例２０＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６年 図工 
「ドリームプラン」 下 P44～45 

 

■単元の目標 

願いを込めた学校やまちづくりを計画し、表す。 

■指導計画 

１ 学校やまちづくりを計画したり、伝えあったりすることに意欲をもつ。 

２ 願いをこめて学校やまちづくりを計画する。 

３ 表したいものの形や色、材料のあつかい方をくふうしながら表す。 

４ 自分のプランを伝えるとともに、友だちの提案から思いや願いを感じ取る。 

■【第２時】 

 １ 「どんな学校やまちになったら、みんなが楽しく幸せにくらせるか」を考える。 

・ 前にニュースで、大きな地震があるかもしれないという話を聞いたことがあるよ。地震 

にも強いまちにしたいな。 

・ 少子高齢化社会について考えたよ。お年寄りにとって、心があたたかく過ごせるような 

地域にしたいな。 

・ 人のつながりが大事。みんながなかよく過ごせる施設を考えたいと思っているよ。 

・ 大きな災害があり、サッカーができなくなった地域があると聞いたよ。学校に、いつで 

もサッカーとかスポーツができるような広い運動場があるといいな。 

・ 思いをもってプランを提案すれば、みんなですてきな未来をつくっていけそうだな。 

２ アイデアスケッチをかいてイメージを広げる。 

  ・ まちの川にごみが捨てられているのを見たことがあるよ。私は、川に捨てられているゴ 

ミをリサイクルできるような学校にしたいです。 

・ 私は、安全・安心を一番に考えたよ。もしも、震災などが起きたときに、いろいろな世 

代の人が、安心して気持よく過ごせるような施設を、まちの中につくりたいな。 

・ 国語や総合学習で、環境の問題について考えたことがあったよ。水車や風車を、設置し 

て発電できるような学校があるといいな。 

・ 発電した電気で、ぼくは学校にジェットコースターをつくるよ。いろんな教室への移動 

も楽しくなりそう。また、電気を貯めておけば、震災のときにも役に立ちそうだよ。 

   ・ どんな形や色にしようかな。材料についても考えて、さっそく準備していきたいな。 

 

【 防災教育の視点 】 

  未来の学校やまちづくりを計画し、表す中で、環境や安全・安心など社会の問題について 

  考える。 
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＜展開例 21＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                教科等と関連した展開例（中学校） 

 

1年 社会 （歴史的分野） 

「武家政治の動き」 p.82～p.96 

 

■単元の目標 

・武家社会の発展、経済の発展と社会の変化や東アジアとの関わりに関心をもち、意欲的に

学習する。 

・自治的な組織が都市や農村にできたことや農業をはじめとする産業の発達、武士や民衆の

活力を背景にして生み出された新しい文化の誕生について、多面的・多角的に考察する。 

・武家社会の発展、経済の発達と社会の変化、室町文化に関する図版、史料、歴史地図など

の様々な資料を活用するとともに、まとめたり、説明したりする。 
 

■指導計画 

1 建武の新政と南北朝の動乱 

2 室町幕府と東アジア 

3 応仁の乱と戦国大名 

4 戦国大名の富国策－信玄堤－  ※発展的内容の学習として位置付ける 

5 産業の発達と広がる自治の動き 

6 室町時代の文化 
 

■【第 4 時】戦国大名の富国策－信玄堤－（教科書 p.90「歴史ズームイン」） 

・「戦国大名」について前時の復習をする。 

  →どのようなところにどのような「戦国大名」がいたか確認する。 

  →「戦国大名」は領国をおさめるためにどのようなことをしたか確認する。 

  →また、その目的は何のためであったか確認する。 

 ・「武田信玄」の治水事業について教科書を通じて学ぶ。 

  →なぜ「治水事業」が重要であったのか、またその目的を読み取る。 

  →具体的に行った 3 つの事業内容を整理する。 

    ①「御勅使川」の水流を 2 分させる。 

② 巨石をおいて、「釜無川」との合流地点を高い崖（高岩）の下にする。 

③「信玄堤」を築く。 

  →その「治水事業」における基本的な考え方は何であったかを考える。 

 ・現在の災害において教訓となることや、防災・減災対策に通じること、参考になることは

どのようなことかを話合い、発表しあう。 
 

【防災教育の視点】 

・科学技術が進歩した現代社会においても、自然の脅威に敵わないことがあることや、自然 

と共存する観点で、防災・減災対策を考えていかねばならないことを理解する。 
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＜展開例 22＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1年 数学 

数学のまど 「地震のゆれを予測する」 p.139 

 

■単元の目標 
 

・具体的な事象を調べることを通して、比例、反比例についての理解を深めるとともに、関数

関係を見いだし表現し考察する能力を培う。 

・P 波、S 波が観測されるまでの時間と震源からの距離の関係について説明できる。 

 

■【第 1 時】 
 

 1 地震のゆれの伝わり方について確認する。 

  ・初期微動を伝える…P 波、主要動を伝える…S 波について。 

・P 波と S 波は同時に発生する。観測地にまず P 波が到達し、その後 S 波が到達する。 
 

 2 本時の課題をとらえる。 
 

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）での各地の地震計の観測データからど

んなことが分かるか。 
 

・距離は時間にほぼ比例する。 

  ・P 波、S 波は一定の速さで伝わる。 

 

 3 グラフを活用し、実際に問題を解決する。 
 

 震源から 150 km 地点でＰ波を観測したとき S 波が到達するまでの時間を求

める。 
 

  ・約 20 秒後に S 波が到達する。 

 

 4 類似問題を提示し、解決する。 

 

【防災教育の視点】 
 

ゆれの大きさや伝わり方の規則性に気づくことで地震への理解を深め、備えができる。 
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＜展開例 23＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1年 技術家庭 【技術分野】 

「製作品を丈夫にする方法を知ろう」 p.36～p.37 
 

■単元目標 
 

構造と部品を丈夫にする方法を知る。 

 

■指導計画 
 

 1 建物を丈夫にし、地震に耐えるためにはどうすればよいかを話し合う。 

 2 さまざまな条件の中で、構造と部品を丈夫にすることを取り上げ、その方法を考える。 

 3 構造を丈夫にする基本的な方法を 3 つ示し、それぞれボール紙で模型を作って丈夫さを 

比較してみる。 

4 部品を丈夫にする基本的な方法を 3 つ示し、それぞれボール紙などを用いて丈夫さを確 

かめる。 

5 学校や通学路、自宅などで、3 や 4 のような工夫があるかどうか話し合う。 

 

【防災教育の視点】 
 

 建物の耐震構造について理解し、震災に耐えられるように準備する。 

 

 

 

2年 技術家庭 【家庭分野】 

「わたしたちの家庭生活と地域」 p.18～p.19 
 

■単元目標 
 

 家庭生活と地域とのかかわりについて理解する。 
 

■指導計画 
 

 1 地域の人（子どもや高齢者、心身に障がいのある人、外国人など）とのかかわりについ 

て話し合う。 

 2 地域の自治会や NPO などの団体とのかかわりについて話し合う。 

 3 地域との避難訓練を例にあげ、中学生と地域とのかかわりを話し合い、協力して活動し 

たり、助けあったりしていることを理解する。 

 

【防災教育の視点】 
 

災害時に中学生ができる共助について考える。 
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＜展開例 24＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1年 道徳 

「二通の手紙」 p.140～p.145 
 

■単元目標 
 

・法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、秩序と規律のある社会を実現し 

ようとする態度を育てる。 

・法やきまりのよりよい在り方について考え、自他の権利を大切にする態度を育てる。 

 

■指導計画 
 

1 資料の精読 

・登場人物それぞれがおかれた状況はどうであったか。 

    ・元さんは、なぜ、規則を破ってまで姉弟を入園させたのだろうか。 

    ・姉弟を入園させたことで、どのようなことが起こったか。 

・母親からの手紙はどのような内容だったか。 

    ・懲戒処分の通告はどのような内容だったか。 

    ・二通の手紙を読んだ後、元さんはどのような行動をとったか。 

2 中心発問 1 について考える。 

例「その手紙を元さんは何度も何度も繰り返し読んでいた。」（p.142）のはなぜか? 

3 中心発問 2 について考える。 

例「元さんの姿に失望の色はなかった。それどころか、晴れ晴れとした顔で身の回り 

を片づけ始めたのだった。」（p.144）懲戒処分の通告を受けて、なぜ晴れ晴れとして 

いるのか? 

4 この学習を透して、感じたことや考えたことを発表しあう。 

例・自分が元さんの立場だったなら、このようなとき、どのように対応すると思うか 

について話し合う。 

     ・法やきまりはなぜあるのか、それを破ることでどのような問題が起きるのかにつ 

いて話し合う。 

 5 家族や地域の方々にも学習の内容を説明し、自分の意見を述べ、それらの方々の意見を 

聞いてくる。 

 

【防災教育の視点】 
 

 被災後の生活や、避難所での生活において、他の被災者のことを考えながら、ルールを守っ

て生活していく意識を高める。 
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＜展開例 25＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1・2・3年 特別活動 

「避難所づくり、避難所運営を体験し、避難所生活の課題を検討しよう。」 

 

■単元の目標 
 

・避難所を設置する際の手順や避難所生活の課題を理解し、課題解決に向けて協力して取り組 

む態度を身につける。 
 

■指導計画 
 

1 避難所運営委員会から避難所運営のルールや設置の手順について説明する。 

2 避難所運営委員会の指示で体育館に簡単な避難所を設置する。 

・机や椅子、段ボールなどを使って居住スペースをつくる。 

・さまざまな配慮を必要とする者への配慮スペースを考える。 

・災害備蓄品のチェック、非常時持ち出し品の確認。 

3 参加者の中で避難してくる人と運営する人などの役割分担をする。 

4 避難者の受付作業、情報収集、避難所への誘導、応急手当の方法などを体験する。 

5 いくつかの班に分かれて、避難所生活のシミュレーションをする。 

・避難当日の地震の震度、気象条件、季節、時間、被災状況、避難者の様子等を設定 

して予測される課題をいくつか考え、解決策を検討する。 

   ・防災マップを活用して、予想される被害や課題の解決策を検討する。 

6 全体で課題や解決策、感想などを発表しあう。 

 

【防災教育の視点】 
 

区役所や地域の役員と連携し、中学生としての避難所運営への参加と避難所生活の課題を考 

える。 
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＜展開例 26＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2年 国語 

「視野を広げる～主張文を書く～ 推論と対話で考えを広げる」 p.88～p.93 

 

■単元の目標 
 

・ 自分の立場や考えとともに、それを支える事実や事柄を明らかにして、文章の構成を工 

夫することができる。 

・ 書いた文章を読み合い、互いの主張や表現の仕方について意見を交流して自分の考えを 

広げることができる。 

 

■指導計画 
 

【第 1時】 

交流することで広がった自分の考えを主張文として書くという学習の見通しを立て、p.89 

～p.90 の地震発生時における人々の行動について考える課題について推論させる。 
 

【第 2時】 

1 で考えた地震発生時における人々の行動について自分の考えを広げるために、お互いの 

考えを交流させる。 
 

【第 3時】 

1・2 の学習をもとに、文章構成を工夫しながら、「災害時における行動」について、与え 

られた条件で主張文を書かせる。 
 

【第 4時】 

主張文を読み合い、互いの主張や表現の仕方について意見を交流させる。 

 

【第 5時】 

4 の学習をもとに、単元の目標をふまえ学習全体を振り返らせる。 

 

【防災教育の視点】 

災害時における人々の行動について、その行動のもとになった考えや判断を推論したり、そ

の行動の結果を考え、グループで対話を重ねたりすることで、実際の災害時に自分自身がど

う行動すべきか考えさせる。 
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＜展開例 27＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2・3年 美術 

「情報をわかりやすく伝えよう」 上 p.38～p.39 

 

■単元目標 
 

  非常口の人型を参考に、防災のピトグラムをつくろう 

 

■観点別目標 
 

1 ピトグラムなどの伝達のデザインに関心を持つ。 

2 伝えたい内容を多くの人に伝えることを考えて構想する。 

3 伝わりやすさを考え、形や色の特徴を生かし効果的な表現方法を工夫する。 

4 作品の洗練されたよさや美しさを感じ取り、伝達の観点から生活を豊かにする美術の働 

きを理解する。 

 

■指導計画 
 

 1 ピトグラムの意味を理解し、災害時にどのようなピトグラムがあれば、皆が安全に避難 

することができるかを考える。 

   ・ピトグラムは伝えようとする意味を文字に代わって、視覚的な図で表現した視覚記号 

の一つである。 

   ・国際的な場や公共空間で使用され、言葉の違う人々や文字の読めない子どもたちにも 

直感的に情報を伝えることができる。 

 2 非常口の人型のピトグラムを元に、災害時に瞬時に正確な情報を伝えるピトグラムを構 

想し、アイデアスケッチをする。 

   ・どのような場所で、どういった災害かを視野に入れ、人々が非難の意味を共通に理解 

できるピトグラムの構想を練る。 

 3 どのような形や色を使えば効果的なのかを考え、その特徴を生かした効果的な表現方法 

を工夫し、作品を制作していく。 

 4 作品の洗練された良さを感じ取り、なおかつ、災害時における伝達の観点から見た観賞 

も行い、お互いの作品について観賞する。 

 

【防災教育の視点】 
 

 災害時に効果的なピトグラムを考え、作品を制作していくことで、災害に対する意識を高め 

る。 
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＜展開例 28＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2年 保健体育 

「自然災害による危険」「自然災害による傷害の防止」「共に生きる」 

「応急手当の意義と心肺蘇生」「けがの応急手当」 p.72～p.85 

 

■単元目標 
 

・ 自然災害による危険について理解し、傷害を防止することができるようになること。 

・ 被害の中や避難所生活等において、他の人々と協力してできることを考え、その方法を 

身に付けること。 

 

■指導計画 
 

【第 1 時】 「自然災害による危険」（p.72～p.73）写真などから自然災害による一次被害と二次被 

害について理解する。 

【第 2 時】 「自然災害による傷害の防止」（p.74～p.75）災害時の行動として、屋内外での安全 

の確保や避難場所・避難経路の確認、正しい情報の入手法について確認する。 

【第 3 時】 「共に生きる」（p.76～p.77）被災による心のケアや避難所での生活について考える。 

【第 4 時】 「応急手当の意義と心肺蘇生」（p.78～p.83）応急手当の意義と傷病者が発生した時 

の行動を学び、具体的な手段として心肺蘇生法や AED の使い方などを身に付ける。 

【第 5 時】 「けがの応急手当」（p. 84～p.85）さまざまなけがの応急手当てにについて理解する。 

 

■【第 3時】 
 

1 大地震などの災害が起こると、私たちの生活にはどのような変化が起こるか意見を出し 

  合う。 

 2 災害後の時間の経過と心の状態の変化をグラフで見ながら、心的障害（PDSD など）に 

ついて理解する。 

 3 ストレスをケアする方法について調べ、自分たちにできることは何か話し合う。 

 4 避難所での生活について調べ、避難所での生活を問題なく進めていくために必要なこと 

やどのような支援が必要か話し合う。 

 5 様々な分野からのボランティア活動をあげ、自分たちにできることは何か話し合う。 

ボランティア活動の一例として兵庫県震災・学校支援チーム「EARTH」の活動を紹介す 

る。（読み物） 

 6 災害発生時において、地域コミュニティが果たす役割について理解し、日常的に地域の 

絆を深める活動について話し合う。 

 

【防災教育の視点】 
 

 災害に対する意識を高め、いざという時の対応について考える。 

 



第７章 防災・減災教育モデルカリキュラム 

95 

 

＜展開例 29＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

3年 理科 

「自然が人間の生活におよぼす影響」 p.226～p.241 

 

■単元の目標 
 

日本の自然について、今まで学習してきたことを思い出させ、さらに地域の自然を調査し、

自然からの恩恵と災害についての理解を深めさせる。自然現象の監視や防災・減災などにつ

いても調べ、自然との共生の在り方について考えさせる。 

 

■指導計画 
 

1 地球の表層に生きる人間 

2 自然からの恩恵と自然災害 

① 地震について 

② 火山について 

③ 天気の変化ついて 

 

■【第 2 時】 
 

○自分が住む地域における自然の特徴と生活とのかかわりを調べる。 
 

1 自然の特徴を調べる 

・地形図などをもとに、住んでいる地域の特徴を調べまとめる。 

2 自然からの恩恵を調べる 

・自分が住む地域における自然からの恩恵にはどのようなものがあるか調べまとめる。 
 

地域における自然からの恩恵は、地域の自然の特徴とどのような関係があ

るか。 
 

3 過去の自然災害と防災・減災のとり組みを調べる。 

・過去に地域で起こった地震、火山噴火、台風、洪水などの自然災害を調べる。 
 

地域における過去の自然災害は、地域の自然の特徴とどのような関係があ

るか。 
 

・自然災害から身を守る防災・減災のとり組みや備えについて調べる。 
 

自然災害からの被害を減らし、自然とよりよく共生していくには、どのよ

うなくふうが考えられるか。 

 

【防災教育の視点】 
 

過去の災害と地域の特徴について調べ、防災・減災の手立てを考える。 
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＜展開例 30＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3年 英語 

「Unit 4 “To Our Future Generations”」  p.58~p.67 

 

■単元の目標 
 

・ 疑問詞+to+動詞の原形、It is …(for+（人）)+to+動詞の原形、want+（人）+to+動詞の原形など 

の新出文法を理解させること。 

・ 避難訓練、震災に関する記事を読み、内容を理解し、自らの意見を英語で話せるようになること。 

 

■指導計画 
 

【第 1時】 

1 疑問詞+to+動詞の原形の文の構造を理解させる。 

2 緊急事態が起きた時、この学校ではどうすればよいのか考えさせる。また私たちの学校ではどう 

すればよいのか考えさせ、意見を発表させる。 
 

【第 2時】 

1 It is …(for+（人）)+to+動詞の原形の文の構造を理解させる。 

2 咲が重要だと思っているのは、どんなことなのかを考え、意見を発表させる。 
 

【第 3時】 

1 東日本大震災について知っていることについて話し合わせる。 

2 本文を読み、Q&Aに答えて内容を理解させる。 

3 コラムを読み、さらなる理解を図る。 
 

【第 4時】 

1 want+（人）+to+動詞の原形の文の構造を理解させる。 

2 本文を読み、Q&Aに答えて内容を理解させる。 

3 前時及び本時のRead and Thinkを通して、災害の記憶を引き継いでいくためにどのようなこと 

ができるのかを考えさせ、意見交換をさせ、発表させる。 
 

【第 5時】 

1 Activity 1の Listening活動を通して、さらなる理解を深めさせる。 

2 Activity 2 の「友達とたずね合おう」や「自分のことについて書こう」を通し、この Unitで学んだ 

文法事項の定着を図る。 

 

【防災教育の視点】 
 

災害発生時における対応とともに、災害の記憶を引き継ぐために何ができるかを考えさせる。 
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実践事例１ 

１．対象・・・幼稚園 

２．指導計画作成にあたっての留意点 

  幼児期の発達に合わせて、恐怖心をもたせることのないように配慮し、幼児一人一人が落ち着いて安 

全に行動できるように、具体的な行動の仕方を理解させるように工夫する。 

３．目標 

○ 地震のときに起こりうる事態を具体的に知り、どのようにしたらよいかを知る。 

○ 大人の指示をしっかり聞き、行動できるようにする。 

○ 危険な状態を発見したときは、身近な大人に速やかに伝えることができるようにする。 

４．関連領域   健康、人間関係、環境、言葉 

５．指導計画（指導の流れ） 

幼児の主な活動 援助及び指導上の留意点 

１.命の大切さ、友達と仲良く遊ぶ楽しさなどを話

し合う 

○自然の大きさ、美しさ、不思議さ。 

○友達と楽しく生活したこと。 

○身近な動植物とのふれあい体験による、生命の 

尊さへの気付き。 

 

 

・日頃の保育活動の中で、十分に体験させておく

ことが大切である。 

２.地震が起こったらどうなるの 

○地震について知っていることを話し合う。 

○地震についての話を聞く。 

 

・経験したことやテレビで見たことをもとに話し

合うようにする。 

・恐怖心を与えないようにする。 

・絵本や紙芝居、ビデオなど発達段階にあった資

料を活用する。 

３.地震が起こったらどうしたらいいの 

○保育室や園庭など園内の危険な箇所について

考える。   

・落下物   ・転倒の危険   

・倒壊の危険  等 

○避難の仕方を考える。   

・一時退避場所、方法   

・避難経路  ・避難の時の態度   

・危険な状況を見つけた時の対応  等 

 

・様々な危険について、具体的に確認しながら考

えるようにする。 

・保育室、園庭、遊戯室などそれぞれで具体的に

してみるようにする。 

・落下物などに気を付け、頭を保護するようにす

る。 

・指示を聞くことが大切だと知らせる。 

・落ち着いて行動することが大切であることを知

らせる。 

４.家の人とも話してみよう ・防災指導をした日は、お迎えのときなどに、内

容を保護者に伝え、家でも子どもの話を聞き、

話し合って、地震が起こったときにどうしたら

いいか考えてもらう。 

 

防災・減災教育（避難訓練を含む）実践事例 
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実践事例２ 

幼稚園 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午前○時○分に強い地震が発生。各クラスとも保育室でクラスの活動をしている。保

育室から安全な場所へ避難する必要がある。 

ねらい ・地震のときに起こりうる事態を具体的に知り、大人の指示をしっかり聞き、行動で

きるようにする。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地震について話し合う。 

・幼児が知っていること。 

・地震についての話をする。 

・保育室や園庭など園内の危険な個所につい

て考えるようにする。 

  （落下物、転倒の危険、倒壊の危険等） 

 

○避難訓練について話し合い、以下のような点

を確認する。 

・頭を保護するために、小さくなって頭を守

る。 

・揺れがおさまるまで待つ。 

・しっかり話を聞く。 

・避難の合図の音を聞き、上靴のままで避難

する。 

・本日行うのは訓練であることを伝える。 

 

・経験したことやテレビ等で見た

ことをもとに話し合えるように

する。 

・恐怖心を与えないようにする。 

・絵本や紙芝居、ビデオなど発達

段階にあった資料を活用する。 

 

・頭を保護し、指示があるまで待

つことを知らせる。 

・「おさない・はしらない・しゃべ

らない」（お・は・し）を守って

避難できるようにする。 

・配慮を要する幼児の避難方法に

ついては、教職員間で十分に共

通理解をはかる。 

２．地震の発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．避難の合図

（放送） 

 

 

○指示 

 「しずかに」 

「おちついて」 

「小さくなって頭を手で守りましょう」 

 

○措置 

 ・出入り口を開ける。 

 ・電源を切る。 

 ・ガスの元栓を閉める。（冬季） 

 

○指示 

 「けがはありませんか」 

 「今から園庭に避難します」 

 「上靴のままで避難します」 

・大きな声ではっきりと指示する。 

・幼児の行動を把握し、落ち着か 

せる。 

 

 

・頭部の安全について指示をし、

特に窓やピアノ、棚の近くの幼

児には、保育室の真ん中に寄る

ように指示する。 

 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護するものが身近にあれ

ば活用する。 

・避難方法を明確に指示する。 
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４．人員確認 

 

 

５．まとめ 

 「廊下に静かに並びましょう」 

「頭の上に気をつけて、走らないで先生の後

についてきなさい」 

※火災発生時 

「口と鼻をハンカチで覆って避難しなさい」 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

○園長先生の話 

 

・隣接のクラスと協力して、素早

く安全に避難できるようにす

る。 

・人員確認を行い、保育室に誰も

残っていないか確認する。 

 

・担任は人員確認を行い、速やか

に本部に報告する。 

  

・良かった点や注意する点等、話

をする。 

 

《その他の留意点》 

○ 建物崩壊・倒壊などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画を立てて 

実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、１月１７日「防災とボランティアの日」の行事などの関連及び地域の 

取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 災害時における幼児の心身のケアについて事前に研修を行っておく。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておく。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざというときの心構えについて確認しておくことの大切さを啓発 

  していく。 
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実践事例３ 

幼稚園 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午前○時○分（好きな遊びをしている時）に強い地震が発生。安全な場所へ避難する必

要がある。 

ねらい ・ 地震のときに起こりうる事態を具体的に知り、大人の指示をしっかり聞き、行動で

きるようにする。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地震について話し合う。 

 ・幼児が知っていることを伝え合う。 

 ・地震についての話をする。 

 ・保育室や園庭など園内の危険な個所につ

いて考えるようにする。 

  （落下物、転倒の危険、倒壊の危険等） 

 

○避難訓練について話し合い、以下のような

点を確認する。 

・室内で活動していた場合、電灯、ピアノ､

窓から離れる。 

・園庭で活動していた場合、樹木や建物か

ら離れる。 

・揺れがおさまるまで、姿勢を低くして頭

を守って待つ。 

・避難の合図の音を聞き、室内にいた場合

は上靴のままで避難する。 

・近くにいる先生の話をしっかり聞く。 

・本日行うのは訓練であることを伝える。 

・経験したことやテレビ等で見たことを 

もとに話し合うようにする。 

・恐怖心を与えないようにする。 

・絵本や紙芝居、ビデオなど発達段階に

あった資料を活用する。 

・頭を保護し、指示があるまで待つこと

を知らせる。 

・場所によって、避難の仕方が異なるこ

とを、確認する。 

・「おさない・はしらない・しゃべら・

ない」（お・は・し）を守って避難す

る。 

・配慮を要する幼児の避難方法について

は、教職員間で十分に共通理解をはか

る。 

２．地震の発

生 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．避難の合

図（放送） 

○指示 

 「しずかに」 

「おちついて」 

「小さくなって頭を手で守りましょう」 

○措置（室内） 

 ・出入り口を開ける。 

 ・電源を切る。 

 ・ガスの元栓を閉める。（冬季） 

 

 

○指示 

 「けがはありませんか」 

・近くにいる幼児に対して大きな声では

っきりと指示する。 

・幼児の行動を把握し、落ち着かせる。 

・頭部の安全について指示する。 

・室内にいる幼児には、窓やピアノ、棚

の近くから離れ、保育室の真ん中に寄

るように指示する。 

・園庭にいる幼児には、建物や木のそば

から離れ、まわりに何もないところに

移動するよう指示する。 

（室内） 

・避難方法を明確に指示し、近くの幼児
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４．人員確認 

 

 

 

５．まとめ 

 

 

 

 

 

 「今から園庭に避難します」 

 「上靴のままで避難します」 

 「廊下に静かに並びましょう」 

「頭の上に気をつけて、走らないで先生の

後についてきなさい」 

「園庭の真ん中に集まりなさい」 

※ 火災発生時 

「口と鼻をハンカチで覆って避難しなさ

い」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

○係の話 

・避難時の行動の態度や避難の所要時間につ

いて話をする。 

 

 

○園長先生の話 

を素早く安全に避難させる。 

（園庭） 

・各保育室の子どもの状況を確認しなが

ら、園庭へと避難させる。 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護するものが身近にあれば活用

する。 

・教師間で協力して、素早く安全に避難

する。 

・先に避難してきた子どもから、組ごと

に並べるように誘導する。 

・それぞれの幼児の行動範囲を把握して

おき、特に、室内に残っている幼児が

いないか確認する。 

・人員確認を行い、園舎裏など死角にな

るところや保育室に、誰も残っていな

いか確認する。 

 

・担任は人員確認を行い、速やかに本部

に報告する。 

  

 

・全幼児の安全確認を行い、「おさない・

はしらない・しゃべらない」が守れた

か、安全に気を付けて避難できたかな

どについて話をする。 

 

・良かった点や注意する点等、話をする。 

《その他の留意点》 

○ 幼児の好きな遊びの場所や行動範囲を把握しておくとともに、幼児には、担任の教師だけでなく、 

  園のすべての職員の指示を聞いて行動できるように指導しておく。 

○ 建物崩壊・倒壊などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画を立て 

  て実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、１月１７日「防災とボランティアの日」の行事などの関連及び地 

  域の取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 災害時における幼児の心身のケアについて事前に研修を行っておく必要がある。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておく必要がある。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざというときの心構えについて確認しておくことの大切さを啓 

  発していく。 
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実践事例４ 

幼稚園 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午前○時○分（好きな遊びをしている時）に強い地震が発生。地震による津波発生の可

能性があり、安全な場所へ避難する必要がある。避難した場所に保護者に引き取りにき

てもらう。 

ねらい ・地震のときに起こりうる事態を具体的に知り、大人の指示をしっかり聞き、自分で判

断して行動できるようにする。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地震の発

生（放送） 

 

○保護者に対して○時に強い地震が発生した

と想定して、引き取り訓練をすること、ま

た徒歩で安全な道を通って帰宅することを

伝える。 

○地震について話し合う。 

 ・幼児が知っていることを伝え合う。 

 ・地震についての話をする。 

 ・保育室や園庭など園内の危険な個所につ

いて考えるようにする。 

  （落下物、転倒の危険、倒壊の危険等） 

 

○避難訓練について話し合い、以下のような

点を確認する。 

 ・室内で活動していた場合、電灯、ピアノ､

窓から離れる。 

・園庭で活動していた場合、樹木や建物か

ら離れる。 

・揺れがおさまるまで、姿勢を低くして頭

を守って待つ。 

・しっかり話を聞く。 

 

 

・避難の合図の音を聞き、室内にいた場合

は上靴のままで避難する。 

・本日行うのは訓練であることを伝える。 

 

○指示 

 「あわてず、おちついて」 

 「安全な場所で、小さくなって手で頭を守

りましょう」 

 

 

 

 

・経験したことやテレビ等で見たことを

もとに話し合うようにする。 

・恐怖心を与えないようにする。 

・絵本や紙芝居、ビデオなど発達段階に

あった資料を活用する。 

 

 

・場所によって、避難の仕方が異なるこ

とを、確認する。 

・頭を保護し、指示があるまで待つこと

を知らせる。 

・「おさない・はしらない・しゃべら・

ない」（お・は・し）を守って避難す

ることを認識させる。 

・配慮を要する幼児の避難方法について

は、教職員間で十分に共通理解をはか

る。 

 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護するものが身近にあれば活用

する。 
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 「揺れがおさまるまで待ちましょう」 

○措置 

 （室内） 

 ・出入り口を開ける。 

 ・電源を切る。 

 ・ガスの元栓を閉める。（冬季） 

３．避難の合

図（放送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．人員確認 

 

 

 

 

５．津波警報

の発令 

（二次避難） 

 

 

 

 

 

 

 

６．人員確認 

 

 

○指示 

 （室内） 

「揺れがおさまりました。園庭に避難しま

す」 

 「帽子をかぶり、上靴のままで避難します」 

 「頭の上に気をつけて、走らないで園庭に

集まり、組ごとに並びましょう」 

 （園庭） 

 「揺れがおさまりました。組ごとに並びな

さい」 

※ 火災発生時 

「口と鼻をハンカチで覆って避難しなさ

い」 

 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

 

○指示 

 「津波警報が発令されました」 

 「今から○○小学校へ避難します」 

「頭の上に気をつけて、走らないで先生の

後についてきなさい」 

 

 

 

 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

・避難方法を明確に指示し、近くの幼児

を素早く安全に避難させる。（室内） 

・各保育室の子どもの状況を確認しなが

ら、園庭へと避難させる。（園庭） 

・先に避難してきた子どもから誘導し、

組ごとに並べるようにする。 

・それぞれの幼児の行動範囲を把握して

おき、特に、保育室内に残っている幼

児がいないか確認する。 

・人員確認を行い、園舎裏など死角にな

るところや保育室に、誰も残っていな

いか確認する。 

・二次避難の場の表示を園外から見える

位置に掲示する。  

 

・担任は人員確認を行い、速やかに本部

に報告する。 

 

 

 

・津波警報が発令されたことを知らせ

る。 

・二次避難することを伝え、組ごとに、

二次避難場所へ避難する。 

・地震発生時と同じように、「おさない・

はしらない・しゃべらない」（お・は・

し）を守って避難する。 

・余震の発生の可能性もあるので、移動

中も頭上に気を付けさせる。 

 

・担任は人員確認を行い、速やかに本部

に報告する。 
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７．まとめ 

 

○係の話 

・運動場に移動させる。 

・避難時の行動の態度や避難の所要時間につ

いて話をする。 

 

○地域防災リーダーや消防署の話 

 

 

 

 

 

 

○園長先生の話 

 

・全幼児の安全確認を行い、「おさない・

はしらない・しゃべらない」が守れた

か、安全に気を付けて避難できたかな

どについて話をする。 

 

・地域防災リーダーや消防署の方に、大

阪市で予想される地震や津波、大きな

地震が発生したときの状況、その後の

生活について等話していただく。ま

た、日常から気を付けておくことにつ

いても話していただく。 

 

・良かった点や注意する点等、話をする。 

８．保護者に

よる引き取

りを行う。 

 

 

 

９．保護者の

迎えのない

幼児を把握

し園に戻る。 

○保護者を誘導し、名簿に記入するとともに

幼児の名前を呼び、一人ずつ確実に引き渡

すようにする。 

・名前を呼ばれるまで座って待つ。 

・保護者と手をつないで降園する。 

 

○周囲の情報収集をする。 

・担任と一緒に園に戻る。 

・引き渡した時刻を名簿に記入する。 

・引き渡しが終了した担任は、本部に報

告する。 

 

 

 

・幼児が不安にならないよう配慮しなが

ら、園に戻る。 

《その他の留意点》 

○ 建物崩壊・倒壊などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画を立てて 

実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、１月１７日「防災とボランティアの日」の行事などの関連及び地域 

の取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 普段から、幼児の好きな遊びの場所や行動範囲を把握しておくとともに、幼児には、担任の教師だけ 

でなく、園のすべての職員の指示を聞いて行動できるように指導しておく。 

○ 災害時における幼児の心身のケアについて事前に研修を行っておく。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておくとともに、保護者には、普段から安全な通園路を確認 

するように啓発しておく。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざというときの心構えについて確認しておくことの大切さを啓発 

していく。 
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実践事例５ 

１．対象・・・ 小学校 低学年 

２．指導計画作成にあたっての留意点 

  小学校低学年においては、地震などの災害に関わる基本的な知識を身に付けるとともに、地震が発生 

したときに、教員や保護者など近くの大人の指示に従うなどして適切な行動がとれるよう、避難訓練 

において、災害に応じた行動の仕方を身につけ、安全に避難できるようにすることが大切である。 

３．目標 

○ 地震が発生したときに、教員や保護者など近くの大人の指示に従うなどして適切な行動ができるよう 

にする。 

○ 地震のときに起こりうる事態を具体的に知り、どのようにしたらよいかについて知る。 

○ 危険な状態を発見したときは、身近な大人に速やかに伝えることができるようにする。 

４．関連教科等  特別活動 

５．指導計画（指導の流れ） 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科等との関連） 

１．地震について話し合う。 

 ・地震 

・地震による被害 

 

・地震について知っていることを出せるようにす

る。 

・地震による二次災害として火災が発生すること

やこれまでの地震で多くの人が犠牲になったこ

とを知らせる。 

２．地震や地震による火災から身を守るための行

動について考える。 

○電燈などの落下物や家具などの転倒物から身を

守る 

○地震により火災が発生するのを防ぐ 

○避難するときに､散乱したガラスなどから身を

守る 

○家などが倒壊する危険から身を守る 

 

 

・地震発生時の状況や地震によってどのような状

況が起こるのかについて具体的に知らせ、どの

ような行動が適切なのかを考えられるようにす

る。 

・考えた行動を自分ひとりでできるかどうかにつ

いて考えるようにさせ、大人がいる場合は、大

人の指示をしっかりと守って行動することが大

切であることに気付けるようにする。 

３．避難訓練をする。 

○集団での避難行動の中で大切な｢お・は・し｣の

約束事について考える。 

・おさない 

・はしらない 

・しゃべらない         等 

○避難訓練をする。 

 

 

 

・事前指導を十分に行い、事後指導の中で教師の

指示を守れたか、落ち着いて約束事を守って避

難できたかについて振り返られるようにする。 

 

 

・児童の様子を常に把握し、様々な危険について、

具体的に確認しながら訓練を行うことができる

ようにする。 
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○消防署の人や地域防災担当の方のお話を聞く。 

 

・事前に話し合った約束事を守れたかについて事

後指導をするとともに、消防署や地域の防災担

当者の方の講話から、避難時の課題や日頃から

気をつけておくことを考えることができるよう

にする。 

４．家の人とも話してみよう 

○家族で話し合ったことを出し合い、家でできる 

避難の仕方や事前の備えについて話し合う。 

 

・学級だよりや学年だよりなどで、防災指導や避

難訓練について保護者に知らせ、家庭において

も、地震が起こった場合についてどのようにし

たらよいのかについて子どもと話し合うように

働きかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７章 防災・減災教育モデルカリキュラム 

107 

 

実践事例６ 

１．対象・・・ 小学校 低学年 

２．指導計画作成にあたっての留意点 

  小学校低学年においては、地震などの災害に関わる基本的な知識を身に付けるとともに、地震が発生 

したときに、教員や保護者など近くの大人の指示に従うなどして適切な行動がとれるよう、避難訓練 

において、災害に応じた行動の仕方を身に付け、安全に避難できるようにすることが大切である。 

３．目標 

○ 地震が発生したときに、教員や保護者など近くの大人の指示に従うなどして適切な行動ができるよう 

にする。 

○ 地震のときに起こりうる事態を具体的に知り、どのようにしたらよいかについて知る。 

○ 危険な状態を発見したときは、身近な大人に速やかに伝えることができるようにする。 

４．関連教科等  特別活動 

５．指導計画（指導の流れ） 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科等との関連） 

１．地震について話し合う 

 ・地震 

・地震による被害 

・二次災害（津波・火災）による被害 

・避難方法  

 

・地震について知っていることを出せるようにす

る。 

・地震による二次災害として火災や津波が発生す

ることやこれまでの地震で多くの人が犠牲にな

ったことを知らせる。 

２．地震や地震による火災から身を守るための行

動について考える。 

○ドアが変形して閉じ込められないようにドアを

開ける。 

○電燈や家具、飛散したガラスから身を守るため

机の下に隠れる。 

○地震により火災が発生するのを防ぐためガスの

元栓をしめる。 

 

 

・地震発生時の状況や地震によってどのような状

況が起こるのかについて具体的に知らせ、どの

ような行動が適切なのかを考えられるようにす

る。 

・考えた行動を自分ひとりでできるかどうかにつ

いて考えるようにさせ、大人がいる場合は、大

人の指示をしっかりと守って行動することが大

切であることに気付けるようにする。 

３．避難訓練をする 

○集団での避難行動の中で大切な｢お・は・し・も｣

の約束事について考える。 

・おさない 

・はしらない 

・しゃべらない 

・もどらない          

 

 

○地震による火災が発生したと仮定して二次避難

 

・事前指導を十分に行い、事後指導の中で教師の

指示を守れたか、落ち着いて約束事を守って避

難できたかについて振り返られるようにする。 

 

・児童の様子を常に把握し、様々な危険について、

具体的に確認しながら訓練を行うことができる

ようにする。 

 

・火災がひどくなった場合、学校の運動場ではな
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を行う。（近くの公園や神社など） 

 

 

 

○消防署の人や地域防災担当の方のお話を聞く。 

く、近くの公園や神社に二次避難することを知

らせる。 

・逃げ遅れた児童がいないか人員確認をし、本部

に連絡をする。 

・事前に話し合った約束事を守れたかについて事

後指導をするとともに、消防署や地域の防災担

当者の方の講話から、避難時の課題や日頃から

気を付けておくことを考えることができるよう

にする。 

４．家の人とも話してみよう 

○家族で話し合ったことを出し合い、家でできる 

避難の仕方や事前の備えについて話し合う。 

・学級だよりや学年だよりなどで、防災指導や避

難訓練について保護者に知らせ、家庭において

も、地震が起こった場合についてどのようにし

たらよいのかについて児童と話し合うように働

きかける。 
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実践事例７７６ 

１．対象・・・小学校 中学年 

２．指導計画作成にあたっての留意点 

小学校中学年では、地震のときに起こる様々な危険について知り、自ら安全な行動ができるようにす 

ることが大切である。そのため、地震の際の危険について、学校周辺や地域の特性や実態をもとに考 

えさせ、避難訓練において、具体的な行動場面に潜む危険を考慮して、安全に行動できるようにする 

ことが必要である。また、地域防災リーダーの方の話を聞いたり、消防署等を見学し、消防士の話を 

聞いたりすることで、地域防災リーダーや消防士の役割や願いについて理解できるようにすることも 

大切である。 

３．目標 

○ 今後起こるであろうと予測されている南海地震をはじめとする地震による災害について知るとともに、 

身の安全を守るために自分や家族がするべきことについて理解する。 

○ 地震のときに起こる様々な危険について知り、自ら安全な行動ができるようにすることができるよう 

にする。 

○ 地震等の災害から人々の安全を守る体制が地域にあり、それらの関係者や従事している人々の役割や 

願いを知り、今後の生活の中で生かしていこうとする態度を身に付ける。 

４．関連教科等  社会科、特別活動 

５．指導計画（指導の流れ） 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科との関連） 

１．地震や地震による火災から身を守るための行

動について話し合う。 

・地震発生時の状況や地震によってどのような状

況が起こるのかについて、写真などの資料を用

いて具体的に知らせ、適切な行動について考え

られるようにする。 

２．避難訓練をする。 

○想定された地震発生状況での避難訓練をする。 

 

・これまでの学習や避難訓練の経験からどのよう

なことが大切なのかを確認し、訓練できるよう

にする。 

３．想定以外の場面で地震が発生した場合、どの

ような行動をとればよいかについて考える。 

・自宅にいるときに地震が発生した場合、登下校

時に発生した場合など、具体的に場面を想定し

て、避難の方法について考えられるようにす

る。 

４．地域防災リーダーの方の話を聞く。 

・大阪市で予想される地震 

・大きな地震が発生した場合の状況 

・大きな地震が発生した後の生活 

・地域防災リーダーの方をゲストティーチャーと

して迎え、大阪市で予想される地震や､大きな

地震が発生した場合の状況、その後の生活等に

ついて話をしていただくようにする。 

５．消防署の見学、体験学習をする。 

○地震による火災の危険について 

○けむり体験、消火活動体験など 

 

 

・地震による火災から身を守るためにどのような

ことが大切かについて、見学や体験学習を通し

て、考えられるようにする。 
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６．自分たちの生活の中でできる地震に対する備

えについて考える。 

・これまでの学習を振り返り、地震のために自分

たちができることや家族としての備えについ

て考えられるようにする。 
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実践事例８ 

１．対象・・・小学校 高学年 

２．指導計画作成にあたっての留意点 

  小学校の高学年においては、地震や地震による二次災害の危険を理解し、安全な行動ができるように 

するとともに、自分の安全だけでなく他の人々の安全にも気配りができるようにすることが大切であ 

る。そのためには、大きな地震時の状況を実感として受け止めさせるとともに、地震により発生する 

二次的な災害（火災等）が発生する仕組みについても十分に理解させる必要がある。また、大きな地 

震後の収容避難所での生活について理解するとともに、もしもの避難生活のときに自分たちができる 

ことを考えさせる必要がある。指導にあたっては、防災センターでの地震体験学習や貯蔵食料を実際 

に食す体験等を学習の中に位置付けたり、課外においては、地域の防災訓練に参加させたりすること 

も重要である。 

３．目標 

○ 今後起こるであろうと予測されている南海地震をはじめとする地震による災害について知るとともに、 

身の安全を守る「自助」のために自分たちがするべきことについて理解する。 

○ 地域防災訓練や体験学習を通して、災害時に適切に対処できる能力を育てるとともに、防災・減災に 

  は人々の助け合い「他助、公助」が不可欠であることを知る。 

○ 家庭、地域で生活することを再認識するとともに、これからの生活の中で自分ができることを考え、 

  実践していく態度を身に付ける。 

４．関連教科等  理科、社会科、家庭科、保健、特別活動、総合的な学習の時間 

５．指導計画 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科との関連） 

１．わたしたちの大阪市と地震 

○大阪市や大阪市付近を襲った過去の地震につ

いて調べる。 

 

 

○地震のメカニズムについて調べる。 

 

 

 

 

○地震を体感する。   

・阿倍野防災センターでの体験学習 

 

 

 

○大阪市で予想される地震について調べる。 

 

 

 

・インターネットで調べたり、家の人に過去の震

災の話を聞いたりし、震災の事実だけでなく、

その震災のときの様子についても調べられる

ようにする。（社会科） 

・地震のメカニズムについて調べられるようにす

る。（理科）   

インターネット   

子ども技術白書Ⅶ「指令！地震災害を究明せ

よ」の活用 

・地震について十分に体感できるように阿倍野防

災センターと打合せをし、見学させる。 

起震機での地震体験  

地震発生時の行動体験  

消火器の使い方体験 

・予想される震災の大きさや被害状況予測をもと

に話し合い、身の安全を守ることの大切さにつ

いて理解を図る。 
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○家庭や学校、地域における防災の取り組みにつ

いて調べる。 

 ・家庭 ・学校 ・地域 

 

・家庭や学校、地域でどのような準備をしている

かを調べ、今後の学習（避難訓練など）に取り

組むことができるようにする。 

２．災害が発生した場合に備えること 

○避難訓練を実施する。   

・避難訓練の留意点について   

・消防署員や地域の防災リーダーからの話 

 

 

 

 

○避難所での生活を考える。   

・避難生活の様子を映像から 

・非常食を食べるなどの体験から   

・避難している人々の思いから 

 

・避難訓練が形骸化しないように、事前に地震発

生時や避難時の留意点について話し合えるよ

うにする。 

・自分たちの避難の様子について振り返るととも

に、消防署員などの関係者から話を聞き、避難

時の自分たちの課題について把握できるよう

にする。 

・避難後の生活について映像などから想像させ、

避難生活の不便さや苦労について理解できる

ようにする。 

・アルファ米、ハイゼックス米、乾パンなどの非

常食を食すことにより、避難生活の不便さを実

感できるようにする。（家庭科） 

・避難生活の不便さだけでなく、避難している

人々の復興への思いについて考えられるよう

にする。 

３．わたしたちにできること 

○これからわたしたちにできることについてま

とめ、発表する。（３時間）   

・我が家の防災について 

・地域防災訓練への参加について 

・避難生活を強いられたときの自分の行動につ

いて   

・将来の災害ボランティア活動への参加につい

て 

 

・今までの学習を振り返り、防災・減災のために

自分たちができることを話し合えるようにす

る。 

・家庭や地域の方に来ていただき、発表を聞いて

もらって、防災・減災について連携を図ること

ができるようにする。 
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実践事例９ 

１．対象・・・中・高学年 

２．単元名 「安心・安全まちづくり ～守ろう命 考えよう防災～」（総合的な学習の時間） 

３．単元の概要 

①単元の目標   

 東日本大震災について学んだことをもとに、自分の生活を見直し、防災意識を高め、安心・安全な 

まちづくりのために実践しようとする。 

②単元で育てようとする資質や能力及び態度 

 ［学習方法に関すること］ 

  ア 東南海地震が起こるだろうと予想される状況の中から防災にかかわる課題を発見し設定する。 

  イ 課題解決をめざして見学したり調べたりしたことをもとに考える。 

 ［自分自身に関すること］ 

  ウ 防災意識を高め、自分や家族の安全な生活のあり方を意識し、実践する。 

 ［他者や社会とのかかわりに関すること］ 

  エ 地域の方や友達、家族の考えを受け入れ、地域社会の中での自分の安心・安全な生活のあり方を 

考える。 

 ③単元で学ぶ内容 

  ア 津波・高潮についての科学的な理解 

  イ 自分たちにできる災害への備え 

４．単元の評価規準                                 

評価の 

観点 

学習方法 自分自身 
他者や社会とのかか

わり  

課 題 設 定 思 考・分 析 自 己 理 解 他 者 理 解 

単元の 

評価規準 

①東日本大震災の学

習をもとに、東南海地

震が起きた場合の自

分の町の状況を考え、

安全を守るための学

習活動を構想し、課題

を設定している。 

［②－ア、③－ア］ 

 

②自分の防災意識を

見つめ直し、安全を守

るための学習計画を

立てている。 

［②－ア、③－イ］ 

①わたしたちの町の

震災被害を調べたり、

防災施設を見学した

りしながら、防災の大

切さについて考えて

いる。 

［②－イ、③－ア］ 

 

②避難方法を想定し

たり、自分の町の防災

マップを作ったりし

ながら安心・安全な生

活について考えてい

る。 

［②－イ、③－イ］ 

①調べたり見学した

りする活動を通して、

学んだことを振り返

り、防災意識を高めて

いる。 

［②－ウ、③－ア］ 

 

②「自分にできる避難

計画」を考え、自分や

家族の安全な生活の

あり方を意識し、実践

しようとしている。 

［②－ウ、③－イ］ 

①聞き取りや見学を

通して、友達や地域の

方などの考えや意見

などを積極的に取り

入れている。 

［②－エ、③－ア］ 

 

②友達や家族の考え

を受け入れ、自分の町

での安心・安全な生活

のあり方を考えてい

る。 

［②－エ、③－イ］ 
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５．活動の流れ （全 25 時間） 

第１次 もしも大きな地震が起きたら・・・（3 時間） 

目標 わたしたちの町を防災の視点から見つめ直し、追究する課題をもつことができるようにする。 

第２次 防災の施設について調べよう。（10 時間） 

目標 防災施設を見学し、災害に備えることの大切さを理解することができるようにする。 

主な学習活動  指導上の留意点 評価規準（方法） 

 

 

○大きな地震が起きたら、わたしたちの町

はどうなるでしょう。 

・古い家が多いから、町がつぶれる。 

・阪神大震災の時のように、高速道路が

倒れるかもしれない。 

・地震の後、火事になるかもしれない。 

・海が近いから津波が来るかもしれない

よ。 

 

 

○これまでにわたしたちの町で起きた地震

や津波ついて調べよう。 

・身近な人に聞いてみよう。 

・図書館で調べよう。 

 

 

○わたしたちの町が受けた被害について調

べたことを報告し合う。 

・昔から津波や高波の被害が多かったん

だね。 

・わたしたちは、どのようにして町や命

を守ればいいのだろう。 

 

 

・図書館の資料を借り出しておき、効

率よく調べられるようにしておく。 

・東日本大震災など過去の大震災の被

害についての知識をもとに、わたし

たちの町はどのような被害を受ける

のか想像させ、学習への意識を高め

る。 

 

 

 

 

・阪神大震災については家族や身近な

人から聞き取らせ、取材ノートに記

録できるようにする。 

・図書館の資料を活用し調べるように

する。 

・阪神大震災や過去の大地震の被害状

況がわかる資料を準備し、補助資料

として活用できるようにする。 

・聞き取りや過去の実際の資料をもと

に、自分たちの町を防災の視点から

見つめなおさせ、防災について追究

しようとする意識を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思① 

製作物による評価 

他① 

製作物による評価 

課① 

行動観察による評

価 

主な学習活動 指導上の留意点 評価規準（方法） 

 

 

○防災施設（防災センター・津波高潮ステ

ーション）に見学に行こう。 

・防潮扉を閉める体験をする。 

・大きな台風がきた時の大きな被害につ

いて知る。 

 

 

・防災施設の見学を通して、水害から

町を守るための施設や、いろいろな

工夫を知ることができるようにす

る。 

・被害を最小限に食い止めるために、

 

 

思① 自① 

製作物による評

価 

 

 

もしも地震が起きたら、わたしたちの町はどうなるだろう 

わたしたちの町が受けた被害について調べよう 

防災施設を見学しよう 
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第３次 わたしたちの町の防災計画を立てよう（12 時間） 

  目標 わたしたちの町の防災計画を立て、安心・安全な町づくりや生活について考えることができるよ 

うにする。 

 ・過去の地震と津波について知る。 

・防災グッズについて知る。 

 

 

○防災施設で教えていただいた防災グッズ

を作ってみる。 

・ダンボールとビニル袋と古新聞で簡易

トイレができたよ。でも、落ち着いて

用が足せないな。 

・大きなビニル袋の中に古新聞を入れる

と布団ができたけれど、冬は寒いだろ

うな。 

科学的な取り組みが行われているこ

とに気付けるようにする。 

 

 

・身近な材料を用いて防災グッズを作

ることができるが、実際用いるとき

には、不便であったり、不自由を感

じたりするだろうということを考え

られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

思① 

行動観察による

評価 

 

主な学習活動 教師のコーディネート 評価規準（方法） 

○家族や町の人のために役立つ、防災計画

を立てようとする意欲をもたせる。 

・大きな災害が起きたら、どこへ、どの

ようにして避難すればいいだろう。 

・家族と一緒に安心して暮らすには、ど

うすればいいのだろう。 

 

 

 

 

○津波が来たらどこに避難したらよいか話

し合う。 

・学校にいる時、家にいる時、どこに行

けばいいのかを考える。 

・高い所に避難しないといけないことに

気付く。 

 ・どこに高い建物があるのか調べてみ 

よう。 

○実際に避難してみよう。 

・教室から講堂の上に避難してみよう。 

・家から高い建物まで避難してみよう。 

・家の周りに防災に関係する設備を見つ

けたよ。 

・これまでの学習を振り返り、自分や

家族、町の人の安心・安全な生活に

ついて考えられるようにする。 

・学校での避難訓練の学習をもとにし

て、家族や町の人のために役立つマ

ップや避難計画を立てることを確認

するようにする。 

 

 

 

・校区地図を活用し、防災施設で学習

したことをもとに、地域にある高い

建物を避難場所として想定するよう

にする。 

    

 

 

 

・実際に体験することで、避難に必要

な時間や、避難経路や避難場所での

留意点、危険な箇所について知るこ

とができるようにする。 

 

課② 

制作物による評

価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災グッズを作ってみよう 

自分たちで避難訓練をしよう 
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○家の周りにある防災設備について調べ

る。 

 

 

 

 

○調査した事柄をもとに、自宅やその周辺

の防災用施設や設備、避難に適した場所

などをマップに書き込み、防災マップを

仕上げる。 

 

 

 

○自分や家族の行動計画を立てる。 

 ・自宅周辺の危険な場所について確認す

る。 

 ・家族と待ち合わせする場所を決める。 

 ・避難経路を決める。 

 

○家族で「防災会議」を開く。 

 ・避難場所や避難経路を確認する。 

 ・マップや避難計画について家族の意見

を聞く。 

 

 

 

○家庭での「防災会議」で話し合ったこと

や気付いたことなどを報告し合う。 

 

 

 

○家族での話し合いをもとに、防災マップ

や避難計画を修正する。 

 

 

○安心・安全な町作りのため、自分自身も

町の一員として、できることを話し合う。 

 

 

・住んでいる地域ごとにグループを編

成する。 

・地域防災リーダーの話を聞くことで

地域の防災計画について知ることが

できるようにする。 

 

・校区を超えた生活圏も含めて実地調

査したことをマップにまとめること

で、地域の状況や課題、よりよい避

難の仕方について情報交流できるよ

うにする。 

 

 

・自分の家族にとって必要な避難の条

件を考えるようにし、それぞれの家

庭にあったマップを作成できるよう

にする。 

 

 

・避難計画を修正してもよいことを家

族に話し、家族にとってもっともよ

い避難計画について検討できるよう

にする。また、意見を記録できるよ

うにする。 

 

 

・各家庭での話し合いの結果を報告し

合い、避難グッズ、避難先、連絡の

とり方などを報告できるようにす

る。 

 

・家族の意見や友達の報告を取り入れ

て、よりよいマップ・避難計画を作

ることができるようにする。 

 

・安心・安全を視点に振り返り、地域

の人みんなが防災意識をもつこと、

 

 

 

 

 

 

 

 

思② 

制作物による評

価 

 

 

 

 

自② 

制作物による評

価 

 

 

 

他② 

制作物による評

価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自② 

制作物による評

価 

 

他② 

行動観察による

防災家族会議を開こう 

大震災に備えてできること 

防災マップを作ろう 
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○防災マップや避難計画を町の人に広げよ

う。 

・回覧板などで学習の成果を報告しよう。 

・町の人にも配ろう。 

・たくさんの人に見ていただけるよう区

役所に置いてもらおう。 

お互いに協力して助け合う気持ちを

もつことの大切さに気付くようにす

る。 

 

・町の一員としての自覚をもって行動

しようとする態度を育てる。 

評価 
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実践事例 10  

１．対象・・・小学校 高学年 

２．目標 

○ 自然現象である地震、津波に対して理解し、大きな地震や津波によって、どのようなことが起こるか 

を知り、自分の『命』を守るためにどうすればよいかを考える。 

３．関連教科等  理科 

４．指導計画（指導の流れ） 

主な学習内容と活動 指導上の留意点 資料 

１．地震について 

○２０１２年に、近畿

地方で体に感じる地

震や地震計だけが感

じる地震がどれくら

い起きているかを考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○南海地震のことを知

る。 

 

 

 

・近畿地方では、体に感じ

る地震は少ないが、体に

感じない地震は身近でた

くさん起きていることを

知らせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・歴史的に見れば、東日本

大震災のような大地震が

近畿地方にも起きてい

て、近い将来起きる可能

性が高いことを知らせ

る。 

 

 

 

 

 

２．津波について 

○津波と波浪の違いを

理解し、津波の性質

 

・津波は、エネルギーが波

浪と比べて非常に大き
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を知る。 

 

く、津波は繰り返しやっ

てくることを知らせる。 

・最初の波が、一番大きい

とは限らないことを知ら

せる。 

・波長が長く、進むスピー

ドが深さによって違うた

め、沿岸部で波が急速に

高くなることを知らせ

る。 

・陸上に流れ込んできた津

波は大人ひざ下の高さ

（50 ㎝程度）になると、

人が立っていられないこ

とを知る。 
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３．防災について 

○大きな地震について

知る。 

 

 

 

 

 

 

 

○命を守るために、日

頃からどのような備え

をしておけばよいか、

いざとういうときに、

どのように行動すれば

よいかを考える。 

 

・大きな地震が起こると、

どのようなことが起こる

か考えさせる。 

・模型を使い、液状化実験

を行う。 

 

 

 

 

・避難訓練などに生かすこ

とができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 資料については、気象庁大阪管区気象台が作成したものである。 

 ○ 学習後、「市民防災マニュアル」を活用した防災学習や、地域や保護者、気象庁、消防署等の関係 

諸機関と連携した取組等につなげて実践を行うことができる。 
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実践事例 111 

小学校 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午前○時○分に強い地震が発生。地震による津波発生の可能性があり。安全な場所へ避

難する必要がある。 

ねらい ・ 地震や津波の恐ろしさを知り、自分たちの命を守るための基本行動を理解し、的確

に行動できる態度や能力を身に付ける。 

・ 地震発生後や津波発生後の避難の仕方を知り、指示を聞いて速やかに避難できるよ

うにする。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難訓練について話し合い、以下のような点

を確認する。 

・頭を保護するために、机の下に隠れる。 

・揺れがおさまるまで待つ。 

・しっかり話を聞く。 

・避難の合図の音を聞き、上靴のままで避 

難する。 

 

 

・頭を保護するために、机の下に隠れ、

指示があるまで待つことを知らせ

る。 

・おさない・はしらない・しゃべらな

い（お・は・し）を守って避難でき

るようにする。 

・配慮を要する児童の避難方法につい

ては、教職員間で十分に共通理解を

はかる。 

２．地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．避難合図 

（放送） 

 

 

 

 

 

 

 

４．人員確認 

 

 

 

○指示 

 「しずかに」 

「おちついて」 

「机の下に隠れてじっとするようにします」 

○措置 

 ・出入り口を開ける。 

 ・電源を切る。 

 ・ガスの元栓を切る。 

 

○指示 

 「けがはありませんか」 

 「今から運動場に避難をします」 

 「上靴のままで避難します」 

 「廊下に静かに並びましょう」 

「頭上に気をつけて、走らないで先生の後に

ついてきなさい」 

※火災発生時 

「口と鼻をハンカチで覆って避難しなさい」 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

・大きな声ではっきりと指示する。 

・児童の行動を把握し、落ち着かせる。 

 

 

・頭部の安全について指示をし、特に

窓やロッカーの近くの児童には、頭

部を反対にして机の下にもぐらせ

る。 

 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護するものが身近にあれば活

用する。 

・避難方法を明確に指示する。 

・隣接の学級と協力して、素早く安全

に避難できるようにする。 

・人員確認を行い、教室に誰も残って

いないか確認する。 

 

・担任は人員点呼を行い、速やかに本

部に報告する。 
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５．津波警報

の発表 

（二次避難） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．人員確認 

 

 

 

７．まとめ 

 

○指示 

 「津波警報が発表されました」 

 「今から３階以上の教室に避難します」 

「頭上に気を付けて、走らないで先生の後に

ついてきなさい」 

 

 

 

 

 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

○係りからの話（放送） 

・避難時の行動の態度や避難の所要時間につ

いて話をする。 

 

 

○地域防災リーダーや消防署の方からの話を

聞く。 

 

 

 

 

○校長先生の話を聞く。 

 

 

・津波警報が発表されたことを知らせ

る。 

・学級ごとに、３階以上の教室に移動

することを伝え、所定の教室・廊下

等へ移動させる。 

・地震発生時と同じように、おさない・

はしらない・しゃべらない（お・は・

し）を守って避難できるようにする。 

・余震の発生の可能性もあるので、移

動中も頭上に気を付けさせる。 

 

・担任は人員点呼を行い、速やかに本

部に報告する。 

 

 

・全児童の安全確認を行い、おさない・

はしらない・しゃべらないが守れた

か、安全に気をつけて避難できたか

などについて話をし、児童個々の反

省の視点を伝える。 

・地域防災リーダーや消防署の方に、

大阪市で予想される地震や津波、大

きな地震が発生したときの状況、そ

の後の生活について等話していただ

く。また、日常から気を付けておく

ことについても話していただく。 

・良かった点や注意する点等、話をす

る。 

 

《その他の留意点》 

○ 建物崩壊・倒壊などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画を立てて 

実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、１月１７日「防災とボランティアの日」の行事などの関連及び地域 

の取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 災害時における児童の心身のケアについて事前に研修を行っておく必要がある。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておく必要がある。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざという時の心構えについて確認しておくことの大切さを啓発し 

ていく。 
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実践事例 12   

小学校 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午前○時○分に強い地震が発生。さらに５分後に地震による津波発生。安全な場所へ避難

する。 

ねらい ・ 地震や津波の恐ろしさを知り、自分たちの命を守るための基本行動を理解し、的確に

行動できる態度や能力を身に付ける。 

・ 地震発生後や津波発生後の避難の仕方を知り、指示を聞いて速やかに避難できるよう

にする。 

・ 地域の方と協同で避難訓練を行うことで地域の防災リーダーともふれあう。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

○避難訓練について話し合い、以下のような点

を確認する。 

・頭を保護するために、机の下に隠れる。 

・揺れがおさまるまで待つ。 

・しっかり話を聞く。 

・避難の合図の音を聞き、上靴のままで避難

する。 

 

・頭を保護するために、机の下に隠れ、

指示があるまで待つことを知らせる。 

・おさない・はしらない・しゃべらない・

もどらない（お・は・し・も）を守っ

て避難できるようにする。 

・配慮を要する児童の避難方法について

は、教職員間で十分に共通理解をはか

る。 

２．地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．避難合図 

  （放送） 

 

 

 

 

 

４．人員確認 

 

 

①地震発生。第一指令 

「ただいまより、避難訓練を始めます。」 

「緊急放送、緊急放送。ただいま○○地方に

震度５の地震が発生しました。全員机の下に

もぐり、机の足を持ち、静かに身体を守って

ください。」 

〔放送：教頭〕 （非常ベル 3 回ジージージー） 

②児童は机の下にもぐる。教職員は教室のドア

を開ける。 

【担任は名簿を必ず携帯する。】 

 

③第二指令「揺れがおさまってきましたが、ま

だ強い揺れがくることも考えられますので、

運動場へ全員避難します。先生の指示に従い、

避難してください」 

④教室から運動場へ避難する。（赤白帽をかぶ

る。上履きのまま。名簿をもつ。） 

 

⑤朝礼の隊形に整列。各担任は人数確認して、

報告する。 

              

・大きな声ではっきりと指示する。 

・児童の行動を把握し、落ち着かせる。 

・頭部の安全について指示をし、特に窓

やロッカーの近くの児童には、頭部を

反対にして机の下にもぐらせる。 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護するものが身近にあれば活用

する。 

 

 

 

・避難方法を明確に指示する。 

・隣接の学級と協力して、素早く安全に

避難できるようにする。 

 

 

 

 

・人員確認を行い、教室に誰も残ってい

ないか確認する。 

・担任は人員点呼を行い、速やかに本部 
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５．津波警報

の発表 

（二次避難） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．人員確認 

 

 

 

 

 

７．まとめ 

 

⑥津波警報発令。第三指令「津波警報発令、津

波の危険性あり。3 階以上に避難します。3・

4・5・6 年は各教室、１年生、2 年生は 4

階へ先生の指示に従って避難してください」 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 3・4 階へ避難。各担任は人数確認して報告。 

本部は図工室に設置する。 

⑧ 放送。「津波による避難訓練はこれで終了で

す。一度運動場に集合して校長先生の話を聞

きましょう。」 

 

⑨ 運動場に朝礼の隊形で並ぶ。 

 

⑩ 校長先生の話 

 

 

 

⑪ 地域の方の消火訓練 見学 

 

⑫ 地域の方の話 

に報告する。 

・津波警報が発表されたことを知らせ

る。 

・学級ごとに、３階以上の教室に移動す

ることを伝え、所定の教室・廊下等へ

移動させる。 

・地震発生時と同じように、「お・は・

し・も」を守って避難できるようにす

る。 

・余震の発生の可能性もあるので、移動

中も頭上に気を付けさせる。 

 

・担任は人員点呼を行い、速やかに本部

に報告する。 

 

 

 

 

・全児童の安全確認を行い、おさない・

はしらない・しゃべらないが守れた

か、安全に気を付けて避難できたかな

どについて話をし、児童個々の反省の

視点を伝える。 

 

・地域防災リーダーに、火災が発生した

場合の消火訓練を行ってもらい、その

後大阪市で予想される地震や津波が

発生したときの状況、地域での避難方

法などを話してもらう。 

《その他の留意点》 

○ 建物崩壊・倒壊・火災発生などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画 

を立てて実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、９月５日の大阪府下「８８０万人避難訓練」、１月１７日の「防災とボ 

ランティアの日」などの関連及び地域の取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 災害時における児童の心身のケアについて事前に研修を行っておく。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておく必要がある。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざというときの心構えについて確認しておくことの大切さを啓発し 

ていく。 

○ 地域防災リーダーとも連携し、児童だけでなく、学校としても地域の避難の仕方について理解する。 
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実践事例 13   

小学校（緊急地震速報を活用した避難訓練） 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 ○時○分（休み時間）に強い地震が発生。安全な行動をとり、安全な場所に避難す

る必要がある。 

ねらい ・緊急地震速報を聞き、身の安全を確保する行動ができる。 

・放送の指示を聞き、安全な場所に避難することができる。 

・自分の避難行動を振り返ることができる。 

内容 教職員の行動及び指示 児童の行動 

 

 

１．地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

２．避難合図 

 （放送） 

 

 

３．人員確認 

 

 

４．学級指導のた

め、各教室に移動 

 

 

・教室や教室の近くでいる場合は、教室

の出入り口を開ける。 

・ろう下や階段にいるときには、近くの

児童に安全な場所に避難するよう声

をかける。 

 

 

 

・近くの児童を運動場に誘導する。 

・配慮を要する児童の確認をする。 

・逃げ遅れた児童がいないか確認する。 

 

・人員を確認し、本部に報告する。 

・静かに座って待つよう指示する。 

・児童に怪我がないか確認する。 

・児童の様子を確認しながら、教室に誘

導する。 

 

 

・教室等、隠れる場所があれば、机の下

等に避難する。 

・運動場やろう下、トイレ等、隠れる場

所がない時には、「おちてこない」「た

おれてこない」「いどうしてこない」場

所に避難する。 

 

 

・児童各自で、運動場に静かに避難し、

学級ごとに整列する。 

 

 

・静かに座って指示を聞く。 

 

 

・静かに移動する。 

５．事後指導 

 

 

・緊急地震速報が放送で流れた時に、ど

こにいて、どんな行動をとったか発表

させる。 

・自分の避難行動を振り返る。 

・避難行動を発表し合い、話し合う。 

 

≪留意点≫ 

○ 緊急地震速報の報知音については、平成 25 年 4 月配布予定の、気象庁作成ＤＶＤ「津波に備える」 

を活用する。 

○ 緊急地震速報について、発達段階に応じて事前指導を行っておく。（気象庁ホームページ参照） 

・ 報知音は、誰もが、どこでも、即座に理解できるように統一されている。 

・ テレビやラジオで流れる。等 

○ 避難訓練は、児童の混乱を防ぐために、概ねの日程を知らせておく必要はあるが、時間については周 

緊急地震速報「ティロン ティロン・・・・・」（報知音）を流す。（放送） 

「避難訓練。避難訓練。近くの出口から運動場に避難しなさい。」 
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知せず「抜き打ち避難訓練」として実施する方が効果的である。 

○ 災害は、授業中に起こるとは限らないことを念頭におき、休み時間や清掃時間等、様々な場面を設定 

して行うことが大切である。 

○ 事後指導では、児童が自分の行動等を振り返るだけでなく、話し合う中で、児童が相互に検証し合う 

ことが大切である。 
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実践事例 14   

１．対象・・・中学校 

２．題材 「地震に対する防災意識を高めよう」 

３．学習のねらい 地震発生のメカニズムをはじめとして、地域の災害や防災についての基礎的・基本的 

事項を理解する。 

避難訓練や防災体験学習を通して、非常時における危険を認識し、状況に応じて、的 

確な判断のもと、自らの安全を確保するための行動ができるようにする。 

災害に対する日常的な備えや学校、地域の防災被害時のボランティア活動の大切さに 

ついて理解を深める。 

４．学習展開の例 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科等との関連） 

１．大阪市における自然災害（地震等）や地震

発生のメカニズム等について知る。 

○大阪市（住んでいる地域）における過去の自

然災害（地震等）や今後予想される地震（東

海・東南海・南海）について調べる。 

 

 

 

 

 

 

○地震発生のメカニズムや危険性等について知

る。 

 

 

・大阪市（住んでいる地域）における過去の自

然災害（地震等）や今後予想される地震（東

海・東南海・南海地震）について調べ、まと

められるようにする。 

インターネットの利用 

防災センター、消防署、区役所、図書館等

への訪問 

地域のお年寄りからの聞き取り 等 

 （社会科、理科、総合的な学習の時間） 

・地震発生のメカニズムや地震が発生した時の

地面の揺れ方を理解し、住んでいる地域の土

地の成り立ちや地面の地質について調べられ

るようにする。（社会科、理科、総合的な学習

の時間） 

２．避難訓練・防災体験学習について 

○安全な避難行動について知る。 

 

 

 

 

 

 

○地震を体験し、防災について学ぶ。 

 

・避難訓練を通して、災害時における安全な避

難行動を確認する。 

学校で地震が発生した場合、 教室、特別

教室、廊下、階段、体育館、運動場などを

想定して津波が発生した場合、校舎の３階

以上に避難する（特別活動、総合的な学習

の時間） 

・地域の体験型防災学習施設等を利用して、地

震を体験させ、防災知識と技術について体験

学習する。 

大阪市阿倍野防災センター等の活用 
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[地震災害体験ゾーン、防災学習ゾーン] 

（特別活動、総合的な学習の時間） 

３．災害に対する日常的な備えや災害時におけ

るボランティア活動等について知る。 

○災害に対する日常的な備えについて考える。 

 

 

 

 

 

 

○応急処置の技能を身に付ける。 

 

 

 

 

○学校、地域の防災や災害時のボランティア活

動の大切さを知る。 

 

 

・非常持ち出し品の準備や非常食等について確

認し、日常的な備えについて考えられるよう

にする。 

非常持ち出し品チェックリストの作成 

非常食の調理・試食 

（技術・家庭科、特別活動、総合的な学習の時間） 

 

・応急手当の実習を行い、災害時の応急処置の

技能を身につける。 

止血法、包帯法、人工呼吸法 等 

（保健体育科、特別活動、総合的な学習の時間） 

 

・自他の生命尊重や社会への奉仕、公共の福祉

と社会の発展に尽くすよう努める心の育成を

図る。 

地域防災マップの作成 

地域の防災訓練等への参加 等 

（道徳、特別活動、総合的な学習の時間） 
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実践事例 15   

１．対象・・・中学校 

２．題材 「津波に対する防災意識を高めよう」 

３．学習のねらい 津波に関する科学的な理解を深め、津波災害時の対応の仕方や日ごろの備えについて 

考えるとともに、応急手当ての技能や、地域のボランティア活動に積極的に貢献しよ 

うとする態度を身に付けることができる。 

４．学習展開の例 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科等との関連） 

１．防災について講話を聞く。 

○自然災害のメカニズム、災害の要因、過去の

災害、災害時の危険、的確な避難行動、日常

の備え、住宅の耐震化、指定避難ビル等につ

いての講話を聞く。 

○講話を聞き、気付いたこと、大切なことなど

を書きとめておく。 

 

・内容に即して、大阪府、大阪市、区役所、消

防署、防災ボランティア等に講師の依頼をす

る。 

 

・身近にある災害について考えさせ、防災意識

を高められるようにする。 

２．津波に関する知識を深める。 

○津波の起こる仕組みや津波のスピード、被害

の程度、遡上の仕方等を資料により科学的に

理解する。 

＜班別学習の場合＞ 

○習得した知識に基づいて、課題を決める。 

○決めた課題について、各自で調べ学習を行う。 

○調べた内容の発表を行い、津波についての知

識を深める。 

 

・防災教育の手引きの資料を効果的に活用し、

津波に関する知識を習得できるようにする。 

 

 

・調べ学習の課題は、教諭が提示しても、生徒

自らが考えてもよい。 

・他の班の発表を聞き、新たな課題を発見させ

る。 

３．実際に体験し、防災についての知識を深め、 

技術を習得する。 

○施設を見学し、防災に関する知識と技術を体

験を通して理解する。 

○体験した内容と感想を原稿用紙にまとめる。 

 

 

 

・防災センターに出向き、事前にセンター内で

の活動の計画を立てられるようにする。 

・数人の感想を発表させ、いろいろな感じ方が

あることに気付けるようにする。 

４．災害時の避難行動について考える。 

＜班別活動の場合＞ 

○校区を歩きながら、避難する際に注意の必要

な個所や避難経路、避難場所、避難ビルなど

を校区の地図に記録する。 

 

 

・班に分け、事前に決めた調査項目をもとに、

登下校時の経路を中心に注意個所を確認でき

るようにする。写真を撮る、メモをとるなど、

記録を残すよう指示する。 

５．津波発生時の避難方法について考える。 

○津波警報発令時の適切な避難行動や、周囲の

状況について的確に把握できるよう、「防災マ

 

・国土交通省 近畿地方整備局 河川部ホーム

ページより「マイ防災マップ・マイ防災プラ
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ップ」を作成する。 

 

○校区を見て回った時に撮影した写真を貼り、

注意の必要な箇所や避難できる箇所を確認す

る。 

○班ごとにマップをもとに、校区を歩き避難箇

所を確認する。 

○隣接する他の地区の避難箇所についても確認

する。 

ン作成の手引き」を参考に利用し、作成でき

るようにする。 

・撮影した写真を整理し、活用できるように促

す。 

 

・自宅周辺以外の避難箇所について確認できる

ようにする。 

６．消火活動、災害体験、救急法等の講習を通

して初期対応を学ぶ。 

○班に分かれ、消火器の使い方、崩れた建物か

らの救出、心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方等を

体験する。 

 

 

・事前に打合せをさせ、班別に分かれて体験が

できるようにする。 

・消防署、自衛隊、日本赤十字社などの協力を

受け、活動・体験させる。 

７．講話や体験学習を通して学んだことをまと

める。 

○津波発生時にとる避難行動について振りかえ

る。 

○自他の生命を尊び、地域の一員として地域に

貢献できることについて考える。 

 

 

 

・今まで作成した資料をまとめる。 

 

・時間、場所に応じて各自がとれる行動につい

て考えさせ、地域の一員として貢献できるこ

とは何かを考えられるようにする。 
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実践事例 16   

中学校 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午前○時○分に強い地震が発生し、津波発生の可能性がある。安全な場所へ避難する

必要がある。 

ねらい ・地震や津波の恐ろしさを知り、自分たちの命を守るための避難行動を理解し、的確

な判断で行動できる態度や能力を身に付ける。 

・教職員の指示を聞き、地震発生後や津波発生後の避難の仕方を知り、速やかに避難

できるようにする。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地震の発生 

 

 

 

 

 

 

○避難訓練の予告をする。 

 ・非常ベル 

 ・緊急放送 

○避難行動について確認する。 

 ・避難経路 

 ・集合場所 

 

 

 

 

○地震発生時の基本行動について説明する。 

・頭を保護するために、机の下に隠れる。 

・素早く出入り口を開け、避難口を確保する。 

・揺れがおさまるまで待つ。 

・教職員の指示を聞く。 

・頭部を保護し、素早く避難する。 

・津波警報が発令した場合、建物の３階以上

に避難する。 

・津波がおさまるまで、待機する。 

・津波警報が解除され、安全確認をしてから、

余震のため外へ避難する。 

○指示 

 「大丈夫、静かに、落ち着こう」 

「机の下に潜り、頭を保護しなさい」 

 

○措置 

 ・窓やドアを開け、出口の確保を行う。 

 ・電源を切り、ガスの元栓を締める。 

 ・館内放送の避難指示に従い、避難・誘導の

 

 

 

・避難訓練の目的・意義等について

正しく理解し、真剣な態度で取り

組むことができるようにする。 

・過去の避難訓練を振り返り、問題

点等について点検する。 

・押さない、走らない、しゃべらな

いを徹底する。 

・配慮を要する生徒の避難方法につ

いては、教職員間で十分に共通理

解をはかる。 

・地震発生時、津波警報発令時の基

本行動の重要性について具体的

に説明する。 

 

 

 

 

 

・大きな声で明確に指示する。 

・窓際、廊下付近の生徒については、

ガラス破損による怪我防止のた

め、離れさせる。 

・沈着・冷静に指示し、生徒の行動

を把握する。 
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準備を行う。 

３．避難の合図

（放送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．人員確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．津波警報

の発表 

（二次避難） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．人員確認 

 

 

 

 

 

 

○指示 

 「落ち着いて机の下から出なさい」 

 「怪我はありませんか」 

「今から運動場に避難をします」 

 「廊下に出て、静かに並びましょう」 

「頭上に気をつけて、走らないで先生の後に

ついてきなさい」 

※火災発生時 

「口と鼻をハンカチで覆って避難しなさい」 

 

○指示 

 「○年○組は、ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

 

 

 

 

 

○指示 

 「津波警報が発表されました」 

 「今から３階以上に避難します」 

「頭上に気を付けて、走らないで先生の後に

ついてきなさい」 

 

 

 

 

 

 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

 

 

 

 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護することが一番大切であ

ることを知らせる。 

・避難方法・場所を明確に指示する。 

・隣接の学級と協力して、素早く安

全に避難する。 

・人員確認を行い、教室に誰も残っ

ていないか確認する。 

 

・担任は人員点呼を行い、学年でま

とめ、速やかに本部に報告する。

また、負傷者のある場合は、合わ

せて報告する。 

・勝手に校外に出たり、帰ったりし

ないよう指示する。 

・生徒の精神的安定と集団的維持を

図る。 

 

・津波警報が発表されたことを知ら

せる。 

・学級ごとに、３階以上に移動する

ことを伝え、所定の教室・廊下等

へ移動させる。 

・地震発生時と同じように、「押さ

ない・走らない・しゃべらない」

を守って避難できるようにする。 

・余震の可能性もあるので、移動中

も頭上に気を付けさせる。 

 

・担任は人員点呼を行い、学年でま

とめ、速やかに本部に報告する。

また、負傷者のある場合は、合わ

せて報告する。 

・津波警報解除までには時間がかか

ることが多いため、避難時間が長

く、場合によっては１日間避難も

ありうることを伝える。 
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７．まとめ 

 

○係からの話（館内放送） 

・避難時の行動の態度や避難の所要時間につ

いて話をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域防災リーダーや消防署の方からの話を聞

く。（館内放送） 

 

 

 

 

 

 

○校長先生の話を聞く。（館内放送） 

 

 

・生徒の安全確認を行い、「押さな

い・走らない・しゃべらない」が

守れたか、安全に気をつけて避難

できたかなどについて話をし、生

徒個々の反省の視点を伝える。 

《ポイント》 

・目的、意義を正しく理解し、真剣

な態度で適切な避難行動がとれ

たか。 

・協力しながら、安全に避難できた

か。 

・避難集合場所での整列、人員点呼、

報告などが迅速かつ正確にでき

たか。  

 

・地域防災リーダーや消防署の方

に、大阪市で予想される地震や津

波、大きな地震が発生した時の状

況、その後の生活について等話し

ていただく。また、日常から気を

付けておくことについても話し

ていただく。 

 

・良かった点や注意する点等、話を

する。 

・地域では、年少児やお年寄りの方

などへのボランティア活動に率

先して参加し、活動できるよう心

がけていくことを伝える。 

《その他の留意点》 

○ 建物崩壊・倒壊などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画を立てて 

実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、１月１７日「防災とボランティアの日」の行事などの関連及び地域 

の取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 災害時における生徒の心身のケアについて事前に研修を行っておく必要がある。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておく必要がある。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざという時の心構えについて確認しておくことの大切さを啓発し 

ていく。また、中学生や高校生が、物資の運搬や、年少児、お年寄りの方などへの心身のケアを行っ 

ていき、率先してボランティア活動に参加できるよう指導計画を立てる必要がある。 
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実践事例 17   

地震及び津波による避難訓練（部活動中、休み時間等） 

中学校 

日時 平成○年○月○日（○） ○時○分 

災害の想定 午後○時○分に強い地震が発生し、津波発生の可能性がある。安全な場所へ避難する必

要がある。 

ねらい ・地震や津波の恐ろしさを知り、自分たちの命を守るための避難行動を理解し、的確な

判断で行動できる態度や能力を身に付ける。 

・教職員の指示を聞き、地震発生後や津波警報発生後の避難の仕方を知り、速やかに避

難できるようにする。 

・教職員が近くにいない場合、自ら状況を判断し避難行動をとるとともに、自助・共助

を心がけられるようにする。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難訓練の予告をする。 

 ・非常ベル 

 ・緊急放送 

 

 

 

○避難行動について確認する。 

 ・避難経路 

 ・集合場所 

 

 

 

○地震発生時の基本行動について説明する。 

 ・頭を保護するために、近くにある台など

の下に避難する。近くに避難できる物が

ない場合、「落ちてこない」「倒れてこな

い」場所を探し、その場に身をよせる。 

・教室等では、素早く出入り口を開け、避

難口を確保する。 

・揺れがおさまるまで待つ。 

・教職員がいれば指示を聞く。近くにいな

い場合、放送等の指示や周囲の状況から

自ら判断し頭部を保護しながら、素早く

避難場所に移動する。 

 ・津波警報が発令した場合、建物の３階以

上に避難する。外で活動している者も、

・避難訓練の目的・意義等について正し

く理解し、真剣な態度で取り組むこと

ができるようにする。 

・過去の避難訓練を振り返り、問題点等

について点検する。 

 

・「押さない、走らない、しゃべらない」

を徹底する。 

・配慮を要する生徒の避難方法について

は、教職員間で十分に共通理解をはか

る。 

 

・地震発生時、津波警報発令時の基本行

動の重要性について具体的に説明す

る。 
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速やかに移動する。 

 ・津波がおさまるまで、待機する。 

 ・津波警報が解除され、安全確認をしてか

ら、余震のため外へ避難する。（避難訓練

では、再度外への避難は省く） 

２．地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．避難合図

（放送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指示 

 「大丈夫、静かに、落ち着こう」 

「机の下に避難し、頭を保護しなさい」 

※屋外や廊下等で活動している場合 

 「落ちてくる物や、倒れてくる物の近くか

ら離れなさい。」 

 

○措置 

 ・教室内では窓やドアを開け、出口の確保

を行う。 

 ・電源を切り、ガスの元栓を締める。 

 ・館内放送の避難指示に従い、避難・誘導

の準備を行う。 

 ・廊下や屋外等では、上から物が落ちてこ

ない、倒れてこない場所を自ら見つけ、

身を低くして揺れがおさまるまでじっと

しておく。 

 

○指示 

 「落ち着いて机の下から出なさい」 

 「怪我はありませんか」 

「今から運動場に避難をします」 

 「廊下に出て、静かに並びましょう」 

「今から避難場所に移動します。頭上に気

をつけて、走らないで先生の後について

きなさい」 

※ 火災発生時 

「口と鼻をハンカチで覆って避難しなさ

い」 

※ 屋外や廊下等では、壁などの倒壊に気を

付けながら、あらかじめ決められている

避難場所に速やかに避難する。 

 

 

・大きな声で明確に指示する。 

・窓際、廊下付近の生徒については、ガ

ラス破損による怪我防止のため、離れ

させる。 

・沈着・冷静に指示し、生徒の行動を把

握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・負傷者の有無の確認をする。 

・頭を保護することが一番大切であるこ

とを知らせる。 

・避難方法・場所を明確に指示する。 

・隣接の学級と協力して、素早く安全に

避難する。 

・人員確認を行い、教室や校舎に誰も残

っていないか確認（声かけするなど）

しながら避難する。 
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４．人員確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．津波警報

の発令 

（二次避難） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．人員確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．まとめ 

 

○指示 

 「○○○部は、ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

○措置 

 ・人員点呼する。ただし、部活動中であれ

ば、部活動ごとに、休み時間であれば、

学級ごとに整列させ点呼する。 

 

○指示 

 「津波警報が発令されました」 

 「今から３階以上に避難します」 

「頭上に気を付けて、走らないで先生の後

についてきなさい」 

 

○措置 

 ・できるだけ混雑を避けるため、分散して

階段を利用する。 

 

 

○指示 

 「ここに並びなさい」 

 「静かに座って待ちます」 

 

 

 

 

 

 

 

○係からの話（館内放送） 

・避難時の行動の態度や避難の所要時間に

ついて話をする。 

・災害は、いつ起こるかわからないため、

その時の状況を各自が判断し、自らの命

を守る大切さを伝える。 

・学校外で、災害が起こった時のことを想

定し、通学路での避難場所等についても

 

・担任や部活動担当者は人員点呼を行

い、部活動ごとでまとめ、速やかに本

部に報告する。また、負傷者のある場

合は、合わせて報告する。 

・勝手に校外に出たり、帰らないよう指

示する。 

・生徒の精神的安定と集団的維持をはか

る。 

 

・津波警報が発令されたことを知らせ

る。 

・部活動ごとに、３階以上に移動するこ

とを伝え、所定の教室・廊下等へ移動

させる。 

・地震発生時と同じように、押さない・

走らない・しゃべらないを守って避難

する。 

・余震の発生の可能性もあるので、移動

中も頭上に気を付けさせる。 

 

・担任や部活動担当者は人員点呼を行

い、部活動ごとでまとめ、速やかに本

部に報告する。また、負傷者のある場

合は、合わせて報告する。 

・津波警報解除までには、時間がかかる

場合が多いため、避難時間が長く、場

合によっては１日間避難もありうる

ことを伝える。 

 

 

・生徒の安全確認を行い、押さない・走

らない・しゃべらないが守れたか、安

全に気をつけて避難できたかなどに

ついて話をし、生徒個々の反省の視点

を伝える。 

《ポイント》 

・目的、意義を正しく理解し、真剣な態

度で適切な避難行動がとれたか。 
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日頃から意識するよう話をする。 

 

 

 

 

○ 校長先生の話を聞く。（館内放送） 

 

・協力しながら、安全に避難できたか。 

 

・避難集合場所での整列、人員点呼、報

告などが迅速かつ正確にできたか。 

等 

 

・良かった点や注意する点等、話をする。 

・地域では、年少児やお年寄りの方など

へのボランティア活動に率先して参

加し、活動できるよう心がけていくこ

とを伝える。 

 

《その他の留意点》 

○ 建物崩壊・倒壊などの危険もあるので、避難誘導の際には、様々な被害想定に基づいて計画を立てて 

実施する。 

○ 季節や９月１日の「防災の日」、１月１７日「防災とボランティアの日」の行事などの関連及び地域 

の取組や実態を考慮して、訓練の計画を立てる。 

○ 災害時における生徒の心身のケアについて事前に研修を行っておく必要がある。 

○ 災害に備え、家庭との連絡体制を確立しておく必要がある。 

○ 家庭でも、普段から災害に備え、いざという時の心構えについて確認しておくことの大切さを啓発し 

ていく。また、中学生や高校生が、物資の運搬や、年少児、お年寄りの方などへの心身のケアを行っ 

ていき、率先してボランティア活動に参加できるよう指導計画を立てる必要がある。 
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実践事例 18   

１．対象・・・ 高等学校 

２．指導計画作成にあたっての留意点 

現行学習指導要領の各教科等の目標や内容などには、防災教育にかかわるものが多く含まれている。 

したがって、各学校において、学校・家庭・地域社会の連携・協力を図り、防災教育を効果的に進め 

るためには、各学校における防災教育のねらいや重点などを明確にし、それらを学校の教育課程に位 

置付け、教育活動全体を通じて、体系的・計画的に指導することが必要である。 

３．目標 

○ 自然災害の発生メカニズムをはじめとして、地域の自然環境、災害や防災についての基礎的・基本的 

事項を理解できる。 

○ 災害時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、状況に応じて、的確な判断の下に、自 

らの安全を確保するための行動ができる。 

○ 災害発生時及び事後に、進んで他の人々や集団、地域の安全に役立つことができる。 

４．関連教科等 理科、保健体育、家庭、特別活動、総合的な学習の時間 

５．指導計画 

科目等 ねらい・学習内容 

「理科総合Ｂ」  

（２）生命と地球の移り変わり   

ア 地球の移り変わり     

（イ）地球の変動 

 

「地学Ｉ」  

（１）地球の構成   

イ 地球の内部     

（イ）火山と地震 

 

「地学Ｈ」  

（１）地球の探求   

ア プレートの動きと地殻の変化 

イ 日本列島の変遷 

 

「総合的な学習の時間」 

プレートの動きによる大地の変動や日本列島の

地質構造の理解を通して､火山や地震などの起こ

るメカニズムを理解する。 

また、過去の地殻変動の歴史から、今後発生し

得る巨大地震の周期を知り、科学的な測定根拠を

知ることによって、より一層、防災意識の高揚を

図る。 

・プレートの動きによる大地の変動を理解する。 

・火山や地震など、地学現象のメカニズムの考察

を通して、地球内部の構造と活動を理解する。 

 

・現在の日本列島の地学的な特徴をプレートの運

動と関連付けて理解する。 

「保健」  

（１）現代社会と健康 

   オ 応急手当 

 

「総合的な学習の時間」 

 大災害直後には救急車や病院に頼ることができ

ない場合が多く、被害を最小限にとどめるため、

現場での応急処置が重要となってくる。 

 一人一人が正しい応急手当の手順や方法を身に

付けるとともに、自ら進んで行動できる態度を養

うことが必要であることを理解できるようにす

る。 
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・出血や骨折の応急処置を知る。 

・心肺蘇生法の原理とその方法を理解する。 

・心肺蘇生法の手順と方法を修得する。 

「家庭基礎」  

（１）人の一生と家族・福祉    

ウ 高齢者の生活と福祉 

 

「家庭総合」  

（３）高齢者の生活と福祉 

 

「総合的な学習の時間」 

 災害時には、ボランティアの活動が社会機能の

回復に重要な役割を果たし得ることを踏まえ､生

徒が進んでボランティア活動に参加する態度を養

うとともに、地域の高齢者の生活と福祉に関する

理解を通して､災害弱者としての高齢者への支援

の必要性を認識できるようにする。 

 

・阪神・淡路大震災でボランティアに参加した方

の感想や体験談の資料等を利用して学習を深め

る。 

・ボランティア活動の際の注意事項について学習

する。 

・災害弱者としての高齢者への支援の必要性を認

識できるようにする。 

｢特別活動｣ 

  Ｃ 学校行事  

(３) 健康安全・体育的行事 

 避難訓練を通して、避難経路・危険箇所や避難

組織体制の整備と熟知・確認を行う。 

 さらに、地震発生時に、生徒各自が自主的に判

断し、とっさに対処し行動できる能力を養うとと

もに、一方で、自己中心的にならず、集団行動が

とれるような態度を養う。 
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６．学習展開の例 

日時 平成  年  月  日（  ）   時  分 

災害の想定 午前○時○分に強い地震が発生。 

地震による津波発生の可能性あり。 

安全な場所へ避難する必要あり。 

ねらい ・災害発生に際しての通報訓練及び、生徒の迅速かつ安全な避難についての訓練を

実施する。 

・訓練を通して、避難経路・危険箇所や防災組織体制の整備と確認を行う。 

内容 教職員の指示・措置 留意事項 

１．事前指導 ○避難訓練の予告をするとともに、避難経路の

確認を行う。 

・避難訓練の目的、意義等について、

正しく理解させる。 

２．地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．避難合図 

  （放送） 

○非常ベルを鳴らし、校内放送で地震の発生

を伝える。 

 

 

 

 

 

○落下物・転倒物・ガラスの飛散等から身を

守るよう指示する。 

 

○使用している火気を消火する。 

 

○校内放送により避難場所の指定と、避難  

開始の指示を行う。 

 

○生徒を避難場所まで誘導する。 

 

 

 

・非常ベルとともにすべての活動を

中止し、校内放送の内容、教職員

の指示に集中できるようにする。 

・非常ベル、放送設備が正常に作動

するか事前に確認しておく。 

・全教職員に防災組織役割分担を周

知徹底しておく。 

・机の下にもぐり、落下物等から身

を守れるようにする。 

 

 

 

・校内放送の指示、伝達に集中させ

る。 

 

・教職員の指示に従い避難を開始さ

せる。 

・避難経路を確認し、迅速かつ整然

と避難場所へ移動できるように

する。 

・避難の際には、落下物、転倒物か

ら身を守るよう注意させる。 

・全員の安全確保と安全な場所への

速やかな避難を念頭に避難経路

図をあらかじめ作成しておく。 
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４．人員確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難場所ではクラス毎に整列し、速やかに人

員点呼を行う。 

 

○点呼後、実施主担者に報告する。 

 

○不明者の確認と負傷者を把握する。 

 

○負傷者の応急処置及び医療機関への支援  

要請や、保護者への連絡を行う。 

 

○被害状況を実施主担者に報告する。 

 

○被害状況の把握や災害情報の収集に努める。 

・校内の危険箇所、施設、設備等を

事前に確認、点検しておく。 

 

・避難場所では整列の後、委員長が

人員の点呼を行い報告する。 

 

 

・負傷者の救護を行う。 

 

 

 

 

 

５．津波警報

の発令 

（二次避難） 

 

 

 

 

 

 

６．人員確認 

 

 

 

○避難場所の指定と、避難開始の指示を行う。 

 

○生徒を避難場所まで誘導する。 

   ↓ 

※ ３階以上の教室 

 

 

 

 

○避難場所では、速やかに人員点呼を行う。 

 

○点呼後、実施主担者（本部）に報告する。 

 

・津波警報が発表されたことを知ら

せる。 

・教職員の指示に従い避難を開始さ

せる。 

・避難経路を確認し、迅速かつ整然

と避難場所へ移動させる。 

・避難の際には、落下物、転倒物か

ら身を守るよう注意させる。 

 

・避難場所では、委員長が人員の点

呼を行い報告する。 

 

 

７．まとめ ○消防署等の方から話を聞く。 

 

○実施主担者が講評を行う。 

・改善するべき点を記録しておく。 
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避難訓練事例

避難指示 避難指示

生徒誘導 生徒誘導

状況把握 召集
召集

安全点検

校内点検

指示連絡

保護者対応

下校指示

地域対応

放課後であるため生徒の活動場所がバラバラである。

管理職とも協議の上、周囲の状況を把握し、安全確認や交通
機関の運行状況等を把握した上で、保護者への連絡が取れ次
第、下校指導および引き渡しをおこなう。

放送設備等で校内で活動する生徒を避難場所に誘導し、把握
するとともに、安全を確保する

本部の設置とともに、在校する教職員の役割分担を明確にし、
さらに管理職との連絡を密にし、出来るだけ迅速に指導体制の
確立をおこなう。

下校指導

放送設備等を活用すると同時に教職員を校舎内外に配置し、
生徒を把握・誘導するとともに安全確保に努める

下校指導

周囲の状況を把握し、関係機関からの情報を取り込みなが
ら、生徒の安全確認を最優先に考え、さらに保護者への連絡
をとりながら、交通機関の運行状況等を確認した上で、下校
指示および引き渡しをおこなう。

生徒の把握が難しい状況がある。
グラウンドが校舎から離れている。

避難場所提供

本部

連絡窓口

教職員が帰宅しており、人数が限られている

生徒の把握から安全確保、状況把握に至るまでに非常に困難
を極める恐れがある

全教職員が待機出来ていると想定

授業時間帯に行っていた避難訓練時と同様の内容で避難・安
全確保

地域対応・避難場所提供

状況把握・交通機関の運行状況
校内安全点検
下校指示

校内点検係

保護者対応
校内点検

校長・本部にて

教育委員会・保護者・関係機関
連絡係

各クラス担任

本部

生徒の把握・安全確認

本部設置・役割分担

連絡
管理職との連絡
保護者対応

教育委員会・関係機関

本部（震度・被害・交通機関等）
召集係が点呼集計

生徒の安全確認

生徒の活動場所が分散している 生徒の活動場所が分散している

地震発生 地震発生

避難訓練役割

放送担当が指示 役割分担・誘導担当

在校している教職員

授業時間外の避難体制
高等学校教育担当

放課後・課業時間内 放課後・課業時間外
教職員は全員そろっている 特定の教職員しかいない
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実践事例 19   

１．対象・・・ 特別支援学校  

２．指導計画作成に当たっての留意点  

特別支援学校における防災教育で大切なことは、まず、障がいのある子どもの状況やニーズを正 

しく認識し、次の２つの視点をもとに、より適切な防災教育を推進していくことである。  

・一人一人の子どもの実態に応じた具体的な防災教育を進め、子どもが、自分自身への身近な危険 

の一つとして災害を認識し、「自分でできること」「他の人からの支援が必要なこと」等、災害 

から自らの安全や命を守る方法を着実に身に付けられるようにする。  

・子どもへの防災教育のみならず、災害時の避難や連絡等の安全確保の体制について保護者に周知 

を図るとともに、地域社会や関係諸機関との連携を図る。  

３．目標  

○ 地震のメカニズム等、災害や防災について理解することを通して、災害発生時に自分自身の 

安全を確保することの大切さがわかる。  

○ 災害発生時の様々な危険を知り、自分自身ができることや他人からの支援が必要なこと等、 

災害から自らの安全や命を守るために必要な対処の仕方について気付き、災害（地震）発生 

に備えることができる。  

○ 災害から人々を守る体制があり、これらに従事する人々の願いや工夫に気付くとともに、自 

  分自身も生活の中で生かそうとする態度を身に付けることができる。  

４．関連教科等 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、自立活動 

５．指導計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な学習内容と活動 指導上の留意点（教科等との関連） 

１． 災害（地震）について学ぶ 。 

○地震発生のしくみについて理解する。 

・プレート、活断層、内陸部地震  

○これまでに発生した地震について知る。  

・阪神淡路大震災  

・被害の規模や様子  

○震災と人びとの生活について知る。  

・被災した人々の生活の様子  

・発生時の人々の努力や工夫  

（地震への日頃からの備え等） 

・地震の様子及び災害の様子や発生のメカニズム

等について、模型や写真資料や新聞記事等を活

用して提示し、防災学習への関心を高めるよう

にする。  

・一人一人の子どもの障がい状況を踏まえた実態

に配慮し、恐怖心だけを与える学習に陥ること

のないようにするとともに、日頃からの備えが

必要なこと等、自らの安全や命を守ることの必

要性への自覚を高められるようにする。 

（社会、理科、生活、特別活動、総合的な学習の

時間、自立活動）  
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２．地震発生時の対処の仕方を学ぶ。  

［避難訓練］  

○ 自分自身の安全を確かめる。  

・ 安全確保の手立て  

・ 危険なものの把握  

・ 自分が必要なものの確認  

 

 

 

 

 

 

 

○ 地震発生後の２次災害について知る。 

・ 火災発生の防止  

・ 適切な避難の必要性  

 

・指示に従い落ち着いて必要な行動ができるよ

うに促す。  

・地震発生時に、まず身を守るために、「机の

下にもぐる」「座布団等をかぶる」「倒れや

すい本棚等のそばから離れる」などの注意を

し、特に頭部を守ることの大切さを指導する。

また、外出時は、「落ちてくるものから頭を

守る」「ブロック塀や電柱、電線などの危険

なところから離れる」「津波の恐れがある場

合は、高い所へ避難する」等、具体的な事象

に触れながら安全確保を促す。  

・地震では、その後に発生する火災や津波が原

因となって大きな被害につながることについ

て気付くようにし、発生後の適切な行動の必

要性への関心を高められるようにする。  

（社会、理科、生活、特別活動、総合的な学習

の時間、自立活動） 

３．安全確保に向けた人々の願いに気付く。 

○ 防災学習交流会をする。  

 

［ゲストティーチャー］  

・ 保護者  

・ 医師（学校医、主治医等）  

・ 施設の方  

・ 消防署の方  

・ 地域防災センターの方  

・ 震災体験のある方 等  

 

・災害発生時に安全確保に取り組む人々や安全

を願う人々の存在を知り、それらの人々から

思いや願いを聞く場を設定する。  

・ゲストティーチャーには、「安全確保に向け

て大切にしていること」「子どもたちに願う

こと」等について講話を依頼し、子ども自身

が、安全確保の必要性をより自覚できるよう

にする。  

・子どもの安全を確保するために、災害時の避

難や連絡等の安全確保の体制について、家庭、

地域及び関係諸機関との連携を深める効果的

な場となるように工夫する。 

（社会、理科、生活、道徳、特別活動、総合的

な学習の時間、自立活動）  

４．防災についてふり返る。  

○ 防災学習を通して気付いたことや、今後自

分に必要なことをまとめる。  

・災害発生時に自分はどうすればいいの 

だろう？何が必要なのだろう？  

・これまでの学習や生活を振り返り、防災に向

けて、今後自分ができることをまとめ、話し

合う場を設定する。  

（生活、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、

自立活動） 
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６．防災教育の実践に向けた配慮事項  

①子どもの障がいの状況に応じた防災教育を進めること  

地震が発生した時に、子どもには支援が必要である。  

障がいのある子ども一人一人の状況やニーズは異なる。自分で動くことができない子ども、移動に車 

いすが必要な子ども、言葉でのコミュニケーションが困難な子ども、何らかの医療的ケアが常時必要 

な子ども等、一人一人の障がいの状況は様々である。「災害発生時に子どもに必要な支援」や「子ど 

も自身が気を付けるべきこと」等について、日頃から子どもたちの状況を把握している教師が、一人 

一人の子どもの障がい状況等をとらえたうえで、個に応じた防災教育を進めることが大切である。こ 

のことが、特別支援学校における防災教育の第一歩となる。  

また、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を防災教育の観点で見直すことも大切である。 

これらの工夫によって、子ども自身が防災への関心を高めることにつながる。  

②保護者と連携した防災教育を進めること  

災害が発生したときには、子どもの安全を確保することが、まず大切である。その次に、保護者に対 

して子どもの安全の状況を適切かつ迅速に伝えることも忘れてはいけない。また、特別支援学校は、 

スクールバスの運行や公共交通機関の利用等により、広い地域から子どもが通学している。学校内だ 

けでなく登下校時の災害を想定した安全確保の取り組みも必要となる。  

このように、「災害発生時の避難体制」、「保護者との連絡方法」等について、あらかじめ保護者に 

示しておくことも大切である。子どもの安全確保とともに、保護者が安心できる安全確保の体制を整 

えることが必要である。  

③学校内の状況の再点検をすること  

「子どもへの防災教育」、「保護者と連携した防災教育」は、災害発生時における子どもの安全確保 

の上で大切なことですが、校内の整備状況も忘れてはいけない。地震がいつ起こるかを予測すること 

は困難だが、地震が発生した時に迅速かつ適切に対応し、より一層の安全を確保するために、日ごろ 

から災害への備えをしておくことは大切である。例えば、「災害発生時にも、安全を確保できる教室 

環境であるか」「廊下は車いす等が通行できる通路が確保されているか」「緊急時に必要な校内の各 

種防災設備・機器の状況はどうか」等、今一度、学校内を点検・整備すべきである。また、利用研修 

を行うことも必要である。 
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実践事例 20   

特別支援学校 

日時 平成○○年○月○日（○） ○時○分～○時○分  

災害の想定 午前○時○分に強い地震が発生。津波発生の可能性あり。 

ねらい ・地震発生時および津波警報発令の際に、児童・生徒の障がいの状況に応じて、安全

かつ迅速に誘導、避難させることができるようにする。 

・災害発生時における教職員の救援体制を確認し、各々が連携して一連の安全確保が

できるようにする。 

・子どもの安全状況や家庭等への連絡体制を再確認し、課題を整理する。 

（以上、教職員） 

・緊急時であることがわかり、教職員の指示に従い整然と行動できるようにする。  

・避難方法や避難場所がわかり、緊急時に適切に行動できるようにする。 

（以上、子ども） 

内容  教職員の指示･措置  留意事項  

１．事前指導 ○避難訓練の予告をするとともに、地震や

その後の対処について確認する。  

○避難訓練の合図をする。  

・子ども一人ひとりの障がいの状況に応

じて適切に行動できるように配慮す

る。 

・必要に応じて、日頃から子どもの状況

を教職員間で情報共有できる体制の

構築に努める。  

・「押さない、走らない、しゃべらない」

を守って避難させる。   

２．地震発生 ○校内放送または、非常時連絡設備で、地

震の発生を連絡する。 聴覚障がい等、障

がいの状況に応じて、音声以外の連絡方

法について工夫する。 

○「避難訓練。避難訓練。大きな地震が発

生しています。教職員は子どもの安全確

保をお願します。子どもたちは、先生の

指示に従い、机の下に入るなど身の安全

を守りましょう。」と指示する。 

○次の連絡があるまで、静かに指示を待ち、

安全確保を続ける。  

○火災発生時の連絡体制の確認を行う。 

・子どもの障がいの状況に応じた安全確

保に努め、机の下に入る等の身の安全

を確保できているかを確認し、子ども

がすべき初期避難の行動について徹

底できるようにする。 

・緊急な配慮が必要であれば、本部へ連

絡する。 

・大きな揺れが収まったら、子どもの安

全を確認するとともに、電気や火の元

を確認する等、二次災害の防止に努め

る。  

３．避難合図 

 

 

 

 

 

○放送または、非常時連絡設備で、避難開

始を知らせる。  

○避難の際には、「地震による大きな揺れ

は収まりました。安全に気を付けて避難

を開始してください。おさない・はしら

ない・しゃべらないの約束を守りましょ

・避難本部を設置する。 

・人員確認に必要な出席簿（児童・生徒

名簿）を確保し、持ち出す。 

・個々の子どもに必要な常備薬等を持ち

出す。 

・避難誘導班は、避難経路を確保する。 
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４．人員確認 

う。」と指示する。 

○隣接学級で連携する等して、子どもを安 

 

全な場所へ誘導する。 

○人員確認と報告を行う。（出席数、欠席数等） 

・避難経路は、原則をもとに状況に応じ

て適宜変更する等して、子どもの障が 

いの状況に応じた安全確保に努める。 

（例：クラッチの使用等子ども自身による移動が困

難な場合は、車椅子の使用も含め事前に検討して

おく。） 

・避難場所支援班は、集合者の誘導・整

理、必要な支援を行う。 

５．津波警報の

発令 

（二次避難） 

 

 

 

６．人員確認 

○「津波警報が発表されましたので、３階

以上の教室・建物に避難します。頭上に

気を付けて、走らずに移動しましょう。」

と指示する。 

○隣接学級で連携し、一人一人の状況を確

認しながら安全な場所へ誘導する。 

○再度の人数確認と報告を行う。 

（出席数、欠席数等） 

・津波警報が発表されたことを知ら 

せる。 

・３階以上の教室がない場合は、近隣の

３階建て以上の建物に避難させる。 

・避難誘導班は、避難経路を確保する。 

・余震の可能性もあるので、移動中も頭

上に注意させる。 

・事前に津波発生時の避難場所につい

て、車椅子での避難が可能か、また安

全柵の設置の有無等も含めて確認して

おく。 

 

７．まとめ ○「避難訓練でうまくできたと思うことは

何ですか？不安なことは何ですか？」と

問う等して、所要時間や反省点を整理・

確認するとともに、避難訓練を安全にや

り遂げたことを称賛し、成就感を味わわ

せることに留意する。 

○教室に戻り、感想を話し合わせ、次回に

生かす。 

○避難訓練をふり返り、災害発生時の自分

のすべき行動についてまとめさせる。  

・自分なりにできたこと  

・安全、指示に従いできたこと  

・不安なこと、支援が必要なこと 

○「今回の避難訓練を通して、災害時に自

分に必要なことがわかりましたか？」と

問う。  

○家庭への連絡体制を確認する。 

（メール連絡システム等を活用して迅速・

適切に行う体制を築く。） 

○実際の災害発生時に連絡の必要な関係機

関（消防署、教育委員会、医療機関、区

役所等）との連絡体制について、確認・

・教室での様子、避難の様子、集合の様

子等、子ども一人一人に訓練の様子を

伝える。  

・必要に応じて、保護者参加の避難訓練

を実施する。 

 

・事後にアンケートをとる等、避難訓練

の成果と課題を見つけ、職員間で課題

を共有する。 

・子どもの感想を生かし、今後必要な配

慮や体制整備を確認する。  

・関係機関や保護者との連携・連絡  

を確認する。 

・メール連絡に登録していない家庭への

連絡を確実に行う。 

・実際の災害発生時を想定して、保護者

への児童・生徒の引き渡し時期や方法

についても検討・確認を行う。 

・校内非常時用設備を点検する。 

・避難期間の長期間化を想定し、吸引器

の電源の確保等、一人一人の障がいの

状況に応じた対応策について保護者
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点検を行う。 等と連携し、検討しておく。 
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１　単元の目標

２　題材設定の理由

３　展開
学習活動 支援（○）・評価（☆）

１．導入　東日本大震災や、身近な災害につい
ての話題から、本時の学習課題を確認する。

○大地震が身近でいつ起こっても不思議ではない
という事を認識させる。
○津波は地震が大きな被害をもたらす事を伝え
る。
☆地震や津波が身近なもので、いつ襲ってくるか
わからないものだと認識できたか？

２．『津波からにげる』を視聴する。 ○鵜住居小学校の子どもたちがどのように助かっ
たのかを事実に沿って視聴させる。
☆集中して視聴し、津波に関する避難の意識を認
識できたか？

３．ワークシート「つなみからにげるには（小
学校１・２年）」「釜石の子どもたちはどう
やって津波からにげた？（小学校３～６年）」
を使って、アニメーションで視聴した津波から
にげるための意識を定着させる。

○鵜住居小学校の事例を元に、津波から避難する
ためのポイントを自ら考えさせる。
☆避難訓練の大切さや、高いところに率先して逃
げる意識などが身についたか？

４．ワークシート「つなみクイズ（小学校１･２
年）」「津波クイズ（小学校３～６年）を使っ
て、津波に関する基礎知識を理解させる。

○津波に関する基礎的な知識について、本編の振
り返りや補足情報などをヒントにクイズに解答さ
せる。
☆津波に関する知識を獲得できたか？

５．まとめ　感想を発表する。また、家族と津
波についての話し合いをするようにする。

○津波に対して率先して避難する意識を定着さ
せ、家族と防災意識を共有することで、地域や家
庭と連携した防災体制をはかる。
☆津波から身を守る意識や知識を獲得したか？
☆家族と防災意識を共有することの重要性を理解
できたか？

（１）指導計画参考－道徳、あるいは、総合的な学習の時間－
　生きる力を育むことをテーマとして、道徳の時間においては、「主として自然や崇高なもの
とのかかわりに関すること」、総合的な学習の時間においては「自ら学び、主体的に課題を解
決する（避難する）」などの活用を期待しています。

　平成23年(2011年）に発生した「東北地方太平洋沖地震」をふまえ、大きな地震が発生した後は大き
な津波が発生することを考え、迅速かつ自主的に避難するということが大切である。いざというときの率
先避難の意識と、避難に必要な津波の正しい知識、そして、日頃の備えの大切さを伝える事を目的とす
る。
①津波は大きな被害をもたらす威力を持った恐ろしいものだが、率先して避難する意識を持つことで、自
分や他人の命を救うことを知る。

　単元で使用する津波防災啓発ビデオ『津波からにげる』は、東北地方太平洋沖地震で釜石を襲った津波
の実例をアニメーションで再現した部分と、津波に関するクイズの部分、三重県尾鷲市で行われた防災
マップ作りの取材映像の三部で構成されている。アニメーション部分では、津波の恐ろしさやいざという
時の避難のあり方を意識に植えつける効果を狙う。クイズ部分では、津波に関する基礎知識を認識させ
る。最後の実写パートでは、津波に対する日頃の備えの大切さを児童に訴える。

　単元名　　津波防災啓発ビデオ『津波からにげる』を見て考える津波防災
－指導案－

(４５分授業用）
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時間 学習活動 支援（○）・評価（☆）

1

【『津波からにげる』アニメーション部分と逃げた人
たちの証言を視聴する。】　　　　　　○ワークシー
トを活用し、津波からにげるための意識を定着させ
る。

○鵜住居小学校の事例を元に、津波から避難するための
ポイントを自ら考えさせる。
☆避難訓練の大切さや、高いところに率先して逃げる意
識などが身についたか？

2

【『津波からにげる』クイズ部分を視聴する。】
○ワークシートを活用し、津波に関する基礎知識を理
解させ、定着させる。

○津波に関する基礎的な知識について、本編の振り返り
や補足情報などをヒントにクイズに解答させる。
☆津波に関する知識を獲得できたか？

3

【『津波からにげる』防災マップ作り部分を視聴す
る】
○自分の住んでいる地域について興味を持たせ、地域
を知ることが防災の助けになることを学ばせる。
○家族と防災について話し合うきっかけをつくる。

○地域の危険なところや安全なところなどを、地元の地
図を見ながら発表させる。
☆積極的に地域の様子を調べる意識を持つことができた
か？家族と話し合うことの重要性を理解したか？

３．指導計画

（２）指導計画参考－学級活動－
　本ビデオは、３分から５分（組み合わせによって１０分）のパートに分かれていることから、短時
間で視聴し、視聴後に振り返る活用ができると期待しています。

　単元名　　津波防災啓発ビデオ『津波からにげる』を見て考える津波防災

－指導案－
(１５分授業×３）

１　単元の目標

　平成23年(2011年）に発生した「東北地方太平洋沖地震」をふまえ、大きな地震が発生した後は大きな津波が発
生することを考え、迅速かつ自主的に避難するということが大切である。いざというときの率先避難の意識と、避難
に必要な津波の正しい知識、そして、日頃の備えの大切さを伝える事を目的とする。
①津波は大きな被害をもたらす威力を持った恐ろしいものだが、率先して避難する意識を持つことで、自分や他人の
命を救うことを知る。

２　題材設定の理由

　単元で使用する津波防災啓発ビデオ『津波からにげる』は、東北地方太平洋沖地震で釜石を襲った津波の実例をア
ニメーションで再現した部分と、津波に関するクイズの部分、三重県尾鷲市で行われた防災マップ作りの取材映像の
三部で構成されている。アニメーション部分では、津波の恐ろしさやいざという時の避難のあり方を意識に植えつけ
る効果を狙う。クイズ部分では、津波に関する基礎知識を認識させる。最後の実写パートでは、津波に対する日頃の
備えの大切さを児童に訴える。
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時間 学習活動 支援（○）・評価（☆）

1

【『津波からにげる』アニメーション部分と逃げた人
たちの証言を視聴する。】　　　　　　○ワークシー
トを活用し、津波からにげるための意識を定着させ
る。

○鵜住居小学校の事例を元に、津波から避難するための
ポイントを自ら考えさせる。
☆避難訓練の大切さや、高いところに率先して逃げる意
識などが身についたか？

2

【『津波からにげる』クイズ部分を視聴する。】
○ワークシートを活用し、津波に関する基礎知識を理
解させ、定着させる。

○津波に関する基礎的な知識について、本編の振り返り
や補足情報などをヒントにクイズに解答させる。
☆津波に関する知識を獲得できたか？

3

【『津波からにげる』防災マップ作り部分を視聴す
る】
○自分の住んでいる地域について興味を持たせ、地域
を知ることが防災の助けになることを学ばせる。
○家族と防災について話し合うきっかけをつくる。

○地域の危険なところや安全なところなどを、地元の地
図を見ながら発表させる。
☆積極的に地域の様子を調べる意識を持つことができた
か？家族と話し合うことの重要性を理解したか？

３．指導計画

（２）指導計画参考－学級活動－
　本ビデオは、３分から５分（組み合わせによって１０分）のパートに分かれていることから、短時
間で視聴し、視聴後に振り返る活用ができると期待しています。

　単元名　　津波防災啓発ビデオ『津波からにげる』を見て考える津波防災

－指導案－
(１５分授業×３）

１　単元の目標

　平成23年(2011年）に発生した「東北地方太平洋沖地震」をふまえ、大きな地震が発生した後は大きな津波が発
生することを考え、迅速かつ自主的に避難するということが大切である。いざというときの率先避難の意識と、避難
に必要な津波の正しい知識、そして、日頃の備えの大切さを伝える事を目的とする。
①津波は大きな被害をもたらす威力を持った恐ろしいものだが、率先して避難する意識を持つことで、自分や他人の
命を救うことを知る。

２　題材設定の理由

　単元で使用する津波防災啓発ビデオ『津波からにげる』は、東北地方太平洋沖地震で釜石を襲った津波の実例をア
ニメーションで再現した部分と、津波に関するクイズの部分、三重県尾鷲市で行われた防災マップ作りの取材映像の
三部で構成されている。アニメーション部分では、津波の恐ろしさやいざという時の避難のあり方を意識に植えつけ
る効果を狙う。クイズ部分では、津波に関する基礎知識を認識させる。最後の実写パートでは、津波に対する日頃の
備えの大切さを児童に訴える。
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大阪市消防局「市民防災研修アクションプラン」 

 

消防局では平成16年5月に阿倍野防災センターが開設されたのを契機に「市民防災研修アクションプラ

ン」を策定し、推進していますが、特に「青少年防災研修推進計画」を定め、青少年層に対する防災研

修の充実強化を図っています。  

【市民防災研修アクションプランの目的】  

「地域防災力の向上」「自主防災体制の確立」を推進するためには、より効果的な防災研修を推進

し、市民全体の「防災意識」「防災の知識技術」のレベルアップを図る必要があります。そこで、防

災研修の推進方策として、次の３つを基本方針としています。  

【基本方針】  

１ 年齢層や社会的立場、防災研修施設の特色に応じた「具体的な防災研修プラン等の提案」を行い、

防災研修の推進を図る。  

２ 特に重点的に取り組む必要がある項目として「青少年層に対する防災研修の推進」を位置づける。  

３ 上記二つの柱を支える方策として、市民と一体となった「魅力ある防災研修のための取り組み」

を推進する。  

【重点目標】  

１ 青少年層に対する防災研修の推進 

少子・高齢化が進展するにつれて、様々な面で次世代を担う青少年層に対する期待が 

高まっている。その中で、自助の力を付けるとともに、共助の意識を養う。  

 

・防災思想普及の担い手        ・青少年期に研修を受けることの効果  

・災害発生時の実働部隊         は成人後に受ける効果よりも  

   としての育成が重要          高い成果が得られる。  

 

・自分、家族を助け、  

生きる力を養成する  

 

 

防災センター・消防学校・消防署   学校において消防   先生が防災学習  

を活用した研修を行う        署員が研修を行う   を行う  

           ↓ 

              青少年層の育成を図る  

                  ↓ 

地域防災力の向上 
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○ 年齢層に応じた防災研修のあり方（消防局） 

幼児の防災研修／研修項目とモデルプラン 

《年齢層の特性》 

ここでいう幼児が属する年齢層とは、小学校入学までの主に幼稚園児などを想定しています。この時

期に体験したことは成人後においても記憶に残るといわれており、まず第一歩としての防災教育が望ま

れます。 

この時期は、実際の火災や地震といったもののイメージや概念を持っていません。つまり、「火」、

「火事」、「地震」とはどんなもので、なぜ、恐ろしいかを具体性のある方法で教える必要があります。

また、色々な乗り物や職業に対して興味を持つ時期でもあります。 

保護者を中心とした回りの大人が、高い防災意識を持ち、様々なきっかけを捉え、幼児に分かるよう

な方法で、初歩の防災を繰り返し伝えることが大切な時期といえます。 

 

《防災研修に求められる要素》 

この時期の防災研修は、火事や地震＝怖い、といった感覚の醸成と消防という仕事への興味の喚起が

挙げられます。 

「火事→怖い」「地震→怖い」といった感覚を教えることは、今後火遊びの禁止、安全な花火の遊び

かたなど、より高度なことを教育するに当たって、基本となる重要な感覚と考えられます。親や幼稚園・

保育所の先生には、火事の怖さ、地震の怖さなどを、話や火事にまつわる童話の読み聞かせ、遊び、ゲ

ームなどの中で、知らず知らずのうちに身に付くような方法で、幼児教育の中へ盛り込むことが期待さ

れます。 

消防署を見学し、そこで幼児用の防災啓発を受けることは、消防署という場所の雰囲気を体験するこ

とや消防士という職業に興味を持つことにもつながり、体験に基づく実感として防火や防災が大切なこ

とをより的確に教えることができます。 

また、実際に消防車を見たりさわったりすることで「消防車」という特殊な乗り物から防災への関心

の基礎を芽生えさせることができます。 

これらの啓発により、火遊びや放火というものが、「悪いこと」、「いけないこと」といった善悪感

覚を伝えることができれば、将来的には社会道徳としての防災意識の育成につながることが期待されま

す。 
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《主な研修項目》 

項   目 内     容 対 応 

地震災害体験ゾーンに 

おける体験学習 

バーチャル地震体験、地震による火災発生防止体験、 

模擬煙中体験、初期消火体験 

 

阿倍野 

震度７体験 起震装置を使った阪神・淡路大震災等と同じ震度７体験 防災セ 

防災クイズ クイズ形式の防災知識の学習 ンター 

消防プリント・シール 消防オリジナルプリント・シールの提供  

消防子供服 消防子供服の試着と記念撮影  

ミニ消防車 ミニ消防車試乗と記念撮影  

防火ビデオ 防火ビデオによる防火防災教育 消防署 

消防車両の展示及び 

見学、資器材等の展示 

消防車の展示及び操作訓練見学、救急・救助等の資器材展示  

ロープ渡過体験 幼児・小学生低学年を対象にしたレスキュー隊の訓練体験  

 

《モデルプラン》 

名   称 幼児消防署訪問研修 

実施場所 消防署 

 

 

 

研修内容 

１ 学習 

・防火ビデオ 

・防火講話（火災・地震の怖さ、火遊びの禁止等について） 

２ 体験 

・消防プリント・シール 

・消防子供服 

・消防車両の展示及び試乗体験、資器材等の展示 

（所要時間 １時間） 
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児童の防災研修／研修項目とモデルプラン 

《年齢層の特性》 

ここでいう児童（小学生）が属する年齢層は、１年生から６年生までかなり幅広い特性を持った年齢

層であるため、火事や地震などの災害について、初歩的なことから順序だてて教えることにより、正し

い防災の知識を身につけ、社会生活の中で要求される安全維持の意識を高める必要があります。 

また、家庭内や遊びの中で火を使うことを初めて体験する時期であることから、まず第一に自らが火

事を出さない、地震などの時に自らを守るための基本的な知識を、家族や学校、地域社会において教え

ていくことが必要な時期であると考えられます。 

さらに、社会科教科書にある「安全なくらしを守る」では、消防と児童のふれあいが大切として、消

防署の見学、あるいは「消防署開放デー」などの機会を活用して、防災への関心を引き出すことが必要

な時期としています。 

 

《防災研修に求められる要素》 

この時期の防災研修は、防災に関心を持ってもらうため、小学校での避難訓練の実施時などに火事や

地震の怖さ、花火の注意事項、火遊びの禁止などについて分かりやすく伝え、合せて消防車両、資器材

の展示などを行うことが考えられます。 

児童期を二つに分ければ、小学生低学年では、火の怖さを知る、避難訓練に参加し避難要領を習得す

るなど、小学生高学年では、消防の仕事を知る、火事や災害の怖さ、命の大切さ（人の命を救えること）

を知るとともに、避難要領、火事を防ぐ（住宅用防災機器を知る、初期消火器具の操作方法を知る、１

１９番通報を覚える等）方法について習得するなどがあげられます。 

他には、社会科教科書の副読本として小学校４年生向けに分かりやすい内容で防災について説明した

「大阪市の消ぼう」とその「指導者用パンフレット」の有効活用や、市内の小学生であれば、防火図画

のコンクールに応募するなど、特に児童期から防災思想を育ませるような各種取組みが大切です。 

さらに、火事や地震に遭遇した場合の避難方法の習得、火事を見つけたとき早く周りの人々に知らせ

る要領なども学ぶ必要があります。 

このように、児童期は段階的に防災教育を行い、知識と行動力を身につけることが求められます｡  
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《主な研修項目》 

項   目 内     容 対 応 

地震災害体験ゾーンに 

おける体験学習 

バーチャル地震体験、地震による火災発生防止体 

験、模擬煙中体験、初期消火体験、119 番通報体験、 

消火体験、救出体験、応急救護体験、危険箇所察知 

体験 

 

 

阿倍野 

防災セ 

震度７体験 起震装置を使った阪神・淡路大震災等と同じ震度７ 

体験 

ンター 

 

地震災害の基礎知識 パソコンによる地震災害の基礎知識の学習  

消防プリント・シール 消防オリジナルプリント・シールの提供  

消防子供服 消防子供服の試着と記念撮影  

ミニ消防車 ミニ消防車試乗と記念撮影  

防火ビデオ ビデオによる防火防災教育  

消防車両の展示及び見学、

資器材等の展示 

消防車の展示及び操作訓練見学、救急・救助等の資 

器材展示 

消防署 

煙体験ハウス 煙中の体験、煙の性状についての知識習得  

ロープ渡過体験 幼児・小学生低学年を対象にしたレスキュー隊の訓練体験  

起震車体験 色々な震度の体験と初動処置の習得  

 

《モデルプラン》 

名   称 児童消防署見学研修 

実施場所 消防署 

 

 

 

 

研修内容 

 

１ 学習 

・ 防火ビデオ 

・ 消防の仕事について 

・ 家庭内における火災の危険性について 

２ 体験 

・ １１９番通報体験 

・ 初期消火体験（消防署） 

・ 消防車両の展示及び試乗体験、資器材等の展示 

・ ロープ渡過体験 

（所要時間 １時間） 
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中学生の防災研修／研修項目とモデルプラン 

《年齢層の特性》 

ここでいう中学生が属する年齢層は、社会経験も少なく精神的に未熟な部分もありますが、身体的、

体力的には概ね成人と同じであり、地域防災リーダーが使用している防災資器材についても十分扱える

ものと考えられます。 

また、居住地域の学校に通学している場合が多く、高校生、大学生、壮年世代に比べると居住地域に

いる時間が長く、初歩的な防災知識技術を習得することにより、地震等大規模災害発生時に自分や家族

を守り、さらに地域防災リーダー等成人住民による消火、救出作業等に協力できるものと期待できます。 

さらに、この時期は自らの将来を考えていく上での参考とするために、事業所等での職場体験を実施

している学校も多く、消防署においても受け入れを行っています。この消防署における職場体験では、

火災・救急等の災害現場のことや災害の悲惨さを消防士 

を通じて知ることで、人命の尊さを知り、防災意識の啓発、さらに防災研修を受けることの動機づけと

なるものと期待できます。 

 

《防災研修に求められる要素》 

幼児、児童期を火災の恐ろしさや火災を起こさない等の基本的な防災知識を感覚的に知る時期と位置

づけたことに対し、この時期の防災研修は、地震の発生メカニズムや火災により発生する煙の危険性等

の防災知識に関する研修を行うとともに、消火器、可搬式ポンプ等の資器材を実際に操作し、実際に災

害による被害を軽減するための基本的な防災知識技術を習得することが求められており、これらにより

ひいては、将来の防災の担い手を育成することが期待されています。 

また、日常生活の中で起こり得る事故により発生したけが人や急病人に対する応急手当や、火災、救

急等の災害が発生した場合の１１９番通報要領についても学ぶ必要があります。 
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《主な研修項目》 

項   目 内     容 対 応 

地震災害体験ゾーンにお

ける体験学習 

バーチャル地震体験、地震による火災発生防止体験、模擬煙

中体験、初期消火体験、119 番通報体験、消火体験、救出体

験、応急救護体験、危険箇所察知体験 

 

阿倍野 

防災セ 

地震災害の基礎知識 パソコンによる地震災害の基礎知識を学習 ンター 

震度７体験 起震装置を使った阪神・淡路大震災等と同じ震度７体験  

模擬可搬式ポンプ放水 燃焼映像を使った模擬可搬式ポンプによる放水体験・操作要

領の習得 

 

粉末消火器訓練 実際の炎に対し消火器を使った消火要領の習得  

可搬式ポンプ操作訓練 

(学校) 

訓練用の可搬式ポンプを使った消火要領の習得 消防 

学校 

煙中体験・避難 

 

室内での炎の熱気や煙の性状の把握及び煙中での行動や避難

方法の習得 

 

 

初期消火体験 

（消防署） 

水を用いた訓練用消火器による操作方法の習得  

可搬式ポンプ操作訓練(地

域) 

地域に配備されている可搬式ポンプを使った実消火要領と配

備場所等の習得 

 

消防署 

普通救命講習 

（消防署） 

応急手当の目的・必要性、心肺蘇生法（気道確保、 

人工呼吸、心臓マッサージ）、止血法等の講習 

 

応急手当の講習 

（消防署） 

外傷処置の方法、三角巾の使い方、負傷者搬送法等の普通救

命講習以外の講習 

 

 

 

《モデルプラン》 

名   称 防災体験コース 

実施場所 阿倍野防災センター 

 

 

 

 

 

研修内容 

 

１ 学 習 

・燃焼と消火、火災予防の重要性について 

・ 地震発生について 

２ 体 験 

・地震災害体験ゾーンにおける体験学習（バーチャル地震体験～危険箇所察知体験） 

３ 実 技 

・ 模擬可搬式ポンプ放水 

・ 屋内消火栓放水 

・ロープ結索 

・応急手当の講習（防災センター） 

（所要時間６時間） 
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青年世代の防災研修／研修項目とモデルプラン 

《年齢層の特性》 

ここでいう青年世代は、行動範囲も広く、体力もあり、一定の判断力や知識を有していることから、

災害時には家庭内だけでなく地域における自主防災組織に参画、協力し実働部隊としての役割が期待さ

れます。 

また、高校生や大学生などは、通学やアルバイトなどにより生活する場所や時間帯なども広範囲なこ

とから、火災や救急現場に遭遇したときの災害に対する初動処置、例えば携帯電話の普及による早期の

１１９番通報などが期待されます。 

また、ボランティアとしての活動により社会に貢献しているケースもあり、阪神・淡路大震災の際に

は、多くの学生が倒壊家屋の中から人を救出した事例がありました。優れた体力と行動能力を持つこの

年齢層は、防災に対する幅広い知識技術を身につけることで、万一のときには、地域防災力の向上にと

って大きな力となることが期待されます。 

 

《防災研修に求められる要素》 

この時期の防災研修には、自らを守ることはもちろん、万一のときには家族や地域の住民を助け、少

しでも被害を小さくするための実働部隊として必要な活動技術の習得が必要となります。 

従って地域の避難場所、防災器具・救助資器材の設置場所などを知るとともに、消火器具、防災資器

材等の取扱い方法を習得し、例えば、地震により倒れた建物からの救出方法や、応急手当の基礎知識等

を含めた人命救助の方法など、実践的な防災知識技術を身につけるための研修が求められます。 

さらには、自らが習得した防災知識技術を少しでも広めるために小中学生の指導的立場を担うことも

期待されています。 
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《主な研修項目》 

項   目 内     容 対 応 

地震災害体験ゾーンに 

おける体験学習 

 

バーチャル地震体験、地震による火災発生防止体 

験、模擬煙中体験、初期消火体験、119 番通報体験、消火体

験、救出体験、応急救護体験、危険箇所察知体験 

阿倍野 

防災セ 

ンター 

震度７体験 起震装置を使った阪神・淡路大震災等と同じ震度７体験  

粉末消火器訓練 実際の炎に対し消火器を使った消火要領の習得  

可搬式ポンプ操作訓練 

（学校） 

訓練用の可搬式ポンプを使った消火要領の習得 

 

 

消防 

煙中体験・避難 

 

室内での炎の熱気や煙の性状の把握及び煙中での行動や避難

方法の習得 

学校 

 

暗中体験・避難 暗闇での行動、避難要領等の習得  

可搬式ポンプ操作訓練 

（地域) 

地域に配備されている可搬式ポンプを使った実消火要領と配

備場所等の習得 

 

 

救助資器材の使用方法 

 

地域に配備されている救助資器材の活用方法と配備場所等の

習得 

 

 

１１９番通報体験 消防機関への通報要領の習得 消防署 

普通救命講習（消防署） 

 

応急手当の目的・必要性、心肺蘇生法（気道確保、 

人工呼吸、心臓マッサージ）、止血法等の講習 

 

 

応急手当の講習（消防 

署） 

外傷処置の方法、三角巾の使い方、負傷者搬送法等の普通救

命講習以外の講習 

 

 

 

《モデルプラン》 

名   称 地域での研修（高校・大学生） 

実施場所 消防署 

 

 

 

 

研修内容 

 

 

 

 

１ 学習 

・ 過去の地震等による災害事例からの教訓について 

・ 災害弱者支援の必要性について 

２ 実技 

・ 可搬式ポンプ操作訓練 

・ 救助資器材の使用方法 

・ １１９番通報体験 

・ 応急手当の講習（消防署） 

（所要時間 ２時間）                                       

[大阪市消防局ホームページより引用] 
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「地震・津波から命を守るために」（大阪管区気象台） 
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もしも 地
じ

しんが おきたら 

 ☆どうすれば自分
じ ぶ ん

の身
み

を守
まも

れるだろう。 

                       

 

      

 

 

 

            

        

 

 

 

○教室
きょうしつ

で学習
がくしゅう

している時
とき

 

○ろう下
か

やかいだんにいる時
とき

 

○図書室
としょしつ

にいる時
とき

 

○運動場
うんどうじょう

にいる時
とき

 

○トイレにいる時
とき

 

なまえ 
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もしも 地
じ

しんが おきたら 

 ☆どうすれば自分
じ ぶ ん

の身
み

を守
まも

れるだろう。 

                            

 

                         

              

 ☆いざという時
とき

のために家族
か ぞ く

で話
はな

し合
あ

おう。 

   

 

 

 

 

○登校
とうこう

や下校
げ こ う

の時
とき

 

○避難所
ひなんじょ

（逃
に

げるところ） 

○バスや電車
でんしゃ

などの乗
の

り物
もの

に乗
の

っている時
とき

 

○家
いえ

にいる時
とき

 

○家族
か ぞ く

が集
あつ

まるところ 

○さいがい用
よう

でんごんダイヤルの活用
かつよう

  

「１７１」にダイヤル  

⇒（例） 「ぼくは、おおさか しろう です。ぼくは、げんきです。●●●●さん

は、このメッセージをきいたら ▲▲▲▲こうえんに きてください。」 

 

 

なまえ 



資料 

- 52 - 

 

大きな地震がおきたとき、どうすれば自分の身を守れるだろう 

     

＜登下校の時＞ 

                          

                 ⇒  

 

  

＜エレベーターにのっているとき＞ 

 

 

 

                    ⇒ 

                        

 

＜バスや電車などの乗り物に乗っている時＞ 

 

 

 

                 ⇒  ⇒ 

                       

 

＜海や川の近くにいるとき＞ 

 

 

 

                    ⇒ 

 

 

○まず すること 

                     

                       

                     

                     

                    

○地しんがおさまったら 

                     

                       

                     

                     

                    

○まず すること 

                     

                       

                     

                     

                    

○地しんがおさまったら 

                     

                       

                     

                     

                    

○まず すること 

                     

                       

                                          

                     

                    

○地しんがおさまったら 

                     

                       

                     

                     

                    

○まず すること 

                     

                       

                     

                     

                    

○地しんがおさまったら 

                     

                       

                     

                     

                    

名前 



資料 
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もしも大きな地震がおきたら 

 ☆いざという時のために。家族みんなで話し合おう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ひなん場所 

                     

                       

                     

                     

                    

○家族が集まるところ 

                     

                       

                     

                     

                    

○持ち物 

                     

                       

                     

                     

                    

○れんらくのとり方 

                     

                       

                     

                     

                    

○用意するもの 

 ・水  ・非常食 ・かいちゅう電灯 

 ・乾電池 ・雨具 ・マスク 

・薬（常備・救急） ・衣類 など 

                     

                       

                     

                     

                    

他に必要なもの 

災害伝言ダイヤル 「１７１」 

◎ 家族や友達に連絡する。（録音する） 

「１７１」にダイヤル ⇒ １をおす ⇒ 「自分の番号」をおす ⇒メッセージを入れる 

 

◎ 家族や友達からの連絡を聞く。 

「１７１」にダイヤル ⇒ ２をおす ⇒ 「自分の番号」をおす ⇒メッセージを聞く 

名前 



資料 
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資料 

55 

 

 

 



資料 

56 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

58 

 

 

 

 

 

 



資料 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

60 

 



資料 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

64 

 

 

 

 

 



資料 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

66 

 

 

 

 

 



資料 

67 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

68 

 

 



資料 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

70 

 

 

 

 

 



資料 

71 

 

 

 

 

 



資料 

72 

 

 

 

 

 


